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保
　
　
井
　
　
健
　
　
呉

一
．
は
じ
め
に

１
．
国
際
法
上
の
封
鎖（

（
（

　

封
鎖
は
、
船
舶
の
捕
獲
を
通
し
て
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
地
域
の
交
通
を
遮
断
す
る
戦
争
の
方
法
で
あ
る）

2
（

。
封
鎖
は
、
区
域）

3
（

の
設
定
や
単
な

る
閉
塞）

4
（

そ
し
て
攻
囲）

5
（

と
い
っ
た
他
の
戦
争
の
方
法
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
通
の
遮
断
は
、
封
鎖
地
域
を
出
入
り
す
る
船
舶

を
捕
獲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
が
、
封
鎖
以
外
の
こ
れ
ら
の
戦
争
の
方
法
に
お
い
て
、
捕
獲
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

封
鎖
は
、
海
上
経
済
戦
の
一
環
と
し
て
、
敵
国
通
商
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で
設
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
軍
事
作
戦
の
一
環
と
し
て
、
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揚
陸
作
戦
や
、
敵
軍
隊
の
補
給
線
を
遮
断
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る）

6
（

。

　

国
際
法
上
、
封
鎖
は
、
封
鎖
制
度
と
し
て
、
封
鎖
法
に
規
律
さ
れ
る
。
封
鎖
制
度
は
、
敵
船
敵
貨
制
度）

7
（

や
禁
制
品
制
度）

8
（

と
同
じ
く
海
上
捕

獲
制
度
の
一
つ
で
あ
る
。
封
鎖
制
度
に
お
い
て
は
、
封
鎖
の
存
在
を
了
知
し
た
上
で
出
入
り
す
る
す
べ
て
の
船
舶
が
捕
獲
の
対
象
と
な
る
。

敵
船
敵
貨
制
度
や
禁
制
品
制
度
が
船
籍
や
貨
物
の
性
質
と
い
っ
た
物
的
な
基
準
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
封
鎖
制
度
は
全
て
の

船
舶
が
そ
の
船
籍
や
貨
物
の
性
質
に
関
わ
り
な
く
、
た
だ
封
鎖
地
域
を
出
入
り
す
る
と
い
う
地
理
的
な
基
準
に
の
み
基
づ
い
て
捕
獲
さ
れ
る

制
度
で
あ
る
。
封
鎖
は
、
海
上
捕
獲
制
度
上
、
最
も
中
立
国
通
商
へ
の
影
響
が
大
き
い
戦
争
の
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

封
鎖
は
、
敵
国
領
土
や
敵
占
領
地
と
い
っ
た
敵
の
支
配
地
域
に
の
み
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
封
鎖
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ

が
特
別
に
設
定
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
封
鎖
国
は
、
封
鎖
を
、
封
鎖
法
の
要
件
に
従
っ
て
宣
言
し
、
告
知
し
て
初
め
て
捕
獲
を

実
施
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
捕
獲
は
、
公
平
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
効
な
封
鎖
の
維
持
は
、
実
力
封
鎖
の
原
則
に
よ
る
。
実
力

封
鎖
の
原
則
に
お
い
て
、
封
鎖
は
実
効
的
に
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
有
効
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

封
鎖
が
有
効
に
宣
言
・
告
知
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
実
効
性
や
公
平
性
を
欠
く
場
合
、
封
鎖
は
無
効
と
な
る）

9
（

。
無
効
な
封
鎖
に
基
づ
く
捕

獲
は
、
全
て
違
法
な
捕
獲
と
な
る
。
違
法
な
捕
獲
を
実
施
し
た
封
鎖
国
は
、
捕
獲
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

ま
た
、
有
効
な
封
鎖
で
あ
っ
て
も
、
封
鎖
の
存
在
を
了
知
し
な
い
船
舶
を
捕
獲
し
た
場
合
や
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
が
実
施
で
き
る
と
定
め

ら
れ
た
範
囲
外
で
捕
獲
し
た
場
合
は
、
有
効
な
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
で
あ
っ
て
も
、
違
法
な
捕
獲
と
し
て
封
鎖
国
に
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
。

（
1
）　

以
下
で
、﹁
封
鎖
﹂
と
い
う
語
は
、
特
に
断
り
が
無
い
場
合
﹁
海
上
封
鎖
﹂
を
指
し
て
用
い
る
。
封
鎖
制
度
は
、
当
初
、
海
上
封
鎖
の
み
を
射
程
と
し
て
い
た
が
、
今
日
、

技
術
の
発
達
に
よ
り
、
航
空
機
に
対
し
て
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
地
域
の
出
入
り
を
遮
断
す
る
﹁
航
空
封
鎖
﹂
も
設
定
し
う
る
。
航
空
封
鎖
に
つ
い
て
は
、（M

. N
. Schm

itt, 

“A
erial B

lockad
es in

 H
istorical, L

egal an
d

 P
ractical P

ersp
ective, ” U

n
ited

 S
ta

tes A
ir F

orce A
ca

d
em

y
 Jou

rn
a

l of L
ega

l S
tu

d
ies, V

ol.21, N
o.2 

（1991

））。
ま
た
、
航
空
封
鎖
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
よ
る
、
二
〇
〇
九
年
の
、﹁
空
・
ミ
サ
イ
ル
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂（H

um
anitarian 



（　
　
　
　

）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
四
一

一
九
八
一

P
olicy an

d
 C

on
flict R

esearch
 at H

arvard
 U

n
iversity, T

h
e C

om
m

en
ta

ry
 on

 th
e H

u
m

a
n

ita
ria

n
 P

olicy
 a

n
d

 C
on

flict R
esea

rch
 M

a
n

u
a

l on
 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 A
p

p
lica

ble to A
ir a

n
d

 M
issile W

a
rfa

re, （2010

）, （A
M

W
 M

anual

）, available at: http://ihlresearch.org/am
w

/C
om

m
entary%

20

on%
20the%

20H
P

C
R

%
20M

anual.pdf, （accessed 18 N
ovem

ber 2014

））
の
五
章
に
、
封
鎖
に
つ
い
て
の
規
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
航
空
封
鎖
に
関
す
る
規
則
は
、

航
空
封
鎖
が
海
上
封
鎖
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
、
海
戦
に
お
け
る
慣
行
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　L

. O
ppenheim

, In
tern

a
tion

a
l L

a
w

: A
 Trea

tise, V
ol. II （H

. L
auterpacht, 7th edn.

）（L
ongm

ans, 1952

）p.768; R
. W

. T
ucker, T

h
e L

a
w

 of W
a

r a
n

d
 

N
eu

tra
lity a

t S
ea

, （In
tern

a
tion

a
l la

w
 stu

d
ies. V

ol.50

（1955

））, （N
aval W

ar C
ollege, 1968

）, p.283; W
. H

eintschel von H
einegg, “N

aval B
lockade, ” 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 S
tn

d
ies, V

ol.75, 

（N
aval W

ar C
ollege, 2000

）pp.203-204; Y. D
instein, “T

he L
aw

s of W
ar at Sea, ” Isra

el Yea
rbook of H

u
m

a
n

 

R
igh

ts, V
ol.10 （1980

）, p.47; T
h

e C
om

m
a

n
d

er’s H
a

n
d

book on
 th

e L
a

w
 of N

a
va

l O
p

era
tion

s 

（N
W

P
-1/ M

C
W

P
 5-12.1/ C

O
M

D
T

P
U

B
 P

5800.7A

）, 

（2007

）, para.7.7.1. （C
om

m
ander’s H

andbook

）;

高
野
雄
一
﹃
戦
時
封
鎖
制
度
論
﹄（
清
水
書
店
、一
九
四
四
年
）
一
頁
、田
岡
良
一
﹃
国
際
法
（
全
訂
版
）﹄（
勁
草
書
房
、

一
九
七
三
年
）
二
九
一
頁
、
信
夫
淳
平
﹃
海
上
国
際
法
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
七
九
頁
。

（
3
）　

区
域
の
設
定
は
、
中
立
国
の
船
舶
や
航
空
機
の
侵
入
を
制
限
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
進
入
が
禁
じ
ら
れ
た
り
、
事
前
の
許
可
が
要
求
さ
れ
る
。
実
行
上
、
こ

う
し
た
区
域
の
名
称
は
様
々
で
あ
る
。
海
戦
法
規
上
、
区
域
の
設
定
が
合
法
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
有
名
な
区
域
の
設
定
と
し
て
は
、
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
に
お
い

て
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
諸
島
の
周
辺
に
設
定
し
た
Ｔ
Ｅ
Ｚ
（Total E

xclusion Z
one

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。S

ee C
om

m
a

n
d

er’s H
a

n
d

book, para. 

7.9.

（
4
）　

沈
船
や
石
に
よ
っ
て
、
港
湾
へ
の
出
入
り
を
妨
げ
る
戦
争
の
方
法
。﹁
石
積
封
鎖
﹂（Stone B

lockade

）
と
も
称
さ
れ
る
。
日
本
の
行
っ
た
有
名
な
も
の
と
し
て
、
一
九
〇

三
年
の
日
露
戦
争
に
お
け
る
旅
順
湾
口
の
閉
塞
作
戦
が
あ
る
。
閉
塞
は
国
際
法
上
の
封
鎖
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。S

ee L
. O

ppenheim
, In

tern
a

tion
a

l L
a

w
: A

 Trea
tise, 

V
ol. II （R

onald F. R
oxburgh, 3rd edn.

）（L
ongm

ans, 1921

）, p.526.

（
5
）　

攻
囲
は
、
攻
囲
し
た
地
点
の
占
領
を
目
的
と
す
る
戦
争
の
方
法
で
あ
り
、
陸
戦
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。S

ee, O
ppenheim

, su
p

ra
 note 2, p.768 ; Y.D

instein, “Siege 

W
arfare an

d
 th

e S
tarvation

 of C
ivilian

s,” in
 A

. J. M
. D

elissen
 an

d
 G

. J. T
an

ja ed
., H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 of A
rm

ed
 C

on
flict C

h
a

llen
ges A

h
ea

d
: 

E
ssa

ys in
 H

on
ou

r of F
rits K

a
lsh

oven
, （N

ijhoff, 1991

）, p.145; 

田
岡
良
一
・
畝
村
繁
﹃
国
際
法
﹄（
青
林
書
院
、一
九
五
七
年
）
四
二
五

－

四
二
六
頁
、信
夫
淳
平
﹃
戦

時
国
際
法
提
要　

下
﹄（
照
林
堂
書
店
、
一
九
四
三
年
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
六
五
。

（
6
）　

W
olff H

eintschel von H
einegg, “B

lockade,” M
a

x
 P

la
n

ck E
n

cyclop
ed

ia
 of P

u
blic In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 （Rϋ

digerW
olfrum

, ed., 2010

）, available at 

w
w

w
.m

pepil.com
/subscriber_article?script=

yes&
id=

/epil/entries/law
-9780199231690-e252&

recno=3&
author=

H
eintschel_von_H

einegg_W
olff; 

立
作
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戦
時
国
際
法　

全
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
一
五
年
）
四
七
四
頁
、
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
頁
。

（
7
）　

敵
国
船
籍
の
船
舶
や
敵
国
の
貨
物
と
い
っ
た
、
敵
性
を
有
す
る
船
舶
及
び
貨
物
は
す
べ
て
、
捕
獲
の
対
象
と
な
る
（S

ee, T
ucker, su

p
ra

 note 2, pp.74-75

）。

（
8
）　

禁
制
品
制
度
の
下
、
貨
物
は
、
絶
対
的
禁
制
品
、
条
件
付
禁
制
品
、
自
由
貨
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
絶
対
的
禁
制
品
は
、
敵
国
及
び
敵
国
占
領
地
が
仕
向
地
で
あ
る
場
合

捕
獲
の
対
象
と
な
る
。
条
件
付
禁
制
品
は
、
敵
国
及
び
敵
国
占
領
地
が
仕
向
地
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
貨
物
が
敵
国
軍
又
は
敵
国
政
府
に
よ
り
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な

場
合
に
捕
獲
の
対
象
と
な
る
。
自
由
貨
は
、
そ
の
目
的
地
、
使
用
者
に
関
わ
ら
ず
捕
獲
の
対
象
と
な
ら
な
い
（S

ee ibid
., pp.263-267

）。

（
9
）　

国
際
法
上
の
無
効
に
つ
い
て
は
、
濵
本
正
太
郎
﹁
国
際
法
に
お
け
る
無
効
の
機
能
︱
責
任
と
の
比
較
に
お
い
て
︱
﹂﹃
国
際
法
外
交
雑
誌
﹄
一
〇
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）

七
三

－

一
〇
一
頁
参
照
。

２
．
現
代
的
封
鎖
法
と
「
ガ
ザ
の
自
由
」
船
団
事
件

　

封
鎖
の
態
様
は
、
戦
争
の
態
様
や
規
模
、
時
々
の
国
家
間
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
、
国
際
法
の
発
展
に
左
右
さ
れ
て
き
た
。
一
八
五
六
年
の

パ
リ
宣
言
に
よ
っ
て
実
力
封
鎖
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
後
も
、
封
鎖
の
要
件
は
、
国
家
間
で
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
〇
九
年
の
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
封
鎖
の
要
件
に
つ
い
て
の
国
家
間
の
相
違
を
解
消
し
、
統
一
的
な
海
戦
法
規
を
定
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
発
効
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
実
行
か
ら
、
第
一
次
大
戦
が
始
ま
る
ま
で
、
統
一
的
な
海
戦
法
規
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
当
初
、
交
戦
国
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
を
修
正
し
て
適
用
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
一
部
の
戦
線

で
は
伝
統
的
な
近
接
し
た
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
大
戦
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
中
立

国
通
商
へ
の
干
渉
の
圧
力
が
増
大
す
る
に
伴
っ
て
、
最
終
的
に
、
交
戦
国
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
適
用
の
撤
回
を
宣
言
し
た
。
加
え
て
、
両
次

大
戦
に
お
い
て
は
パ
リ
宣
言
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
実
力
封
鎖
原
則
に
反
す
る
措
置
ま
で
も
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
実
行
を
受
け
て
ロ
ン

ド
ン
宣
言
は
も
は
や
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
、
実
力
封
鎖
の
原
則
す
ら
も
は
や
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
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六
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六
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一
四
三

一
九
八
三

っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
た）
₁₀
（

。

　

今
日
、
科
学
技
術
や
兵
器
は
さ
ら
に
進
歩
し
、
戦
争
と
経
済
の
結
び
つ
き
は
よ
り
強
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
人
道
法

の
発
展
は
、
当
然
封
鎖
法
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
海
戦
法
規
の
更
新
を
経
る
こ
と
な
く
、
封
鎖
は
引
き
続

き
設
定
さ
れ
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
は
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
一
九
九
四
年
に
、
第
二
次
大
戦
以
降
初
の
海
戦
法
規
成
文

化
の
試
み
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
サ
ン
レ
モ
に
あ
る
国
際
人
道
法
研
究
所
に
お
い
て
海
戦
法
規
や
海
事
の
専
門
家
に
よ
っ
て
、
海
上
で
の
武

力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル）
₁₁
（

が
作
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
サ
ン
レ
モ･

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
条
約
で
は
な
く
、
拘
束
力
を

有
し
な
い）
₁₂
（

。
封
鎖
は
依
然
と
し
て
慣
習
法
に
規
律
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
レ
モ･

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
が
、
そ
の
ま
ま
慣
習
法
と
し
て
適
用
で

き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
封
鎖
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
整
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件）
₁₃
（

は
、
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
に
生
起
し
た
。
事
件
に
対
す
る
国
際
的
な
反
応
は

大
き
く）
₁₄
（

、
拿
捕
を
行
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
、
正
当
性
や
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
事
件
の
経
緯
や
法
的
評
価
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
国
連
の
人
権
理
事
会
で
事
実
調
査
委
員
会）
₁₅
（

の
設
立
が
採
択
さ
れ
た
ほ

か
）
₁₆
（

、
事
件
の
ほ
と
ん
ど
の
犠
牲
者
の
国
籍
国
で
あ
る
ト
ル
コ
や
捕
獲
を
行
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
よ
っ
て
調

査
委
員
会
の
設
立
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
が
発
行
さ
れ
た）
₁₇
（

。
二
〇
一
一
年
九
月
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
要
請

に
よ
っ
て
、
国
連
事
務
総
長
に
よ
る
再
発
防
止
の
た
め
の
調
査
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た）
₁₈
（

。
ト
ル
コ
及
び
、
イ
ス
ラ
エ

ル
の
委
員
会
に
よ
る
報
告
書
は
、
国
家
機
関
に
よ
る
実
行
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
人
権
理
事
会
の
設
立
し
た
事
実
調
査
委
員
会
に

よ
る
報
告
書
は
、
そ
の
後
、
人
権
理
事
会
に
よ
っ
て
報
告
書
の
支
持
が
採
択
さ
れ
て
い
る）
₁₉
（

。

　

こ
れ
ら
の
報
告
書
で
は
二
○
○
九
年
一
月
三
日
に
設
定
さ
れ
た
海
上
封
鎖
の
人
道
状
況
へ
の
影
響
や
、
二
〇
〇
七
年
の
﹁
敵
対
地
域
﹂

（H
ostile Territory

）
宣
言）
₂₀
（

以
降
強
化
さ
れ
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
回
廊
に
対
す
る
﹁
封
鎖
政
策
﹂）
₂₁
（

、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
船
団
の
各
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船
に
対
す
る
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
及
び
捕
獲
時
に
お
け
る
拿
捕
の
実
施
手
順
の
合
法
性
が
評
価
さ
れ
た
。
事
件
に
お
い
て
、
問
題
の
中
心

と
な
っ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
設
定
し
た
封
鎖
の
合
法
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
で
は
封
鎖
に
関
し
て
今
日
適
用

さ
れ
る
規
則
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
封
鎖
が
い
ま
だ
に
慣
習
法
に
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
検
討
は
今
日
の

封
鎖
法
規
則
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
有
す
る）
₂₂
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
封
鎖
制
度
の
発
展
を
概
観
し
た
上
で
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
の
封
鎖
法
の
検
討
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
今
日
、

慣
習
法
と
し
て
の
封
鎖
法
の
規
則
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
た
い
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
中
立
国
保
護
の
要
請
か
ら

出
た
要
件
を
伝
統
的
要
件
、
近
年
の
人
道
規
則
の
発
展
に
伴
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
件
を
人
道
的
要
件
と
し
て
分
析
を
行
う
。

　

今
日
の
封
鎖
で
は
、jus ad bellum
に
よ
る
封
鎖
へ
の
制
限）
₂₃
（

や
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
適
用
の
可
否）
₂₄
（

も
問
題
と
な
り
う
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
はjus in bello

で
あ
る
封
鎖
法
上
の
有
効
な
封
鎖
の
設
定
及
び
実
施
の
要
件
に
限
定
し
た
検
討
を
行
う
。

（
10
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.796; 

高
野
雄
一
﹃
新
版
国
際
法
概
論　

下
﹄（
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
）
四
七
八
頁
、
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
２
）
一
八
〇

－

一
八
一
頁
。

（
11
）　L

ouis D
osw

ald-B
eck ed., S

a
n

 R
em

o M
a

n
u

a
l on

 In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 A
p

p
lica

ble to A
rm

ed
 C

on
flicts a

t S
ea

, P
repared by International L

aw
yers 

and N
aval E

xperts convened by the International Institute of H
um

anitarian L
aw

, （C
am

bridge U
niversity P

ress, 1995

）（SR
M

）;

邦
訳
は
竹
本
正
幸
監
訳
、

安
保
公
人
・
岩
本
誠
吾
・
真
山
全
訳
﹃
海
上
武
力
紛
争
法
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
解
説
書
﹄（
東
信
堂
、
一
九
九
七
年
）。

（
12
）　

加
え
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
に
は
、
海
戦
法
規
の
漸
進
的
発
展
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
区
域
に
つ
い
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
パ
ラ
グ
ラ

フ
一
〇
六

－
一
〇
八
に
そ
の
合
法
性
に
は
賛
否
両
論
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
指
針
と
し
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。

（
13
）　

二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
、
ガ
ザ
回
廊
に
設
定
さ
れ
た
封
鎖
線
の
沖
合
六
四
海
里
の
地
点
で
キ
プ
ロ
ス
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
﹁﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
運
動
﹂（G

aza 

F
reedom

 M
ovem

ent

）
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
（G

aza F
reedom

 F
lotilla

）
を
構
成
す
る
各
船
の
拿
捕
を
実
施
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
乗
り
込
み

部
隊
は
、
六
隻
で
構
成
さ
れ
た
船
団
の
内
で
、
最
大
の
船
舶
で
あ
る
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
拿
捕
に
お
い
て
、
乗
員
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
遇
し
、
実
弾
を
使
用
す
る
に
至
っ

た
（U

N
 H

um
an R

ights C
ouncil, R

ep
ort of th

e in
tern

a
tion

a
l fa

ct-fin
d

in
g m

ission
 to in

vestiga
te viola

tion
s of in

tern
a

tion
a

l la
w

, in
clu

d
in

g 
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in
tern

a
tion

a
l h

u
m

a
n

ita
ria

n
 a

n
d

 h
u

m
a

n
 righ

ts la
w

, resu
ltin

g from
 th

e Isra
eli a

tta
cks on

 th
e flotilla

 of sh
ip

s ca
rry

in
g h

u
m

a
n

ita
ria

n
 

a
ssista

n
ce, A

/H
R

C
/15/21, availab

le at: h
ttp

://w
w

w
2.oh

ch
r.org/en

glish
/b

od
ies/h

rcou
n

cil/d
ocs/15session

/A
.H

R
C

.15.21_en
.p

d
f,

（accessed
 18 

N
ovem

ber 2014

）, paras. 112-116

）。
こ
の
衝
突
の
結
果
と
し
て
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
乗
員
に
は
、
九
名
の
死
者
と
多
数
の
負
傷
者
が
生
じ
、
対
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル

軍
の
乗
り
込
み
隊
員
も
複
数
が
負
傷
し
た
（Ibid

., para. 128

）。

（
14
）　

そ
の
た
め
、
安
全
保
障
理
事
会
は
、
事
件
の
翌
日
に
事
態
を
憂
慮
し
、
調
査
を
要
求
す
る
議
長
声
明
を
発
し
て
い
る
（Security C

ouncil, Statem
ent by the P

resident 

of the Security C
ouncil, S/P

R
ST

/2010/9, available at:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/U
N

D
O

C
/G

E
N

/N10/382/79/P
D

F
/N1038279.pdf?O

penE
lem

ent, 

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

））。

（
15
）　

人
権
理
事
会
の
委
員
会
は
、
三
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
委
員
会
の
長
で
あ
る
ハ
ド
ソ
ン
︲
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
は
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
元
判
事
で
あ
り
、

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
の
司
法
長
官
で
あ
る
（A

/H
R

C
/15/21, para.2

）。

（
16
）　U

N
 H

um
an R

ights C
ouncil, T

h
e gra

ve a
tta

cks by Isra
eli forces a

ga
in

st th
e h

u
m

a
n

ita
ria

n
 boa

t con
voy, A

/H
R

C
/R

E
S/14/1, available at: http://

w
w

w
2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/R

E
S.14.1_A

E
V.pdf, （accessed 18 N

ovem
ber 2014

）.

（
17
）　T

he P
ublic C

om
m

ission to E
xam

ine the M
aritim

e Incident of 31 M
ay 2010, T

h
e P

u
blic C

om
m

ission
 to E

x
a

m
in

e th
e M

a
ritim

e In
cid

en
t of 31 

M
a

y
 2

0
1

0
’ R

ep
ort P

a
rt I, 

（2010

）, available at h
ttp

://tu
rkel-com

m
ittee.gov.il/files/w

ord
ocs/8808rep

ort-en
g.p

d
f, 

（accessed
 18 N

ovem
ber 2014

）

（T
urkel C

om
m

ission R
eport

）、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
調
査
委
員
会
の
長
は
イ
ス
ラ
エ
ル
最
高
裁
の
元
判
事
で
あ
り
、
そ
の
他
に
三
人
の
委
員
と
二
人
の
国
際
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で

構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
委
員
会
は
数
人
の
経
験
豊
か
な
国
際
法
律
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
助
言
を
受
け
て
い
た
。
委
員
会
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
調
査
委
員
会
法
に
基
づ
く
権

限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
（Ibid

., pp.16-17

）。T
urkish N

ational C
om

m
ission of Inquiry, R

ep
ort on

 th
e Isra

eli A
tta

ck on
 th

e H
u

m
a

n
ita

ria
n

 A
id

 C
on

vey 

to G
a

za
, 

（2011

）, available at h
ttp

://w
w

w
.m

fa.gov.tr/d
ata/T

u
rkish

%
20R

ep
ort%

20F
in

al%
20-%

20U
N

%
20C

op
y.p

d
f, （accessed

 18 N
ovem

ber 2014

）

（T
urkish C

om
m

ission R
eport

）、
ト
ル
コ
の
調
査
委
員
会
の
委
員
に
は
、
首
相
府
、
法
務
省
、
内
務
省
、
外
務
省
の
上
級
職
員
、
海
事
局
の
次
官
が
含
ま
れ
て
い
る
。
船

団
の
参
加
者
か
ら
の
事
情
聴
取
や
関
係
文
書
の
検
討
、
船
団
に
参
加
し
た
船
舶
の
調
査
は
関
係
部
局
お
よ
び
国
際
的
な
法
律
家
の
監
督
の
下
で
行
わ
れ
た
（Ibid

., p.10

）。

（
18
）　R

ep
ort of th

e S
ecreta

ry-G
en

era
l’s P

a
n

el of In
qu

iry on
 th

e 31 M
a

y 2010 F
lotilla

 In
cid

en
t, available at http://w

w
w

.un.org/N
ew

s/dh/infocus/

m
iddle_east/G

aza_F
lotilla_P

anel_R
eport.pdf, 

（accessed 18 N
ovem

ber 2014
）（P

alm
er R

eport

）; P
alm

er

委
員
会
は
四
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
議

長
の
ジ
ョ
フ
リ
ー
・
パ
ル
マ
ー
は
第
三
三
代
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
首
相
で
あ
り
、﹁
一
九
九
五
年
の
核
実
験
事
件
に
お
け
る
一
九
七
四
年
一
二
月
二
〇
日
の
判
決
六
三
項
に
よ

る
事
態
検
討
の
た
め
の
要
請
﹂
事
件
で
国
際
司
法
裁
判
所
の
国
籍
判
事
を
務
め
た
こ
と
が
あ
る
（D

em
a

n
d

e d
’ex

a
m

en
 d

e la
 situ

a
tion

 a
u

 titre d
u

 p
a

ra
gra

p
h

e 
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6
3

 d
e l’a

rrêt ren
d

u
 p

a
r la

 cou
r le 2

0
 d

écem
bre 1

9
7

4
 d

a
n

s l’a
ffa

ire d
es E

ssais n
u

cléaires

（N
o u

velle-zélen
d

e c. F
ran

ce

）, R
equ

est for an 

exam
ination of the situation, C

.I.J. R
ecu

eil 1995, p.288

）。

（
19
）　U

N
 H

u
m

an
 R

igh
ts C

ou
n

cil, F
ollow

-u
p

 to th
e rep

ort of th
e in

d
ep

en
d

en
t in

tern
a

tion
a

l fa
ct-fin

d
in

g m
ission

, A
/H

R
C

/15/L
.33, available 

at:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/U
N

D
O

C
/LT

D
/G10/164/42/P

D
F

/G1016442.pdf,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）.

（
20
）　Israel M

inistry of F
oreign A

ffairs, “ S
ecu

rity C
a

bin
et d

ecla
res G

a
za

 h
ostile territory,” available at: http://w

w
w

.m
fa.gov.il/m

fa/pressroom
/2007/

pages/security%
20 cabinet%

20declares%
20gaza%

20hostile%
20territory%

2019-sep-2007.aspx,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）.

（
21
）　

一
九
九
六
年
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
自
国
市
民
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
と
し
て
、
ガ
ザ
回
廊
と
ヨ
ル
ダ
ン
河
西
岸
の
地
域
全
体
を
封
じ
込
め
、
物
と
人
の
移
動
を
制
限

す
る
﹁
封
鎖
政
策
﹂
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
政
策
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
住
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。﹁
封
鎖
政
策
﹂
の
影
響
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、U

N
 

H
um

an R
ights C

ouncil, R
ep

ort of th
e U

n
ited

 N
a

tion
s F

a
ct-F

in
d

in
g M

ission
 on

 th
e G

a
za

 C
on

flict, 25 S
ep

tem
ber 2009, A

/H
R

C
/12/48, available 

at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/U
N

D
O

C
/G

E
N

/G09/158/66/P
D

F
/G0915866.pdf, para.204,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）.

（
22
）　

さ
ら
に
、
事
件
を
巡
っ
て
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
船
籍
国
で
あ
る
コ
モ
ロ
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
一
四
日
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
提
訴
し
た
（R

eferra
l u

n
d

er A
rticles 

14 a
n

d
 12 

（2

）（a

） of th
e R

om
e S

ta
tu

te a
risin

g from
 th

e 31 M
a

y 2010, G
a

za
 F

reed
om

 F
lotilla

 situ
a

tion
, available at http://w

w
w

.icc-cpi.int/

iccdocs/otp/R
eferral-from

-C
om

oros.pdf,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

））。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
六
日
、
事
件
が
重
大
性
に
欠
く
た
め
、
こ
れ
以
上

の
捜
査
を
継
続
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
（IC

C
, S

ta
tem

en
t of th

e P
rosecu

tor of th
e In

tern
a

tion
a

l C
rim

in
a

l C
ou

rt, F
a

tou
 B

en
sou

d
a

, on
 con

clu
d

in
g 

th
e p

relim
in

a
ry ex

a
m

in
a

tion
 of th

e situ
a

tion
 referred

 by th
e U

n
ion

 of C
om

oros: “R
om

e S
ta

tu
te lega

l requ
irem

en
ts h

a
ve n

ot been
 m

et”, 

available at: h
ttp

://w
w

w
.icc-cp

i.in
t/en

_m
en

u
s/icc/p

ress%
20an

d
%
20m

ed
ia/p

ress%
20releases/P

ages/otp
-statem

en
t-06-11-2014.asp

x, （accessed
 18 

N
ovem

ber 2014

））。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
ま
た
、
こ
の
予
備
的
な
調
査
の
結
論
を
報
告
書
と
し
て
公
表
し
た
（IC

C
, A

rticle 53

（1

）R
ep

ort on
 th

e situ
a

tion
 on

 R
egistered

 

V
essels of C

om
oros, G

reece a
n

d
 C

a
m

bod
ia

, available at: http://w
w

w
.icc-cpi.int/iccdocs/otp/O

T
P

-C
O

M
-A

rticle_53

（1

）-R
eport-06N

ov2014E
ng.pdf, 

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）（IC
C

 R
eport

））。
こ
の
報
告
書
は
、
海
戦
法
規
に
関
す
る
法
的
評
価
に
お
い
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
非
常
に
有
用
な
文
書
で

あ
る
と
述
べ
（Ibid

., para.31

）、封
鎖
が
有
効
で
あ
る
場
合
、封
鎖
侵
破
船
は
捕
獲
の
対
象
と
な
り
、抵
抗
す
る
場
合
に
は
、攻
撃
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（Ibid

., 

para.32

）。
し
か
し
、
報
告
書
で
は
、
捜
査
の
継
続
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
に
設
定
し
た
封
鎖
の
合
法
性
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と

し
て
、
当
該
封
鎖
の
合
法
性
は
評
価
し
な
か
っ
た
（Ibid

., E
xecutive Sum

m
ary para.18

）。

（
23
）　

第
二
次
大
戦
後
の
国
連
憲
章
は
、
二
条
四
項
で
武
力
行
使
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。
今
日
、
憲
章
の
下
で
、
安
保
理
に
よ
る
授
権
ま
た
は
、
憲
章
五
一
条
の
定
め
る
自
衛
権
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行
使
の
場
合
に
の
み
武
力
の
行
使
は
認
め
ら
れ
る
。
自
衛
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
憲
章
五
一
条
に
定
め
ら
れ
た
制
限
の
他
、
必
要
性
と
均
衡
性
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（M

ilita
ry a

n
d

 P
a

ra
m

ilita
ry A

ctivities in
 a

n
d

 a
ga

in
st N

ica
ra

gu
a

 

（N
ica

ra
gu

a
 v. U

n
ited

 S
ta

tes of A
m

erica

）, M
erits, 

Ju
d

gm
en

t, I.C
.J. R

ep
orts 1986, p.14, at p.103, para194; 

位
田
隆
一
﹁
国
際
法
に
お
け
る
自
衛
概
念
︱
最
近
の
国
家
実
行
か
ら
見
る
自
衛
概
念
の
再
検
討
へ
の
手
が

か
り
︱
﹂﹃
法
学
論
叢
﹄
第
一
二
六
巻
四
・
五
・
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
〇
三
頁
）。
捕
獲
と
自
衛
権
行
使
の
関
係
で
は
、
紛
争
の
第
三
国
に
所
属
す
る
船
舶
の
捕
獲
が
自
衛

権
の
行
使
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
し
て
あ
る
。
国
家
実
行
と
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
捕
獲
の
実
行
の
多
く
で
、
捕
獲
の
対
象
と
さ
れ
た

紛
争
の
第
三
国
は
交
戦
国
に
よ
る
捕
獲
を
受
忍
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
真
山
全
﹁
第
二
次
大
戦
後
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
船
舶
に
対
す
る
捕

獲
（
二
）﹂﹃
法
学
論
叢
﹄
一
一
九
巻
三
号
（
一
九
八
六
年
一
〇
月
）
九
三
頁
）。
ま
た
、
戦
争
違
法
化
の
影
響
と
し
て
は
他
に
も
、
海
洋
法
を
始
め
と
す
る
所
謂
平
時
法
と
の

抵
触
も
問
題
に
な
り
う
る
。

（
24
）　

伝
統
的
に
海
戦
法
規
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
例
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
に
お
い
て
封
鎖
法
が
適
用
さ
れ
た
（W

. H
eintschel von H

einegg, “M
ethods and M

eans of N
aval W

arfare in N
on-International 

A
rm

ed C
onflicts,” In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 S

tu
d

ies, V
ol.88 （N

aval W
ar C

ollege, 2012

）, p.214

）。
し
か
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
海
戦
法
規
の
適
用
は
、

交
戦
団
体
承
認
に
よ
る
と
さ
れ
、
交
戦
団
体
承
認
が
無
い
場
合
に
、
海
戦
法
規
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
可
能
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
（Ibid

., p.227

）。
交

戦
団
体
承
認
に
関
し
て
は
、
封
鎖
の
設
定
が
黙
示
的
交
戦
団
体
承
認
に
あ
た
る
と
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
場
合
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
海
上
封
鎖
の
設
定
が
ハ
マ

ス
に
対
す
る
交
戦
団
体
承
認
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
交
戦
団
体
承
認
の
無
い
場
合
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
適
用
可
能
性
を
排
除
し
て

い
な
い
（S

R
M

, para.1.1

）。
ま
た
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（International C

om
m

ittee of the R
ed C

ross, 

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
慣
習
国
際
人
道
法
研
究
に
お
い
て
も
、
国
際

的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
適
用
さ
れ
る
法
規
に
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
（Jean-M

arie H
enckaerts and L

ouise D
osw

ald-B
eck eds., 

C
u

stom
a

ry In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 V
ol.1 R

u
les 

（C
am

bridge U
niversity P

ress, 2005

））、
慣
習
法
と
し
て
の
封
鎖
法
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に

適
用
さ
れ
る
余
地
は
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
る
（D

ouglas G
uilfoyle, “T

he M
avi M

arm
ara Incident and B

lockade in A
rm

ed C
onflict,” B

ritish
 Yea

r B
ook 

of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, V
ol. 81 （2011

）, pp.193-194

）。
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二
．
中
立
国
通
商
保
護
の
た
め
の
伝
統
的
要
件

１
．
封
鎖
制
度
の
発
展

　

封
鎖
制
度
は
、
中
立
制
度
と
と
も
に
発
展
し
た
。
国
家
の
主
権
が
強
化
さ
れ
る
に
従
い
、
通
商
は
国
家
の
統
制
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、

戦
時
に
お
け
る
中
立
国
の
交
戦
国
と
の
通
商
も
、
次
第
に
大
き
な
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た）
₂₅
（

。
交
戦
国
に
よ
る
対
敵
通
商
へ
の
締
め
付

け
が
強
く
な
る
一
方
で
、
中
立
国
は
、
交
戦
国
の
措
置
に
抗
議
し
た
り
、
交
戦
国
と
条
約
を
結
ぶ
こ
と
で
、
そ
の
通
商
を
維
持
し
よ
う
と
し

た
。

　

封
鎖
制
度
は
、
こ
う
し
た
交
戦
国
と
中
立
国
の
必
要
と
権
利
の
バ
ラ
ン
ス
を
達
成
す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
た
。
封
鎖
制
度
は
発
展
の
初
期

段
階
に
お
い
て
、
二
国
間
条
約
や
封
鎖
設
定
の
一
方
的
宣
言
、
国
内
法
に
基
づ
い
て
い
た）
₂₆
（

。

　

封
鎖
制
度
は
、
交
戦
国
の
必
要
と
中
立
国
通
商
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
の
要
請
に
よ
り
発
展
し
て
き
た
が
、
制
度
そ
の
も
の
の
起
源
は
、
攻
囲

に
由
来
す
る
。
当
初
、
攻
囲
と
も
混
同
さ
れ
て
い
た
封
鎖
の
要
件
を
明
確
に
記
し
た
最
初
の
公
文
書
と
し
て
、
一
六
三
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ
が
、

当
時
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
地
方
に
対
し
て
、
封
鎖
の
設
定
を
宣
言
す
る
布
告
が
あ
る）
₂₇
（

。
こ
の
布
告
で
は
、
封
鎖
の

実
効
性
や
実
施
範
囲
が
初
め
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
、
封
鎖
制
度
上
大
き
な
意
義
を
有
す
る
文
書
だ
と
さ
れ
て
い
る）
₂₈
（

。
こ
の
封
鎖
は
、
擬
制
封

鎖
（blocus fictif

）
で
あ
っ
た
。

　

今
日
で
は
実
力
封
鎖
の
原
則
に
基
づ
く
封
鎖
の
み
が
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
度
の
発
展
当
初
か
ら
、
擬
制
封
鎖
も
有
効
な
封
鎖
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
擬
制
封
鎖
と
は
封
鎖
国
に
よ
る
一
般
的
な
宣
言
の
み
で
、
実
際
に
軍
艦
を
配
備
し
な
い
封
鎖
で
あ
る
。
擬
制
封
鎖
は

﹁
告
知
封
鎖
（blocus per notificationem

）﹂、﹁
紙
上
封
鎖
（blocus sur papier
）﹂
と
も
称
さ
れ
た）
₂₉
（

。
こ
う
し
た
擬
制
封
鎖
は
オ
ラ
ン

ダ
や
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
当
時
の
海
洋
大
国
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た）
₃₀
（

。
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擬
制
封
鎖
に
よ
っ
て
、
中
立
国
通
商
は
多
大
な
干
渉
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
中
立
国
は
、
擬
制
封
鎖
を
交
戦
国
に
よ
る
過
度
な
捕

獲
の
実
行
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
た）
₃₁
（

。
擬
制
封
鎖
と
実
力
封
鎖
の
対
立
は
、
中
立
国
通
商
へ
の
広
い
干
渉
を
目
指
す
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
海

洋
大
国
と
、中
立
国
通
商
へ
の
干
渉
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
大
陸
諸
国
の
対
立
で
も
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
主
義
は
、

封
鎖
を
主
と
し
て
敵
国
通
商
お
よ
び
交
通
の
遮
断
を
目
的
と
し
た
活
動
で
あ
る
と
捉
え
、
実
際
に
封
鎖
線
を
侵
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
侵

破
の
意
図
の
み
で
捕
獲
の
対
象
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
、
封
鎖
を
封
鎖
地
域
に
限
定
さ
れ
た
軍
事
活
動
と
捉
え
、
こ
の
活
動
を
妨
げ
る
も

の
、
つ
ま
り
、
実
際
に
封
鎖
を
侵
破
し
た
船
舶
の
み
を
侵
破
船
と
し
て
捕
獲
の
対
象
と
し
た
。
前
者
の
よ
う
な
封
鎖
は
、
商
業
封
鎖
、
後
者

の
よ
う
な
封
鎖
は
軍
事
封
鎖
と
も
称
さ
れ
る
。

　

中
立
国
は
擬
制
封
鎖
の
実
行
を
非
難
す
る
と
同
時
に
、
有
効
な
封
鎖
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
実
効
性
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た）
₃₂
（

。
そ
の

た
め
、
一
九
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
擬
制
封
鎖
は
国
際
法
上
廃
止
さ
れ
て
こ
そ
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
実
行
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
で
、
英
仏
両
国
が
相
互
に
擬
制
封
鎖
を
設
定
す
る
な
ど）
₃₃
（

、
戦
争
の
様
相
に
よ
っ
て
、
依
然
と

し
て
擬
制
封
鎖
が
設
定
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
五
五
年
の
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
お
い
て
、
主
義
の
異
な
る
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
両
国
が
共
同
で
海
上

経
済
戦
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
両
国
の
間
で
適
用
さ
れ
る
海
戦
法
規
の
摺
り
合
せ
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
五
六
年
に
は
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
行
わ
れ
た
妥
協
を
も
と
に
し
て
、
パ
リ
宣
言
が
作
成
さ
れ
た
。
パ
リ
宣
言
は
四
項
で
、﹁
港
口
の
封
鎖
を
有
効
な
ら
し
む

る
に
は
、
実
力
を
用
い
ざ
る
べ
か
ら
す
。
即
ち
敵
国
の
海
岸
に
接
到
す
る
を
実
際
防
止
す
る
に
足
る
べ
き
充
分
の
兵
備
を
要
す
る
こ
と
﹂
と

実
力
封
鎖
の
原
則
を
規
定
し
、
擬
制
封
鎖
を
明
確
に
廃
止
し
た）
₃₄
（

。
パ
リ
宣
言
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
除
く
当
時
の
世
界
各
国
が
加
入
し
、
最
も

普
遍
的
な
海
戦
法
規
と
な
っ
た
。
パ
リ
宣
言
に
加
入
し
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
も
、
四
項
に
つ
い
て
は
見
解
を
同
じ
く
し
、
そ
の
後
の
慣
行
で

宣
言
全
て
を
黙
示
的
に
承
認
す
る
に
い
た
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
慣
習
法
上
も
封
鎖
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
宣
言
の
規
定
す
る
実
力
封
鎖
の
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）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
五
〇

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

一
九
九
〇

原
則
が
確
立
さ
れ
、
擬
制
封
鎖
が
廃
止
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
え
る
。

　

パ
リ
宣
言
に
よ
っ
て
、
実
力
封
鎖
の
原
則
が
確
立
し
た
後
も
、
封
鎖
に
つ
い
て
本
質
の
異
な
る
捉
え
方
を
し
て
い
る
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
と
、

フ
ラ
ン
ス
主
義
の
対
立
は
継
続
し
た）
₃₅
（

。
実
力
封
鎖
の
原
則
の
下
、
両
主
義
の
間
で
、
封
鎖
が
一
般
的
宣
言
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
、
実
力
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
争
い
は
無
い
。
し
か
し
、
実
効
性
の
定
義
か
ら
実
施
の
範
囲
、
個
別
通
告
の
必
要
性
、
連
続
航
海
主
義
適
用
の

可
否
と
い
っ
た
点
で
、
両
主
義
の
対
立
は
引
き
続
き
存
在
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
主
義
は
、
封
鎖
の
維
持
に
、
碇
泊
封
鎖
を
要
求
し
て
い
る）
₃₆
（

。
碇
泊
封
鎖
で
は
、
実
際
に
封
鎖
線
に
一
定
の
部
隊
が
配
備
さ
れ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
碇
泊
封
鎖
で
は
、
荒
天
や
、
侵
破
船
の
追
跡
に
よ
り
、
封
鎖
艦
隊
が
封
鎖
地
域
か
ら
離
脱
し
た
場
合
に
、
実

効
性
は
失
わ
れ
る）
₃₇
（

。
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
実
効
性
が
失
わ
れ
た
場
合
、
封
鎖
国
は
、
再
度
封
鎖
に
つ
い
て
の
告
知
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

封
鎖
の
実
施
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
で
は
、
捕
獲
の
対
象
と
な
る
船
舶
に
対
す
る
、
個
別
の
封
鎖
の
告
知
が
要
求
さ
れ
る
。
個
別
告

知
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
が
、
封
鎖
線
に
近
づ
く
船
舶
を
、
封
鎖
の
存
在
を
了
知
し
て
い
な
い
船
舶
で
あ
る
と
推
定
す
る
か

ら
で
あ
る）
₃₈
（

。

　

封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
、
英
仏
主
義
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
封
鎖
侵
破
船
が
侵
破
の
﹁
現
行
中
﹂（in delicto

）
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
に
お
い
て
、
現
行
中
と
は
、
封
鎖
線
の
実
際
の
侵
破
の
間
に
限
定
さ
れ
る）
₃₉
（

。
ま
た
、
封
鎖
港
を
出
港
す
る

船
舶
は
、
封
鎖
部
隊
に
よ
る
追
跡
が
継
続
す
る
間
の
み
、
捕
獲
が
認
め
ら
れ
る）
₄₀
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
主
義
は
、
封
鎖
の
維
持
に
巡
航
封
鎖
を
要
求
し
て
い
る
。
巡
航
封
鎖
で
は
碇
泊
封
鎖
と
異
な
り
、
封
鎖
線
に
軍
艦
を
直
接
配
備

す
る
必
要
が
無
く
、
一
定
の
実
力
を
有
す
る
艦
隊
に
よ
る
巡
回
に
よ
り
実
効
性
は
維
持
さ
れ
る）
₄₁
（

。
実
効
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
は
事
実
の

問
題
で
あ
り
、
封
鎖
線
の
侵
破
を
意
図
す
る
船
舶
を
実
際
の
危
険
に
さ
ら
す
程
度
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
基
準
は
あ
き
ら

か
で
は
な
い）
₄₂
（

。
巡
航
封
鎖
の
場
合
に
は
、
荒
天
や
侵
破
船
の
追
跡
に
よ
り
一
時
的
に
艦
隊
が
離
脱
し
た
場
合
で
も
、
実
効
性
は
失
わ
れ
な
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六
六
巻
六
号�

一
五
一

一
九
九
一

い
）
₄₃
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
主
義
の
場
合
、
封
鎖
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
封
鎖
の
存
在
の
告
知
は
要
求
さ
れ
な
い）
₄₄
（

。
た
だ
し
、
そ
の
例
外
と
し
て
イ
ギ
リ
ス

主
義
の
認
め
る
事
実
上
の
封
鎖
（d

e fa
cto blockade

）
）
₄₅
（

の
場
合
に
は
、
個
別
告
知
が
要
求
さ
れ
る）
₄₆
（

。

　

封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
現
行
の
解
釈
は
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
異
な
り
、
封
鎖
線
の
実
際
の
侵
破
の
間
で
な
く
て
も
、

封
鎖
の
侵
破
を
意
図
し
て
い
る
船
舶
に
対
す
る
捕
獲
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
で
は
、
封
鎖
地
域
へ
の
航
海
、
そ
の
全
て

の
時
点
に
お
け
る
捕
獲
が
認
め
ら
れ
る）
₄₇
（

。
こ
れ
は
、
予
防
権
の
行
使
と
も
称
さ
れ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
は
、
封
鎖
港
か
ら
出
港
す
る

場
合
で
も
、
追
跡
権
に
基
づ
き
出
港
し
た
船
舶
が
目
的
地
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
の
捕
獲
を
認
め
て
い
る）
₄₈
（

。

　

イ
ギ
リ
ス
主
義
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
封
鎖
へ
の
連
続
航
海
主
義
の
適
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る）
₄₉
（

。
連
続
航
海
主
義
は
禁

制
品
制
度
に
根
ざ
す
制
度
で
あ
る）
₅₀
（

。
封
鎖
に
連
続
航
海
主
義
が
適
用
さ
れ
た
場
合
、
中
立
港
へ
の
航
海
の
途
上
で
あ
っ
て
も
最
終
目
的
地
が

封
鎖
港
で
あ
る
場
合
、
当
該
船
舶
は
、
捕
獲
の
対
象
と
な
る）
₅₁
（

。

　

封
鎖
、
と
く
に
そ
の
実
施
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
、
異
な
る
見
解
を
有
す
る
こ
れ
ら
英
仏
二
つ
の
主
義
の
存
在
は
、
封
鎖
に
関
す
る
統
一

的
な
規
則
確
立
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
設
立
が
予
定
さ
れ
た
国
際
捕
獲
審
検
所
に
お
け
る

必
要
性
か
ら）
₅₂
（

、
つ
い
に
、
統
一
さ
れ
た
海
戦
法
規
と
し
て
の
ロ
ン
ド
ン
宣
言
が
作
成
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
諸
国
の
慣
例
及
び
実
行

を
考
慮
し
て
起
草
さ
れ
、
英
仏
両
主
義
の
対
立
の
融
和
が
試
み
ら
れ
た）
₅₃
（

。

（
25
）　

石
本
泰
雄
﹃
中
立
制
度
の
史
的
研
究
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
六
五

－

七
五
頁
、
章
森
光
夫
﹁
国
際
法
学
に
お
け
る
伝
統
的
中
立
と
現
代
の
中
立
﹂﹃
国
際
問
題
﹄
二
一

三
号
（
一
九
七
七
年
）
二
七
頁
。

（
26
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
一
二

－

一
一
三
頁
。

（
27
）　H

enry W
heaton, H

istoire d
es p

rogrès d
u

 d
roit d

es gen
s, Tom

e.1 （F. A
. B

rockhous, 1865

）, pp.183-185.
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同
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六
六
巻
六
号�

一
五
二

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

一
九
九
二

（
28
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 1, pp.768-769; T. D
. Jones, “T

he International L
aw

 of M
aritim

e B
lockade – A

 M
easure of N

aval E
conom

ic Interdiction,” 

H
ow

a
rd

 L
a

w
 Jou

rn
a

l, V
ol.26

（1983

）p.765; 

信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
八
二
。
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
一
六

－

一
一
七
頁
。

（
29
）　

板
倉
卓
造
﹁
実
力
封
鎖
法
史
論
（
一
）﹂﹃
国
際
法
外
交
雑
誌
﹄
二
二
巻
一
号
（
一
九
二
三
年
）
三
五

－

三
七
頁
。

（
30
）　

擬
制
封
鎖
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
当
時
の
技
術
力
の
程
度
で
は
、
実
力
封
鎖
の
要
件
で
あ
っ
た
実
効
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
交
戦
国
が
多
大
な
努
力
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
も
、
擬
制
封
鎖
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
二
六
頁
）。

（
31
）　

た
と
え
ば
、
一
六
八
九
年
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
条
約
（C

live P
arry ed., C

on
solid

a
ted

 Trea
ty S

eries （C
T

S

）V
ol.18 （O

ceana P
ublications, 1969

）, pp.469-

484

）
は
擬
制
封
鎖
の
要
件
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
擬
制
封
鎖
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
強
硬
な
抗
議
に
よ
っ
て

撤
回
さ
れ
、
若
干
の
捕
獲
船
は
解
放
さ
れ
た
（
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
四
三
頁
）。
そ
の
後
も
、
例
え
ば
一
七
五
六
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
擬
制

封
鎖
を
設
定
し
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
抗
議
に
よ
っ
て
例
外
的
恩
恵
と
し
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
捕
獲
し
た
オ
ラ
ン
ダ
商
船
を
解
放
し
た
（
同
上
、
四
七

－

四
八
頁
）。

（
32
）　

実
力
封
鎖
を
要
求
す
る
試
み
の
最
も
大
き
な
も
の
と
し
て
は
、
第
一
次
武
装
中
立
同
盟
が
あ
る
。
武
装
中
立
同
盟
加
盟
国
間
で
結
ば
れ
た
条
約
の
四
項
で
は
、
碇
泊
封
鎖
に

基
づ
く
実
力
封
鎖
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（C
T

S, V
ol.47, pp.345-378;

ロ
シ
ア
・
デ
ン
マ
ー
ク
間
、
ロ
シ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
間
の
条
約
で
同
じ
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
）。

（
33
）　

イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
〇
七
年
の
枢
密
院
令
に
よ
っ
て
エ
ル
ベ
河
口
か
ら
ブ
レ
ス
ト
に
到
る
沿
岸
及
び
、
フ
ラ
ン
ス
の
全
植
民
地
に
対
す
る
擬
制
封
鎖
を
設
定
し
た
（U

nited 

States C
ongress, A

m
erica

n
 S

ta
te P

a
p

ers, F
oreign

 R
ela

tion
s, V

ol.3, pp.5-6.

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ミ
ラ
ノ
勅
令
（D

écret de M
ilan

）
に
よ
っ

て
、
英
本
土
及
び
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
植
民
地
に
対
し
て
擬
制
封
鎖
を
設
定
し
た
（C

orresp
on

d
a

n
ce d

e N
a

p
oléon

 Ier, Tom
e.X

V
I, pp.192-194.

）。

（
34
）　

パ
リ
宣
言
四
条
。

（
35
）　

立
作
太
郎
﹁
封
鎖
に
関
す
る
英
国
主
義
と
仏
国
主
義
の
差
異
﹂﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
二
四
巻
七
号
（
一
九
〇
六
年
）
九
一
六

－

九
一
七
頁
、
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ

グ
ラ
フ
一
〇
八
五
。

（
36
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, pp.779-780; W
. E

. H
all, “ A

 Trea
tise on

 In
tern

a
tion

a
l L

a
w

,” 

（A
. P

earce H
iggins, 8th.edn.

）（W
illiam

 S. H
ein &

 C
o., 

Inc., 2001

）, pp.856-857; F. E
. Sm

ith, In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, （J. W
ylie, 4th edn.

）（J.M
. D

ent &
 Sons L

td. 1911

）, pp.261-262; 

碇
泊
封
鎖
の
要
件
は
、
第
一
次

武
装
中
立
同
盟
に
お
い
て
、﹁
封
鎖
を
行
ふ
国
は
軍
艦
を
碇
泊
せ
し
め
、且
そ
の
相
互
の
距
離
を
十
分
接
近
せ
し
む
る
如
く
配
置
﹂
す
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（C

T
S, 

V
ol.47, pp.345-378; 

以
下
、
同
宣
言
の
訳
は
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
48
頁
に
よ
る
）。

（
37
）　

H
all, su

p
ra

 note 29, p.856.
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け
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六
六
巻
六
号�

一
五
三

一
九
九
三

（
38
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.783; H
all, su

p
ra

 note 36, pp.847-848; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, pp.271-272; J. W
. G

arner, “ R
ecen

t D
evelop

m
en

ts in
 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, ” （T
he U

niversity of C
alcutta, 1925

）, p.103; 

立
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
三
五
）
九
二
一

－

九
二
四
頁
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
五
二

－

五

四
頁
、
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
四
二

－

一
四
四
頁
、
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
七
七
。

（
39
）　O

p
p

en
h

eim
, su

p
ra

 n
ote 2, p

.789; H
all, su

p
ra

 n
ote 36, p

p
.861-862; S

m
ith

, su
p

ra
 n

ote 36, p
.275; T

u
cker, su

p
ra

 n
ote 2, p

p
.293-294; F. 

K
alshoven“1909 L

ondon D
eclaration –C

om
m

entary,” in N
. R

onzitti ed., “ T
h

e L
a

w
 of N

a
va

l W
a

rfa
re,” （N

ijhoff, 1988

）p.260; G
arner, su

p
ra

 note 

38, p.103; G
. G

. W
ilson &

 G
. F. T

ucker, “ In
tern

a
tion

a
l L

a
w

,” （Silver, B
urdett &

 C
om

pany, 1915

）, p.335; 

こ
の
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
に
基
づ
く
捕
獲
は
、
第
二

次
武
装
中
立
同
盟
で
結
ば
れ
た
協
約
で
、﹁
封
鎖
港
に
向
て
航
行
す
る
船
舶
は
、
封
鎖
司
令
官
に
依
て
、
港
状
を
告
知
せ
ら
れ
た
る
後
、
尚
ほ
暴
力
又
は
偽
計
を
用
い
て
、
入

港
せ
ん
と
す
る
場
合
﹂
に
認
め
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（C

T
S, V

ol.55, pp.411-445; 

訳
は
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
五
三
頁
に
よ
る
）。

（
40
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.789; 

立
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
三
五
）
九
二
四

－

九
二
六
頁
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
四
四

－

四
五
頁

（
41
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, pp.779-780; H
all su

p
ra

 note 29, p.854.

（
42
）　

実
際
、
規
則
は
明
確
性
を
欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
実
力
封
鎖
の
原
則
の
下
で
、
一
切
部
隊
が
配
備
さ
れ
な
い
よ
う
な
封
鎖
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
多
く
の

巡
航
封
鎖
の
実
行
が
確
認
で
き
る
た
め
（H

. A
lexander, “Som

e P
hase of the L

aw
 of B

lockade,” A
m

erica
n

 Jou
rn

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.10, （1916

）, 

p.55

）、
そ
れ
ら
の
実
行
に
お
け
る
各
国
の
捕
獲
審
検
所
の
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
求
さ
れ
る
実
力
は
、
あ
る
程
度
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

（
43
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.782; H
all su

p
ra

 note 36, p.855; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, pp.260-261.

（
44
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, pp.776, 783; H
all su

p
ra

 note 36, pp.848-849; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, pp.269-271; T
ucker, su

p
ra

 note 2, p.288.

（
45
）　

事
実
上
の
封
鎖
は
、
現
地
の
権
限
あ
る
指
揮
官
に
よ
り
、
本
国
政
府
に
よ
る
宣
言
な
し
に
設
定
さ
れ
る
封
鎖
で
あ
る
（
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
五
三
頁
）。
事
実
上

の
封
鎖
の
場
合
、
一
般
的
告
知
は
必
要
な
く
、
個
別
告
知
に
基
づ
い
た
捕
獲
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。﹁
封
鎖
﹂
と
事
実
上
の
封
鎖
の
違
い
は
、﹁
封
鎖
﹂
で
は
一
般
的
告
知

が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
一
般
的
告
知
に
基
づ
い
て
予
防
権
の
行
使
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
事
実
上
の
封
鎖
に
お
い
て
は
、
封
鎖
港
へ
の
航
海
の
途
上
で
あ
る
と
い
う
の
み
で

捕
獲
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
（
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
七
八

－

一
七
九
頁
）。

（
46
）　H

all su
p

ra
 note 36, p.849; 

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
七
八
頁
。

（
47
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.789; H
all su

p
ra

 note 36, pp.862-863, 710-711; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, p.275; T
ucker, su

p
ra

 note 2, p.293; K
alshoven, 

su
p

ra
 note 39, p.260; G

arner, su
p

ra
 note 38, p.103; W

ilson, su
p

ra
 note 39, p.335.

（
48
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.789; G
arner, su

p
ra

 note 38, p.103; 

立
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
三
五
）
九
二
四

－

九
二
六
頁
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
四
四

－
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四
五
頁
、
こ
れ
ら
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
予
防
権
及
び
、
追
跡
権
は
、
一
六
八
九
年
の
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
条
約
の
三
条
で
、﹁
仏
国
港
津
に
向
て
航
行
し
、
又
は
仏
国
港
津
よ
り

出
航
し
た
る
船
舶
に
し
て
、
海
上
に
て
出
会
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
該
船
及
び
其
載
貨
と
も
に
拿
捕
せ
ら
れ
、
合
法
な
る
捕
獲
物
﹂
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（C

T
S, 

V
ol.18, pp.469-484; 

訳
は
、
板
倉
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
二
九
）
四
二

－

四
三
頁
に
よ
る
）。

（
49
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, pp.785; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, p.280.

（
50
）　

禁
制
品
の
書
類
上
の
仕
向
地
が
中
立
港
で
あ
っ
た
り
、
禁
制
品
を
積
載
す
る
船
舶
が
中
立
港
を
目
指
し
て
航
海
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
状
況
か
ら
最
終
的
な
到
達
地
が

敵
地
ま
た
は
敵
軍
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
当
該
貨
物
は
合
法
な
捕
獲
の
対
象
と
さ
れ
た
（S

ee O
ppenheim

, su
p

ra
 note 2, pp.816-823

）。

（
51
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.785.

（
52
）　

国
際
捕
獲
審
検
所
の
設
立
に
関
す
る
条
約
（H

ague C
onvention （X

II

）on the International P
rize C

ourt

）（D
. Schindler and J. Tom

an eds., T
h

e L
a

w
 of 

A
rm

ed
 C

on
flicts, （N

ijhoff, 2004

）, pp1093-1105.

）。

（
53
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
八
四
頁
。

２
．
ロ
ン
ド
ン
宣
言

（
１
）
封
鎖
の
設
定

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
は
、
パ
リ
宣
言
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
実
力
封
鎖
の
原
則
が
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
封
鎖
の
要
件
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定

さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
封
鎖
に
つ
い
て
一
章
の
一
条
か
ら
二
一
条
に
規
定
し
て
い
る
。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
封
鎖
の
設
定
が
有
効
と
な
る
要
件
と
し
て
、
一
般
的
な
宣
言
と
告
知
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
た
（
八
条
）。
一

般
的
な
宣
言
を
要
求
す
る
八
条
の
規
定
は
、
現
地
の
指
揮
官
に
よ
る
現
地
当
局
及
び
各
船
へ
の
個
別
の
通
告
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
、
事
実
上

の
封
鎖
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
っ
た）
₅₄
（

。

　

宣
言
の
要
件
と
し
て
は
、
封
鎖
開
始
日
、
封
鎖
の
地
理
的
範
囲
、
中
立
国
船
舶
の
封
鎖
地
域
か
ら
の
退
去
期
間
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
九
条
）。
封
鎖
の
設
定
は
、
各
中
立
国
及
び
封
鎖
地
域
の
地
方
当
局
に
対
し
て
告
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
一
条
）。
こ
れ
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ら
の
宣
言
及
び
告
知
は
封
鎖
の
拡
張
や
一
時
的
解
除
の
後
の
再
設
定
の
場
合
に
そ
の
都
度
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
条
）。
ま
た
、

解
除
や
そ
の
他
の
制
限
を
加
え
る
場
合
に
も
告
知
が
必
要
で
あ
る
（
一
三
条
）。

　

実
施
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
の
場
合
を
除
い
て
一
般
的
告
知
の
み
に
基
づ
い
た
捕
獲
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
捕
獲
に
お
け
る
告
知
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
主
義
を
採
用
し
た
と
い
え
る）
₅₅
（

。
こ
れ
に
は
、
電
信
技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
、
個
別
告
知
の
必
要
性
が
薄
れ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₅₆
（

。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
は
、
船
舶
が
出
港
し
た
中
立
港
に
対
す
る

告
知
が
存
在
す
る
場
合
、
当
該
船
舶
に
は
封
鎖
の
存
在
の
了
知
が
推
定
さ
れ
る
（
一
五
条
）。
そ
し
て
、
一
般
的
告
知
の
例
外
と
し
て
、
封

鎖
の
存
在
を
知
ら
な
い
、
ま
た
は
封
鎖
の
了
知
を
推
定
で
き
な
い
船
舶
に
対
す
る
捕
獲
の
場
合
に
の
み
、
個
別
告
知
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
た
（
一
六
条
）。

（
２
）
封
鎖
の
維
持

　

二
条
は
、
封
鎖
の
維
持
に
つ
い
て
パ
リ
宣
言
で
述
べ
ら
れ
た
実
力
封
鎖
の
原
則
を
確
認
し
、
実
効
性
の
程
度
を
、﹁
実
際
敵
岸
に
接
到
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
に
足
る
充
分
の
兵
力
を
以
っ
て
之
を
維
持
す
る
こ
と
を
要
す
﹂
と
規
定
し
て
い
る）
₅₇
（

。
パ
リ
宣
言
の
規
定
は
、
実
効
性
の

定
義
に
つ
い
て
の
英
仏
両
主
義
の
妥
協
的
な
規
定
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
も
、
碇
泊
封
鎖
の
否
定
は
、
明
確
に
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

二
条
で
要
求
さ
れ
る
実
効
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
ず
、
事
実
の
問
題
で
あ
る
こ
と
の
み
が
規
定
さ
れ
た
（
三
条
）。

　

維
持
に
つ
い
て
は
他
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
認
め
る
よ
う
な
、
封
鎖
部
隊
が
荒
天
の
た
め
に
一
時
的
に
封
鎖
地
域
か
ら
離
れ
た
場
合
、

そ
の
一
時
的
離
脱
が
封
鎖
の
解
除
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
（
四
条
）。
他
方
で
、
追
跡
権
行
使
の
場
合
に
お
け
る
一
時
的
な
離

脱
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

一
九
〇
九
年
当
時
、
す
で
に
、
機
雷
と
い
っ
た
第
一
次
大
戦
で
大
々
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
兵
器
の
い
く
つ
か
は
登
場
し
つ
つ
あ
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っ
た）
₅₈
（

。
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
封
鎖
の
実
効
性
の
維
持
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
を
規
定
し
て
い
な
い
。

（
３
）
封
鎖
の
実
施
範
囲

　

実
施
に
お
け
る
、
個
別
告
知
が
必
要
か
否
か
の
対
立
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
た
。
残
る
実
施
の
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
以
下
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。

　

一
七
条
は
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
が
、﹁
封
鎖
の
有
効
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
の
任
務
を
帯
へ
る
軍
艦
の
行
動
区
域
内
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
七
条
は
、
行
動
区
域
に
つ
い
て
具
体
的
な
距
離
を
規
定
し
て
い
な
い
。

　

一
七
条
は
フ
ラ
ン
ス
の
草
案
に
基
づ
く
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
案
に
対
し
て
、
起
草
過
程
で
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
や
日
本
と
い
っ
た

イ
ギ
リ
ス
主
義
の
立
場
を
と
る
国
家
は
、
八
〇
〇
海
里
か
ら
一
〇
〇
〇
海
里
の
間
に
、
封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る）
₅₉
（

。
フ
ラ
ン
ス
も
、
行
動
区
域
が
広
く
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
反
対
し
な
か
っ
た）
₆₀
（

。
最
終
的
に
、
封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
の
限
界
は

明
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
七
条
の
規
定
は
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
沿
岸
か
ら
遠
隔
地
で
の
捕
獲
を
禁
じ
る
規
定
で
は
な
い
と
了
解
さ
れ
て

い
た）
₆₁
（

。
広
大
な
区
域
が
、
捕
獲
の
許
さ
れ
る
、
封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
と
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
一
七
条
は
、
封
鎖
の
侵
破
を
意
図
す
る
船

舶
で
あ
っ
て
も
実
際
に
封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
に
進
入
す
る
ま
で
は
そ
の
捕
獲
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
主
張
す

る
予
防
権
の
行
使
は
明
確
に
否
定
さ
れ
た
と
言
え
る）
₆₂
（

。
む
し
ろ
、
一
七
条
の
規
定
は
、
沿
岸
よ
り
遠
隔
地
で
の
捕
獲
を
認
め
て
は
い
る
も
の

の
、
船
舶
の
捕
獲
に
際
し
て
、
封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
の
実
際
の
侵
破
を
求
め
て
い
る
点
で
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
考
え
方
に
近
い
と
も
い
え

る
）
₆₃
（

。

　

一
七
条
は
封
鎖
の
実
施
可
能
な
範
囲
と
実
効
性
を
関
連
付
け
る
規
定
で
あ
る）
₆₄
（

。
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
沿
岸
や
港
湾
か
ら
、
例
え
ば
、
封
鎖

が
設
定
さ
れ
た
沿
岸
か
ら
一
〇
〇
〇
海
里
で
の
捕
獲
が
許
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
時
点
で
封
鎖
国
が
封
鎖
区
域
に
展
開
す
る
封
鎖
艦
隊
が
、
実
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効
性
を
維
持
で
き
て
い
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
行
動
区
域
に
対
し
て
実
効
性
を
維
持
し
得
な
い
規
模
の
封
鎖
艦
隊
に
よ
っ
て
は
封
鎖

の
有
効
性
は
維
持
さ
れ
な
い）
₆₅
（

。
ま
た
、
一
七
条
に
述
べ
ら
れ
た
行
動
範
囲
は
、
九
条
で
宣
言
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
封
鎖
の
地
理
的

範
囲
と
し
て
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₆₆
（

。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、一
七
条
で
規
定
す
る
他
に
封
鎖
港
を
出
発
ま
た
は
進
入
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
船
舶
を
、﹁
封
鎖
艦
隊
の
所
属
の
軍
艦
﹂

に
よ
っ
て
﹁
追
跡
を
継
続
す
る
間
﹂、
に
限
り
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
（
二
〇
条
）。
二
〇
条
に
基
づ
く
捕
獲
は
、
フ
ラ
ン
ス

主
義
が
主
張
す
る
よ
う
に
追
跡
が
放
棄
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
、
封
鎖
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
連
続
航
海
主
義
の
封
鎖
へ
の
適
用
を
禁
じ
て
い
る
（
一
九
条
））
₆₇
（

。
こ
の
規
定
で
、
中
立
国
港
湾
へ
と
航
海
す
る
船
舶

一
般
は
、﹁
爾
後
の
仕
向
地
﹂
に
関
わ
ら
ず
﹁
現
に
封
鎖
せ
ら
れ
る
港
に
向
て
航
行
﹂
し
て
い
る
場
合
、
捕
獲
で
き
な
い）
₆₈
（

。
た
だ
し
、
起
草

過
程
に
お
い
て
日
本
代
表
が
述
べ
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
捕
獲
を
免
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
封
鎖
港
へ
と
航
海
す
る
前
に
中
立
港
へ
と
寄

港
す
る
よ
う
な
詐
欺
的
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
、
当
該
船
舶
は
中
立
国
へ
の
航
海
の
途
上
で
あ
っ
て
も
合
法
な
捕
獲
物
と
な
る）
₆₉
（

。

（
４
）
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
評
価

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
実
力
封
鎖
の
原
則
を
再
確
認
し
、
封
鎖
に
関
し
て
主
張
の
異
な
る
諸
要
件
の
詳
細
を
統
一
し
、
整
理
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
最
終
的
に
、
慣
習
法
の
表
明
と
妥
協
的
な
新
し
い
規
定
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
）
₇₀
（

。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
は
、
宣
言
及
び
告
知
の
要
件
で
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
主
張
し
て
い
た
諸
国
は
妥
協
し
、
個
別
告
知
が
例
外
的
な
場
合
に
し

か
要
求
し
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。
ま
た
、
封
鎖
の
実
効
性
の
維
持
で
は
、
パ
リ
宣
言
の
規
定
が
踏
襲
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
主
義

の
主
張
す
る
碇
泊
封
鎖
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
封
鎖
の
実
施
可
能
な
範
囲
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
主
張
す
る
予
防
権
、
追
跡
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権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
捕
獲
は
封
鎖
線
を
侵
破
し
た
船
舶
に
対
し
て
の
み
実
施
可
能
で
あ
り
、
追
跡
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
主

義
の
主
張
す
る
形
で
の
追
跡
権
の
み
が
認
め
ら
れ
た
。
実
効
性
や
実
施
範
囲
の
規
定
に
不
明
確
な
部
分
も
残
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
不

明
確
な
部
分
は
、
今
後
設
立
さ
れ
る
国
際
捕
獲
審
検
所
の
判
決
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
消
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
議
会
の
反
対
に
よ
り
そ
の
批
准
を
拒
否
し
た
た
め
、
そ
れ
に
伴
い
他
の
署
名
国
も
批
准
を
拒

否
し
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
最
終
的
に
、
条
約
と
し
て
発
効
し
な
か
っ
た）
₇₁
（

。
英
仏
両
主
義
の
対
立
を
緩
和
し
、
か
つ
海
戦
法

規
に
つ
い
て
統
一
的
な
見
解
を
も
た
ら
す
画
期
的
な
条
約
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
効
力
を
持
た
な
い
国
際
的
な
文
書
に

と
ど
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
国
際
捕
獲
審
検
所
が
設
立
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
規
定
の
解
釈
も
、
各
国
の
手
に
残
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
後
の
幾
つ
か
の
実
行
で
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
倣
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
一
一
年
の
イ
タ
リ
ア
・
ト

ル
コ
戦
争
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
封
鎖
や
一
九
一
二
年
、
一
九
一
三
年
の
バ
ル
カ
ン
戦
争
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
に
よ
る
封
鎖
は
、
ロ
ン

ド
ン
宣
言
の
規
定
に
従
う
も
の
で
あ
っ
た）
₇₂
（

。
さ
ら
に
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
は
、
日
本
を
始
め
と
す
る
各
国
の
海
戦
規
定
に
も
取
り
入
れ

ら
れ
た）
₇₃
（

。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
こ
れ
ら
の
実
行
か
ら
、
次
第
に
受
容
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
両
次
大
戦
に
お
い
て
、
ロ
ン
ド

ン
宣
言
は
試
練
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
54
）　N

. B
entw

ich, “T
he D

eclaration of L
ondon,” （Sw

eet &
 M

axw
ell, 1911

）, p.50; 
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
一
二
頁
。

（
55
）　G

arner, su
p

ra
 note 38, p.128.

（
56
）　B

entw
ich, su

p
ra

 note 54; H
all, su

p
ra

 note 36, pp.850-851; Sm
ith, su

p
ra

 note 36, p.272; 

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
一
二
頁
。

（
57
）　

以
下
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
条
文
の
訳
は
長
岡
春
一
﹃
倫
敦
海
戦
法
規
﹄（
清
水
書
店
、
一
九
一
四
年
）
に
よ
る
。
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（
58
）　

封
鎖
で
の
機
雷
の
利
用
に
関
連
し
て
は
、
一
九
〇
七
年
の
自
動
触
発
海
底
水
雷
ノ
敷
設
ニ
関
ス
ル
条
約
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
条
約
は
、
二
条
で
、﹁
単
に
商
業

上
の
航
海
を
遮
断
す
る
の
目
的
を
以
て
、
敵
の
沿
岸
及
港
の
前
面
に
、
自
動
触
発
水
雷
を
敷
設
す
る
こ
と
を
禁
す
﹂
と
し
て
機
雷
の
使
用
に
つ
い
て
、
一
定
の
制
限
を
設
け
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
封
鎖
に
お
い
て
、
機
雷
を
補
助
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
条
約
は
無
い
（
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
九
四
）。
ま
た
、
機
雷
に
つ

い
て
は
、
機
雷
の
み
に
よ
る
封
鎖
が
行
い
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
点
、
機
雷
の
み
に
よ
る
封
鎖
は
、
閉
塞
と
同
様
に
考
え
う
る
こ
と
、
ま
た
、
捕
獲
を
行
い

え
ず
、
通
過
が
認
め
ら
れ
る
例
外
の
場
合
で
も
、
当
該
商
船
を
撃
沈
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
機
雷
の
み
に
よ
る
封
鎖
を
有
効
な
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
（
同
上
、
パ

ラ
グ
ラ
フ
一
〇
九
五
、
一
〇
九
九
）。

（
59
）　

In
tern

ation
al N

aval C
on

feren
ce, P

roceed
in

gs of th
e In

tern
a

tion
a

l N
a

va
l C

on
feren

ce, H
eld

 in
 L

on
d

on
, D

ecem
ber 1

9
0

8
-F

ebru
a

ry
 1

9
0

9, 

（H
arrison and Sons, 1909

）, pp.162, 282-283; 

長
岡
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
七
）
六
七

－

六
九
頁
。

（
60
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
〇
四
頁
。

（
61
）　

同
上
、
二
〇
四

－

二
〇
六
頁
。

（
62
）　International N

aval C
onference, su

p
ra

 note 59, pp.350-351.

（
63
）　

こ
う
し
た
妥
協
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
実
際
の
実
行
に
お
い
て
、
そ
の
主
義
が
認
め
る
ほ
ど
遠
距
離
で
の
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
（B

entw
ich, su

p
ra

 note 54, pp.16, 54-55

）。

（
64
）　Ibid

., pp.350-351; O
ppenheim

, su
p

ra
 note 4, p.533; Sm

ith, su
p

ra
 note 36, p.276;

長
岡
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
七
）
六
九

－

七
九
頁
。

（
65
）　

封
鎖
艦
隊
の
行
動
区
域
に
つ
い
て
は
、
第
一
全
権
委
員
か
ら
な
る
起
草
委
員
会
か
ら
ロ
ン
ド
ン
会
議
に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
一
）
行
動
区
域
は
封
鎖
を
有
効
に
維
持
す
る
た
め
地
勢
に
従
い
定
め
る
と
こ
ろ
の
封
鎖
艦
隊
の
監
視
区
域
の
全
体
を
指
す
。
換
言

す
れ
ば
一
人
の
指
揮
官
の
命
令
の
下
に
立
ち
封
鎖
侵
破
を
監
視
す
る
所
の
艦
隊
の
監
視
の
実
力
の
及
ぶ
区
域
の
全
体
を
指
す
。（
二
）
行
動
区
域
は
封
鎖
の
実
効
あ
る
こ
と
に

密
接
の
関
係
あ
り
而
し
て
又
軍
艦
の
数
と
も
密
接
の
関
係
あ
り
。（
三
）
行
動
区
域
は
事
情
に
依
り
、
又
封
鎖
の
軍
艦
の
数
に
依
り
て
広
狭
一
な
ら
ず
但
常
に
実
効
あ
る
こ
と

の
条
件
に
依
り
て
制
限
せ
ら
る
。（
四
）
行
動
区
域
の
制
限
を
一
定
不
動
の
数
に
依
り
て
定
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
猶
予
め
全
て
の
封
鎖
の
有
効
を
確
か
む
る
為
に
必
要
な
る

軍
艦
の
数
を
一
定
す
る
能
は
ざ
る
が
如
し
。（
五
）
行
動
区
域
は
広
き
範
囲
に
亘
る
こ
と
あ
る
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
封
鎖
の
実
効
あ
る
こ
と
に
助
力
す
べ
き
軍
艦
の
数
に
依
り

て
左
右
せ
ら
れ
又
実
効
の
条
件
に
依
り
て
制
限
せ
ら
る
る
を
以
て
航
海
中
封
鎖
に
変
更
の
生
ず
べ
き
を
計
り
て
侵
破
の
意
思
な
く
し
て
封
鎖
港
に
向
て
航
海
す
る
船
舶
の
存
し

得
る
か
如
き
遠
き
海
に
及
ば
ず
。
立
﹃
前
掲
書
﹄（
注
六
）
四
九
七
頁
、
長
岡
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
七
）
六
七

－

六
九
頁
、International N

aval C
onference, su

p
ra

 note 

59, pp.350-351.
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〇

（
66
）　

立
﹃
前
掲
書
﹄（
注
六
）
四
八
二
頁
。

（
67
）　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
絶
対
的
禁
制
品
の
場
合
に
お
け
る
連
続
航
海
主
義
の
適
用
を
認
め
て
い
る
（
ロ
ン
ド
ン
宣
言
三
〇
条
）。

（
68
）　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
一
九
条
。

（
69
）　International N

aval C
onference, su

p
ra

 note 59, p.352; O
ppenheim

, su
p

ra
 note 4, p.534; B

entw
ich, su

p
ra

 note 54, p.56; 

長
岡
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
七
）

八
一

－

八
二
頁
。

（
70
）　K

alshoven, su
p

ra
 note 39, p.269.

（
71
）　M

. D
. F

ink, “C
ontem

porary V
iew

s on the L
aw

fulness of N
aval B

lockades,” A
egea

n
 R

eview
 of th

e L
a

w
 of th

e S
ea

 a
n

d
 M

a
ritim

e L
a

w
, V

ol.1, 

N
o.2 （2011

）, p.195; 
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
一
〇
）
二
一
一

－
二
一
三
頁
。

（
72
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
〇
八

－

二
〇
九
頁
。

（
73
）　

日
本
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
を
一
九
一
四
年
の
海
戦
法
規
（
軍
令
海
第
八
号
）
に
お
い
て
取
り
入
れ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、

ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
諸
国
も
同
様
の
規
定
を
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
る
。
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
〇
八

－

二
〇
九
頁
。

３
．
両
次
大
戦
に
お
け
る
封
鎖
の
実
行

（
１
）
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
実
行

　

当
初
、
連
合
国
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
に
、
修
正
を
加
え
た
上
で
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
を
遵
守
す
る
旨
宣
言
し
た）
₇₄
（

。
さ
ら
に
、
戦
争
が

長
期
化
し
、
戦
闘
が
激
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
連
合
国
は
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
さ
ら
な
る
修
正
を
宣
言
す
る
よ
う
に
な
り）
₇₅
（

、
最
終
的
に
、
ロ

ン
ド
ン
宣
言
の
適
用
自
体
の
撤
回
（W

ithdraw
al

）
が
宣
言
さ
れ
た）
₇₆
（

。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
を
修
正
し
て
適
用
す
る
宣
言
は
、
主
と
し
て
海
上
経
済
戦
措
置
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
禁
制
品
リ
ス
ト

の
拡
大
や
条
件
付
禁
制
品
に
対
す
る
連
続
航
海
主
義
の
適
用
で
あ
る
。
修
正
宣
言
は
封
鎖
へ
の
連
続
航
海
主
義
の
適
用
に
つ
い
て
も
行
わ
れ

た）
₇₇
（

。
連
合
国
は
、
撤
回
の
宣
言
後
、﹁
海
上
に
お
け
る
交
戦
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
国
際
法
に
厳
密
に
則
っ
て
行
う
﹂（to exercise 
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現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
六
一

二
〇
〇
一

their belligerent rights at sea in strict accordance w
ith the law

 of nations

）
と
し
た）
₇₈
（

。

　

第
一
次
大
戦
に
お
い
て
も
、
近
接
的
な
海
上
封
鎖
は
設
定
さ
れ
た
が）
₇₉
（

、
こ
れ
ら
の
近
接
的
な
封
鎖
は
戦
争
全
体
か
ら
見
た
場
合
、
局
地
的

な
封
鎖
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
本
国
に
対
す
る
伝
統
的
な
封
鎖
は
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
が
連
合
国
に
よ
る
通
商
の
締
め
付
け）
₈₀
（

に
対
抗
し
て
﹁
戦
争
区
域
﹂
）
₈₁
（

を
設
定
し
た
こ
と
を
受
け
、
連
合
国
は
、
復
仇
と
し
て
ド
イ
ツ
を
含
む
協
商
国
の
沿
岸
へ
と
出
入
り
す
る
全
て

の
船
舶
で
、
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
を
有
さ
な
い
船
舶
を
引
致
し
抑
留
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た）
₈₂
（

。

　

連
合
国
に
よ
る
こ
の
措
置
は
、﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
と
称
さ
れ
る
。﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
﹁
戦
争
区
域
﹂
へ
の
復
仇
と
し
て

設
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
措
置
の
影
響
を
受
け
る
中
立
国
、
特
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
、
既
存
の
国
際
法
、
特
に
封
鎖
法
に
反
す
る
と
の
抗
議

に
晒
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
既
に
封
鎖
艦
隊
が
封
鎖
港
の
沖
合
で
行
う
よ
う
な
近
接
封
鎖
が
も
は
や
現
実
的
で
な
い
と
し
つ
つ
も
、
イ
ギ

リ
ス
に
よ
る
措
置
が
、
戦
争
法
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た）
₈₃
（

。
具
体
的
に
は
、
連
合
国
の
措
置
の
対
象
と
な
る
海
域
が
広
大
な
た
め
、

中
立
国
へ
の
通
航
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
が
中
立
国
沿
岸
へ
の
封
鎖
の
設
定
を
禁
じ
る
規
則
に
反
し
て
い
る
こ
と
、
バ
ル
ト
海
沿
岸
諸
国
の
通

商
へ
の
干
渉
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
公
平
性
に
反
し
て
い
る
こ
と
、
バ
ル
ト
海
沿
岸
諸
国
の
ド
イ
ツ
と
の
通
商
が
干
渉
さ
れ
て
な
い
こ
と
か

ら
実
効
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め
封
鎖
法
上
有
効
で
な
い
と
主
張
さ
れ
た）
₈₄
（

。

（
２
）
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
実
行

　

第
二
次
大
戦
で
は
、
ソ
連
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
対
し
て
伝
統
的
な
封
鎖
を
設
定
し
て
い
る）
₈₅
（

。
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
伝
統
的
な

封
鎖
の
実
行
は
、
第
一
次
大
戦
の
時
よ
り
も
は
る
か
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
他
方
で
、
地
域
を
対
象
と
す
る
海
上
交
通
の
遮
断
は
、

第
一
次
大
戦
と
同
様
の
措
置
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
、
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
も
、
一
九
三
九
年
一
一
月
一
七
日
に
第
一
次
大
戦
で
設
定
し
た
の
と
同
様
の
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
を
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）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
六
二

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
〇
二

ド
イ
ツ
に
対
し
て
設
定
し
て
い
る）
₈₆
（

。
フ
ラ
ン
ス
も
、
一
一
月
二
二
日
に
、
同
様
の
措
置
を
取
る
こ
と
を
決
定
し
た）
₈₇
（

。
こ
の
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂

に
つ
い
て
も
第
一
次
大
戦
の
場
合
と
同
様
に
、
復
仇
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
が）
₈₈
（

、
こ
の
措
置
は
ド
イ
ツ
に
対
す
る
経
済
封
鎖
の
設
定
を
主
な

目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₈₉
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
は
、
第
一
次
大
戦
時
に
設
定
し
た
﹁
戦
争
区
域
﹂
と
同
様
の
性
質
の
区
域
を
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
も
設
定
し

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
﹁
戦
争
区
域
﹂
と
同
様
の
性
質
の
区
域
を
日
本
に
対
し
て
設
定
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
措
置
を
復

仇
と
し
て
正
当
化
し
た）
₉₀
（

。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
設
定
し
た
区
域
は
、
ド
イ
ツ
の
設
定
し
た
﹁
戦
争
区
域
﹂
と
同
様
に
商
船
の
捕
獲
で
は

な
く
撃
沈
を
正
当
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
74
）　

英
仏
は
開
戦
に
あ
た
っ
て
ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
適
用
す
る
と
し
た
（O

rder in C
ouncil, 20 A

ugust 1914, rep
rod

u
ced

 in
 “O

F
F

IC
IA

L
 

D
O

C
U

M
E

N
T

S
,” A

m
erica

n
 Jou

rn
a

l of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, V
ol.9, S

p
ecia

l n
u

m
ber, S

u
p

p
lem

en
t 

（1915

）, p
p

.4-5; A
m

bassad
or H

errick to th
e 

Secretary of State, su
p

ra
 note 65, pp.6-7; 

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
五
八
頁
））。
ま
た
、
ロ
シ
ア
も
参
戦
に
あ
た
り
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
修
正
を
加
え
た
上
で
適

用
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。（O
rder for the N

avy and for the M
arine D

epartm
ent, 9 Septem

ber 1914, su
p

ra
 note 74, pp.31-33

）。

（
75
）　

例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
に
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
さ
ら
な
る
修
正
を
宣
言
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
は
、
追
跡
権
の
ほ
か
、
敵
性
の
推
定
に
つ

い
て
三
三
条
の
規
定
す
る
仕
向
け
地
に
関
わ
ら
ず
敵
国
代
理
人
に
対
す
る
輸
送
は
敵
性
と
さ
れ
る
こ
と
、
三
五
条
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
条
件
付
禁
制
品
に
つ
い
て
敵
国
人
に
貨

物
を
渡
す
場
合
、
荷
受
人
が
不
明
な
場
合
、
敵
国
領
土
又
は
占
領
地
の
荷
受
人
に
対
す
る
場
合
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
、
仕
向
け
地
の
無
害
性
の
立
証
責
任
が
貨
物
所
有
者
に
あ
る

こ
と
の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
当
該
船
舶
は
捕
獲
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
（O

rder in C
ouncil, 29 O

ctober 1914, su
p

ra
 note 

74, pp.14-15; 

海
軍
大
臣
官
房
編
﹃
大
正
三
︱
四
年
役
各
國
海
戰
關
係
法
令
第
二
輯
﹄（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
一
六
年
）
四
二

－

四
六
頁
）。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
は
、
一
九
一

五
年
の
参
戦
に
あ
た
り
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
つ
つ
も
、
一
九
一
四
年
以
降
の
慣
行
の
変
化
を
反
映
す
る
規
定
も
同
時
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
（
海
軍
大

臣
官
房
編
﹃
各
國
海
戰
關
係
法
令
第
五
輯
﹄（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
一
五
年
）
四
一
三
頁
）。

（
76
）　

イ
ギ
リ
ス
は
一
九
一
六
年
七
月
七
日
に
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
適
用
の
撤
回
を
宣
言
し
た
（O

rder in C
ouncil, 7 July 1916, rep

rod
u

ced
 in

 “O
F

F
IC

IA
L

 

D
O

C
U

M
E

N
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S,” A
m

erica
n

 Jou
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a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.10, S
p

ecia
l n

u
m

ber, S
u

p
p

lem
en

t （1916

）, pp.5-9; 

海
軍
大
臣
官
房
編
﹃
大
正
三
︱
五
年
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現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
六
三

二
〇
〇
三

戦
役
各
国
海
戦
関
係
法
令
第
九
輯　

上
﹄（
海
軍
大
臣
官
房
、
一
九
一
七
年
）
三
二

－

三
六
頁
）。

（
77
）　

イ
ギ
リ
ス
は
一
九
一
六
年
三
月
三
〇
日
に
（O

rder in C
ouncil, 30 M

arch 1916, su
p

ra
 note 76, pp.3-5

）、
フ
ラ
ン
ス
は
同
年
四
月
一
二
日
に
封
鎖
へ
の
連
続
航
海

主
義
の
適
用
を
宣
言
し
た
（
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
七
四
頁
）。

（
78
）　

O
rder in C

ouncil, 7 July 1916, su
p

ra
 note 76, p.6.

（
79
）　

伝
統
的
な
実
力
封
鎖
原
則
に
則
っ
た
封
鎖
と
し
て
は
、
開
戦
直
後
の
八
月
一
〇
日
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
る
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
沿
岸
の
封
鎖
、
同
年
八
月
二
七
日
の
日
本
に
よ

る
膠
州
租
借
地
沿
岸
の
封
鎖
、
一
九
一
五
年
二
月
二
八
日
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
ド
イ
ツ
領
東
ア
フ
リ
カ
及
び
近
隣
諸
島
の
封
鎖
、
同
年
五
月
二
六
日
の
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
オ
ー

ス
ト
リ
ア
か
ら
ア
ル
バ
ニ
ア
沿
岸
に
か
け
て
の
封
鎖
、
同
年
六
月
二
日
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
（
同
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
も
封
鎖
を
設
定
し
た
）
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
の
峡
口
を

含
む
小
ア
ジ
ア
沿
岸
に
対
す
る
封
鎖
、
同
年
八
月
二
五
日
の
英
仏
両
国
に
よ
る
小
ア
ジ
ア
及
び
シ
リ
ア
の
沿
岸
に
対
す
る
封
鎖
、
同
年
一
〇
月
一
六
日
の
英
仏
伊
に
よ
る
ブ
ル

ガ
リ
ア
沿
岸
の
封
鎖
、
一
九
一
六
年
九
月
一
六
日
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
沿
岸
に
対
す
る
封
鎖
と
い
っ
た
実
行
が
挙
げ
ら
れ
る
（E

. T
urlington, N

eu
tra

lity Its H
istory, 

E
con

om
ics a

n
d

 L
a

w
 V

ol.3: T
h

e W
orld

 W
a

r P
eriod

, （C
olum

bia U
niversity P

ress, 1936

）, p.35; 

信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
〇
八
）。

（
80
）　

第
一
次
大
戦
で
連
合
国
は
当
初
、
主
と
し
て
禁
制
品
制
度
に
よ
っ
て
海
上
交
通
へ
の
干
渉
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
連
合
国
は
、
禁
制
品
制
度
で
も
戦
前
の
実
行
か
ら
次
第
に

逸
脱
し
、
最
終
的
に
は
条
件
付
禁
制
品
に
つ
い
て
さ
え
連
続
航
海
主
義
が
適
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
五
八
頁
）。
他
の
海
上
経
済
戦
措
置
と
し
て

連
合
国
は
、
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
制
（
第
二
次
大
戦
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け
の
貨
物
に
つ
い
て
、
現
地
の
中
立
国
の
外
交
官
や
領
事
官
が
問
題
の
な

い
貨
物
に
つ
い
て
の
証
明
書
（
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
）
を
発
給
し
た
。
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
制
の
下
で
、
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
を
有
さ
な
い
貨
物
は
敵
国
向
け
貨
物
で
あ
る
と
の
推
定
が
な
さ

れ
る
。
高
梨
正
夫
﹁
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
・
シ
ス
テ
ム
﹂﹃
国
際
法
外
交
雑
誌
﹄
五
三
巻
三
号
（
一
九
五
四
年
）、
真
山
全
﹁
第
二
次
大
戦
後
の
武
力
紛
争
に
お
け
る
第
三
国
船
舶
に

対
す
る
捕
獲
（
一
）﹂﹃
法
学
論
叢
﹄
一
一
八
巻
一
号
（
一
九
八
五
年
）
七
九
頁
。）
や
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
制
（
両
次
大
戦
で
英
国
は
、
敵
国
向
け
貨
物
を
載
せ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
中
立
国
商
船
を
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
称
す
る
リ
ス
ト
に
載
せ
、
こ
れ
ら
の
船
舶
へ
の
港
湾
で
の
補
給
を
拒
否
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
課
す
条
件
を
認
め
る
商
船
は
ホ
ワ
イ
ト

リ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
た
。
石
本
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
五
）
一
五
八
頁
、
真
山
﹁
前
掲
論
文
﹂（
注
八
〇
）
七
九
頁
）
を
導
入
し
て
い
る
。

（
81
）　

ド
イ
ツ
は
連
合
国
に
対
し
て
、イ
ギ
リ
ス
本
土
と
そ
の
周
辺
の
海
域
を
対
象
と
し
た
戦
争
区
域
を
宣
言
し
、区
域
内
の
全
て
の
商
船
を
破
壊
の
対
象
と
す
る
と
宣
言
し
た
（
高

野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
六
〇
頁
、
立
作
太
郎
﹁
現
戦
争
ニ
於
ケ
ル
擬
似
封
鎖
﹂﹃
法
学
協
会
雑
誌
﹄
三
四
巻
七
号
（
一
九
一
六
年
）
七

－

八
頁
）。

（
82
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
六
〇

－

二
六
四
頁
。
連
合
国
は
さ
ら
に
、
一
九
一
七
年
に
行
わ
れ
た
ド
イ
ツ
に
よ
る
二
度
目
の
﹁
戦
争
区
域
﹂
設
定
に
対
し
て
全
て
の
商
船

に
連
合
国
港
湾
へ
の
一
時
寄
港
を
求
め
る
な
ど
干
渉
を
強
化
し
た
（
同
上
、
二
七
八

－

二
七
九
頁
）。

（
83
）　

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
抗
議
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
中
立
港
へ
の
通
航
の
妨
害
に
つ
い
て
は
、
敵
国
の
通
商
が
も
っ
ぱ
ら
中
立
国
を
経
由
し
て
行
わ
れ
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六
六
巻
六
号�

一
六
四

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
〇
四

る
場
合
に
、
こ
う
し
た
拡
大
が
許
容
さ
れ
る
と
し
、
今
回
の
措
置
は
通
常
の
封
鎖
よ
り
む
し
ろ
軽
微
な
措
置
で
あ
る
と
し
た
。
公
平
性
に
関
す
る
抗
議
に
つ
い
て
は
、
連
続
航

海
主
義
が
適
切
に
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
経
由
で
ド
イ
ツ
へ
と
向
け
ら
れ
る
貨
物
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
陸
揚
げ
さ
れ
バ
ル
ト
海
を
経
由
す
る
貨
物
と
を
同
様

に
扱
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
た
。
実
効
性
へ
の
非
難
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
封
鎖
を
侵
破
で
き
た
船
舶
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
イ
ギ
リ
ス
は
主
張
し
て
い
る

（O
ppenheim

, su
p

ra
 note 4, pp.541-542

）。

（
84
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 4, p.541.

（
85
）　T

u
cker, su

p
ra

 n
ote 2, p

.285; C
.J. C

olom
b

os, “T
h

e A
ctu

al V
alu

e of th
e D

eclaration
 of L

on
d

on
 of 1909,” R

ev
u

e H
ellén

iqu
e d

e D
roit 

In
tern

a
tion

a
l, V

ol.12, p.13.

（
86
）　

長
距
離
封
鎖
の
設
定
に
加
え
て
、
ナ
ヴ
ィ
サ
ー
ト
制
も
ま
た
導
入
さ
れ
た
。D

. P. O
’C

onnell, In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 of th
e S

ea
, V

ol.2 （O
xford U

niversity P
ress, 

1983

）, p.1153; E
.R

auch, T
h

e P
rotocol A

d
d

ition
a

l to th
e G

en
eva

 C
on

ven
tion

s for th
e P

rotection
 of V

ictim
s of In

tern
a

tion
a

l A
rm

ed
 C

on
flicts 

a
n

d
 th

e U
n

ited
 N

a
tion

s C
on

ven
tion

 on
 th

e L
a

w
 of S

ea
: R

ep
ercu

ssion
s on

 th
e L

a
w

 of N
a

va
l W

a
rfa

re, （D
uncker und H

um
blot 1984

）, p.88; 

信

夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
一
六
。

（
87
）　

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
八
四

－

二
八
五
頁
。

（
88
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, p.795; T
ucker, su

p
ra

 note 2, p.312.

（
89
）　

信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
一
八
七

－
一
八
八
頁
。

（
90
）　Tria

ls of M
a

jor W
a

r C
rim

in
a

ls before th
e In

tern
a

tion
a

l M
ilita

ry Tribu
n

a
l, V

ol.X
L

 （1949

）, pp.108-111.

４
．
両
次
大
戦
の
衝
撃
と
戦
後
の
実
行
へ
の
影
響

（
１
）
両
次
大
戦
の
衝
撃

　

両
次
大
戦
の
封
鎖
の
実
行
は
、
海
戦
法
規
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
第
一
次
大
戦
で
、
ロ
ン
ド

ン
宣
言
の
適
用
は
最
終
的
に
撤
回
さ
れ
た
。
交
戦
国
は
、
撤
回
後
の
海
戦
が
伝
統
的
な
国
際
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
両
次

大
戦
の
実
行
を
見
る
限
り
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
を
、
そ
の
ま
ま
慣
習
法
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
思
わ
れ
る）
₉₁
（

。
そ
こ
で
、
以
下
で
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五

は
、
両
次
大
戦
の
実
行
や
そ
の
評
価
、
戦
間
期
の
海
戦
法
規
成
文
化
の
試
み
で
あ
る
﹁
海
戦
及
び
空
戦
に
お
け
る
中
立
国
の
権
利
と
義
務
の

草
案
﹂（D

raft C
onvention on R

ights and D
uties of N

eutral States in N
aval and A

erial W
ar

）（
以
下
、
海
・
空
戦
規
則
草
案
）

か
ら）
₉₂
（

、
両
次
大
戦
が
、
海
戦
法
規
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
確
認
し
た
い
。

　

封
鎖
の
設
定
で
は
、第
一
次
大
戦
で
、ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
も
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
主
義
に
則
っ
た
設
定
が
行
わ
れ
て
い
た）
₉₃
（

。
海
・

空
戦
規
則
草
案
は
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
を
と
り
、
宣
言
と
告
知
の
要
件
に
つ
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
と
同
様
の
規
定
を
設
け
て
い
る）
₉₄
（

。

　

両
次
大
戦
に
お
け
る
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
の
実
行
は
限
定
さ
れ
て
い
た
が）
₉₅
（

、
実
効
性
の
維
持
に
つ
い
て
は
、
技
術
の
発
達
や
戦
争
の
方

法
の
変
化
に
よ
り
、
封
鎖
侵
破
船
に
危
険
を
も
た
ら
し
続
け
る
範
囲
で
沿
岸
か
ら
遠
隔
地
で
の
維
持
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
₉₆
（

。
第
一
次
大
戦
で
は
、
技
術
の
発
達
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
、
潜
水
艦
や
航
空
機
と
い
っ
た
新
し
い
兵
器
が
、
大
々

的
に
活
用
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
兵
器
に
よ
っ
て
捕
獲
を
実
行
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
新
た
に
問
題
と
な
っ
た
。

　

問
題
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
こ
う
し
た
兵
器
を
実
効
性
の
維
持
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
点
、
も
う
一

つ
は
、
こ
れ
ら
の
兵
器
が
捕
獲
そ
の
も
の
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

実
効
性
で
は
、
潜
水
艦
や
航
空
機
は
、
そ
の
視
認
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
、
洋
上
で
位
置
を
保
つ
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
問

題
と
さ
れ
た）
₉₇
（

。
も
っ
と
も
、
潜
水
艦
や
航
空
機
が
、
他
の
水
上
艦
艇
に
よ
る
封
鎖
の
維
持
に
、
補
助
的
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
問
題
は
な
い

と
さ
れ
る）
₉₈
（

。

　

捕
獲
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
点
は
、
潜
水
艦
や
航
空
機
の
乗
員
が
少
な
く
、
ま
た
捕
獲
し
た
船
舶
を
や
む
を
得
ず
破
壊
す
る
場
合
に
、

捕
獲
し
た
船
舶
の
乗
員
を
移
す
ス
ペ
ー
ス
が
無
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
困
難
で
あ
っ
て
も
、
水
上
艦
艇
と
同
様
に
封
鎖

侵
破
船
の
捕
獲
を
行
う
場
合
に
問
題
は
な
い）
₉₉
（

。

　

海
・
空
戦
規
則
草
案
で
も
、
実
効
性
の
維
持
や
、
実
施
に
お
い
て
、
潜
水
艦
や
航
空
機
と
い
っ
た
新
し
い
兵
器
が
利
用
で
き
る
こ
と
が
規
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定
さ
れ
て
い
る）
（００
（

。

　

両
次
大
戦
で
の
実
行
や
検
討
か
ら
は
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
、
予
防
権
及
び
追
跡
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
封
鎖
線
の
侵

破
が
必
要
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
海
・
空
戦
規
則
草
案
は
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
と
異
な
り
、
封

鎖
侵
破
を
意
図
す
る
船
舶
の
、
航
海
の
す
べ
て
の
地
点
で
の
捕
獲
を
認
め
て
い
る）
（０（
（

。
も
っ
と
も
、
海
・
空
戦
規
則
草
案
は
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー

で
も
特
に
そ
の
根
拠
を
示
さ
な
か
っ
た）
（０２
（

。

　

実
施
範
囲
の
問
題
が
不
明
確
な
一
方
で
、
第
一
次
大
戦
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
に
反
し
て
、
封
鎖
へ
の
連
続
航
海
主
義
の
適
用
が

宣
言
さ
れ
て
い
る）
（０３
（

。
こ
の
実
行
を
受
け
て
、
両
次
大
戦
後
の
学
説
で
は
、
今
後
の
戦
争
に
お
け
る
封
鎖
へ
の
連
続
航
海
主
義
の
適
用
が
主
張

さ
れ
た）
（０４
（

。
海
・
空
戦
規
則
草
案
は
、
連
続
航
海
主
義
の
適
用
に
つ
い
て
、
規
定
を
設
け
て
い
な
い）
（０（
（

。

　
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
の
実
行
は
、
中
立
国
に
よ
り
、
海
戦
法
規
に
反
す
る
と
の
非
難
に
晒
さ
れ
た
。
両
次
大
戦
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
連

合
国
は
、﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
を
復
仇
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
に
お
い
て
、﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
を
始
め
と
す
る
あ
ま

り
に
も
様
々
な
措
置
が
復
仇
と
し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
実
行
は
復
仇
と
い
う
特
殊
な
例
外
で
無
く
、
新
た
な
慣
習
法
の
発

展
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）
（０６
（

。

　

第
二
次
大
戦
で
も
、﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
は
繰
り
返
さ
れ
、
第
一
次
大
戦
時
と
同
様
に
復
仇
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
。﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
は
、

伝
統
的
な
封
鎖
法
に
合
致
し
な
い
と
さ
れ
た）
（０（
（

。
他
方
で
、
両
次
大
戦
で
の
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
の
実
行
を
経
て
、
今
後
の
適
用
に
つ
い
て
は
好

意
的
な
見
解
も
と
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ロ
ー
タ
パ
ク
ト
は
こ
う
し
た
措
置
に
つ
い
て
、
現
代
の
戦
争
に
お
い
て
経
済
的
性
格
が
支
配
的
で

あ
る
こ
と
や
海
戦
の
状
況
が
変
化
し
た
こ
と
か
ら
、﹁
最
新
の
封
鎖
法
の
原
則
の
発
展
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
﹂）
（０８
（

と
し
て
い
る
。
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２
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後
の
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影
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そ
れ
で
は
、
両
次
大
戦
に
お
け
る
実
行
は
、
戦
後
の
海
戦
法
規
に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
の

よ
う
な
実
行
は
、
新
し
い
戦
争
の
方
法
及
び
手
段
と
し
て
今
日
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
次
大
戦
後
も
、
依
然
と
し
て
海
戦
は
生
起
し
、
同
時
に
封
鎖
も
設
定
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成

さ
れ
る
一
九
九
四
年
以
前
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
戦
争
や
第
三
次
及
び
第
四
次
中
東
戦
争
、
一
九
七
一
年
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
と
い

っ
た
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
封
鎖
は
設
定
さ
れ
、
さ
ら
に
国
共
内
戦
や
、
ス
リ
ラ
ン
カ
内
戦
と
い
っ
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て

も
封
鎖
類
似
の
措
置
が
実
行
さ
れ
た
。

　

第
二
次
大
戦
後
の
こ
れ
ら
の
実
行
は
、
限
定
的
な
紛
争
に
お
け
る
実
行
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
、
近
接
し
た
封
鎖
が
行
わ
れ
た
。
封
鎖
の

対
象
と
な
る
区
域
は
限
定
さ
れ
、
措
置
の
期
間
も
短
期
間
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
封
鎖
の
目
的
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
例
え
ば
、

軍
隊
の
交
通
を
遮
断
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
戦
略
封
鎖
で
あ
り
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
地
点
で
の
軍
事
作
戦
の
一
環
と
し
て
封
鎖
は
設
定

さ
れ
て
い
た
。
両
次
大
戦
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
極
端
な
捕
獲
権
の
行
使
は
見
ら
れ
ず
、
伝
統
的
な
実
力
封
鎖
の
原
則
に
沿
う
も
の
で
あ
っ

た
）
（０９
（

。

　

封
鎖
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
も
規
定
さ
れ
た
封
鎖
開
始
日
、
封
鎖
範
囲
、
中
立
国
船
舶
が
離
脱
す
る
ま
で
の
猶
予
を
含

む
宣
言
が
発
さ
れ
、
告
知
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
七
一
年
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
で
は
、
イ
ン
ド
軍
に
よ
っ
て
パ
キ
ス
タ
ン

港
湾
が
封
鎖
さ
れ
て
い
る）
（（０
（

。
こ
の
封
鎖
の
宣
言
で
は
、
封
鎖
地
域
、
封
鎖
開
始
日
、
中
立
国
船
舶
の
脱
出
の
為
の
二
四
時
間
の
猶
予
が
宣
言

さ
れ
た）
（（（
（

。
他
に
も
、
ア
メ
リ
カ
が
合
法
な
封
鎖
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
ハ
イ
フ
ォ
ン
港
の
機
雷
封
鎖
で
は
、
封
鎖

地
域
、
封
鎖
開
始
日
、
中
立
国
船
舶
の
脱
出
の
た
め
に
、
三
日
間
の
猶
予
が
宣
言
さ
れ
て
い
た）
（（２
（

。

　

実
効
性
の
原
則
に
つ
い
て
、
殆
ど
の
封
鎖
は
、
沿
岸
に
近
接
し
て
行
わ
れ
た
。
封
鎖
沿
岸
か
ら
遠
隔
地
で
行
な
わ
れ
た
実
効
性
の
維
持
と
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し
て
は
、
第
三
次
及
び
、
第
四
次
中
東
戦
争
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
エ
イ
ラ
ー
ト
港
に
対
す
る
封
鎖
の
設
定
が
あ
る）
（（３
（

。
エ
ジ
プ
ト
は
実

効
性
の
維
持
に
あ
た
っ
て
ア
カ
バ
湾
の
湾
口
に
部
隊
を
配
備
し
た）
（（４
（

。
事
実
と
し
て
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
期
間
中
、
封
鎖
地
域
を
侵
破
で
き

た
船
舶
は
存
在
し
な
か
っ
た）
（（（
（

。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
除
い
て
、
こ
の
封
鎖
に
対
す
る
異
議
は
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た）
（（６
（

。

　

封
鎖
に
関
連
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
も
機
雷
の
み
に
よ
る
海
上
交
通
の
遮
断
措
置
が
問
題
と
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
、
ア
メ

リ
カ
は
、
北
ベ
ト
ナ
ム
の
ハ
イ
フ
ォ
ン
港
を
機
雷
に
よ
り
閉
鎖
し
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
措
置
は
、
封
鎖
と
は
宣
言
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、
封
鎖
の
設
定
に
あ
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
宣
言
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
維
持
は
機
雷
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
当
時
の

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
、
こ
の
措
置
を
航
海
の
自
由
の
侵
害
で
あ
る
と
抗
議
し
て
い
る）
（（（
（

。

　

封
鎖
の
実
施
範
囲
は
、
実
効
性
の
維
持
と
同
様
に
、
戦
後
の
封
鎖
の
殆
ど
が
沿
岸
に
近
接
し
た
封
鎖
で
あ
る
た
め
、
特
に
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
封
鎖
港
か
ら
遠
隔
地
で
の
実
行
の
例
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
エ
ジ
プ
ト
に
よ
る
エ
イ
ラ
ー
ト
港
の
封
鎖
が
あ
る
。
ま

た
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
封
鎖
類
似
の
措
置
で
は
あ
る
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
独
立
戦
争
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
例
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
五
六
年
三
月
、
地
中
海
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
沿
岸
か
ら
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
で
﹁
関
税
水
域
﹂
を
設
定
し

た
。
水
域
内
の
船
舶
は
天
候
状
況
に
よ
り
乗
船
が
不
可
能
な
場
合
、
積
荷
に
武
器
や
弾
薬
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
引
致
さ
れ
た
。
後
者
の

場
合
に
搭
載
さ
れ
た
貨
物
が
フ
ラ
ン
ス
軍
に
対
し
敵
対
的
に
用
い
ら
れ
な
い
と
証
明
さ
れ
れ
ば
、
船
舶
は
釈
放
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の

措
置
を
自
衛
又
は
自
己
保
存
権
の
行
使
と
し
て
正
当
化
し
た）
（（８
（

。
こ
の
措
置
で
は
フ
ラ
ン
ス
が
設
定
し
た
区
域
内
の
み
で
な
く
、
英
仏
海
峡
に

お
い
て
も
臨
検
及
び
捜
索
が
行
わ
れ
た）
（（９
（

。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
措
置
を
封
鎖
で
あ
る
と
は
主
張
し
な
か
っ
た
。
第
三
国
は
フ
ラ
ン
ス
の
﹁
関
税

水
域
﹂
の
設
定
や
捕
獲
措
置
を
交
戦
団
体
承
認
に
基
づ
か
な
い
違
法
な
通
商
妨
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る）
（２０
（

。

（
91
）　T

ucker, su
p

ra
 note 2, p.294; G

arner, su
p

ra
 note 38, p.140.
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六
六
巻
六
号�

一
六
九

二
〇
〇
九

（
92
）　”D

raft C
onvention on R

ights and D
uties of N

eutral States in N
aval and A

erial W
ar, w

ith C
om

m
ent,” A

m
erica

n
 Jou

rn
a

l of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 

S
u

p
p

lem
en

t, V
ol.33 

（1939

）（H
arvard D

raft C
onvention

）, pp.167-817; 

海
・
空
戦
規
則
草
案
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
国
際
法
研
究
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
下
、
ハ

ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
ア
メ
リ
カ
国
際
法
学
会
が
共
同
で
作
成
し
た
。

（
93
）　

信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
七
九
、
田
岡
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
九
三
頁
。

（
94
）　

海
・
空
戦
規
則
草
案
は
、
七
七
条
で
、
封
鎖
の
設
定
に
宣
言
と
告
知
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
、
宣
言
の
要
件
を
七
八
条
で
、
告
知
の
要
件
を
七
九
条
で
規
定
し
て
い
る
。

（
95
）　

第
一
次
大
戦
に
お
い
て
は
六
隻
が
伝
統
的
な
封
鎖
に
基
づ
き
捕
獲
さ
れ
そ
の
う
ち
の
四
隻
が
押
収
の
対
象
と
な
っ
た
の
み
で
あ
っ
た
（T

urlington, su
p

ra
 note 79, 

pp.35-36

）。
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
（C

olom
bos, su

p
ra

 note 85, p.13

）。

（
96
）　S

R
M

, p
ara.96.1

（C
om

m
en

tary

）; C
om

m
a

n
d

er’s H
a

n
d

book, p
ara.7.7.5; L

. C
. G

reen
, T

h
e C

on
tem

p
ora

ry
 L

a
w

 of A
rm

ed
 C

on
flict, 

（2n
d

.ed
.

）, 

（M
anchester U

niversity P
ress 2000

）, p.178; H
einegg, su

p
ra

 note 2, p.214; C
olom

bos, su
p

ra
 note 85, pp.13-14.

（
97
）　

田
岡
・
畝
村
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
四
三
一

－

四
三
二
頁
、
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
一
〇
一
。

（
98
）　

W
. H

eintschel von H
einegg, “T

he L
aw

 of M
ilitary O

perations at Sea,” in Terry D
. G

ill and D
. F

leck eds., T
h

e H
a

n
d

book of th
e In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 

of M
ilita

ry O
p

era
tion

s （O
xford U

niversity P
ress, 2011

）, para. 18.17; 

田
岡
・
畝
村
﹃
前
掲
書
﹄（
注
五
）
四
三
〇

－

四
三
一
頁
。

（
99
）　

例
え
ば
、潜
水
艦
に
つ
い
て
は
、一
九
三
〇
年
の
海
軍
軍
縮
条
約
二
二
条
で
、水
上
艦
艇
と
同
じ
規
則
に
従
う
場
合
、潜
水
艦
で
も
捕
獲
が
行
え
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
航
空
機
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
実
際
に
航
空
機
に
よ
る
捕
獲
の
実
例
も
存
在
し
て
い
る
（
信
夫
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
三
三
八
頁
）。

（
（００
）　

H
a

rva
rd

 D
ra

ft C
on

ven
tion

, A
rt.73.

（
（０（
）　Ibid

., A
rt.81.

（
（０２
）　Ibid

., pp.733-745.

（
（０３
）　O

rder in C
ouncil, 30 M

arch 1916, su
p

ra
 note 76, pp.3-5; 

高
野
﹃
前
掲
書
﹄（
注
二
）
二
七
四
頁
。

（
（０４
）　H

.W
. M

alkin
, “B

lockad
e in

 M
od

ern
 C

on
d

ition
s,” B

ritish
 Y

ea
r B

ook of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, V
ol.3 

（1922-1923

）, p
p

.90-91; J. W
. G

arn
er, “S

om
e 

Q
uestion of International L

aw
 :B

lockade,” A
m

erica
n

 Jou
rn

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.9 （1915

）, p.855; T
ucker, su

p
ra

 note 2, p.316; C
olom

bos, 

su
p

ra
 note 85, p.13.

（
（０（
）　

海
・
空
戦
規
則
案
六
八

－

八
二
条
。

（
（０６
）　T

ucker su
p

ra
 note 2, pp.301-302, 316; W

. T. M
allison, Jr., S

tu
d

ies in
 th

e L
a

w
 of N

a
va

l W
a

rfa
re: S

u
bm

a
rin

es in
 G

en
era

l a
n

d
 L

im
ited

 W
a

rs, 
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一
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〇

現
代
国
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法
に
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け
る
海
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封
鎖

二
〇
一
〇

（In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 S
tu

d
ies V

ol.58 （1966

））, p.91; 

こ
う
し
た
意
見
は
、
復
仇
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
措
置
の
内
、﹁
戦
争
区
域
﹂
の
措
置
に
つ
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
た
措
置
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
兵
器
の
進
歩
や
戦
争
の
方
法
の
変
化
に
よ
る
国
際
法
の
発
展
に
よ
る
と
し
て
も
正
当
化
し
て
い
る
（W

.N
. M

edlicott, T
h

e 

E
con

om
ic B

locka
d

e, V
ol.1, （H

is m
ajesty ’s Stationery O

ffice &
 L

ong m
ans, G

reen and C
o., 1952

）pp.4-5

）。

（
（０（
）　O

ppenheim
, su

p
ra

 note 2, pp.795-796.

（
（０８
）　Ibid

., p.796; 

タ
ッ
カ
ー
は
当
時
の
海
戦
を
巡
る
状
況
か
ら
、
復
仇
の
実
行
を
通
し
て
伝
統
的
な
海
戦
法
規
が
置
き
換
え
ら
れ
た
と
す
る
こ
と
が
よ
り
現
実
的
な
見
解
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
（T

ucker su
p

ra
 note 2, p.316

）。

（
（０９
）　O

’C
onnell, su

p
ra

 note 86, p.1154.

（
（（０
）　R

ousseau C
h., “C

hronique des faits internationaux, ” R
evu

e G
én

éra
le d

e D
roit In

tern
a

tion
a

l P
u

blic, V
ol.76 （1972

）, pp.548-549.

（
（（（
）　R

. K
aul, “T

he Indo-P
akistani W

ar and the C
hanging B

alance of P
ow

er in the Indian O
cean,” U

. S
. N

a
va

l In
stitu

te P
roceed

in
gs, （1973

）, p.189; 

G
eorge P. P

olitakis, M
od

ern
 A

sp
ects of th

e L
a

w
s of N

a
va

l W
a

rfa
re a

n
d

 M
a

ritim
e N

eu
tra

lity, （C
olum

bia U
niversity P

ress, 1998

）, p.68.

（
（（２
）　D

ep
a

rtm
en

t of S
ta

te B
u

lletin
, V

ol.66, （1972

）, p.749; Sally V. M
allison and W

. T
hom

as M
allison. Jr, “A

 Survey of the International L
aw

 of N
aval 

B
lockade,” U

. S
. N

a
va

l In
stitu

te P
roceed

in
gs, V

ol.102 （1976

）, pp.50-51.

（
（（３
）　

第
三
次
中
東
戦
争
に
つ
い
て
は
、K
eesin

g’s C
on

tem
p

ora
ry A

rch
ives, V

ol.13, p.22066; 

第
四
次
中
東
戦
争
に
つ
い
て
は
、M

id
d

le E
a

st M
on

itor, V
ol.3, 

N
o.21, （1973

）, pp.1-2; K
eesin

g’s C
on

tem
p

ora
ry A

rch
ives, V

ol.19, p.26197.

（
（（４
）　

エ
ジ
プ
ト
が
封
鎖
を
設
定
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
エ
イ
ラ
ー
ト
港
は
、
ア
カ
バ
湾
の
最
奥
部
に
位
置
し
て
お
り
、
紅
海
に
面
す
る
そ
の
湾
口
に
部
隊
を
配
置
す
る
こ
と
で
封
鎖

を
効
果
的
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
（（（
）　

H
einegg, su

p
ra

 note 2, p.212; Jones, su
p

ra
 note 28, p.769.

（
（（６
）　Schm

itt, su
p

ra
 note 1, p.30.

（
（（（
）　H

einegg, su
p

ra
 note 2, p.212.

（
（（８
）　H

einegg, su
p

ra
 note 24, p.215.

（
（（９
）　

西
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
、
パ
ナ
マ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ

キ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
船
舶
が
英
仏
海
峡
に
お
い
て
捜
索
と
臨
検
の
対
象
と
な
っ
た
（D

. P. O
’C

onnell, “International L
aw

 and C
ontem

porary N
aval 

O
perations,” B

ritish
 Yea

r B
ook of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.44 （1970

）, p.36

）。
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一
七
一

二
〇
一
一

（
（２０
）　Jurisprudence française en m

atière de droit international public, R
evu

e gén
éra

le d
e d

roit in
tern

a
tion

a
l p

u
blic, Tom

e.70 （1966

）, p.1062.

５
．
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
伝
統
的
要
件

　

一
九
九
四
年
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
戦
後
に
お
い
て
海
戦
法
規
の
全
貌
が
不
明
確
な
状
況
下
で
、﹁
今
日
の
海
戦
に
適
用
さ
れ

る
国
際
法
を
再
確
認
す
る
﹂）
（２（
（

こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
を
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
敵
の
沿
岸
に
お
け
る
交
通
を
遮
断
す
る
戦
争
の
方
法
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら

封
鎖
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、﹁
そ
の
行
動
に
付
与
さ
れ
る
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
国
家
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
封
鎖
行
為
﹂
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る）
（２２
（

。
そ
し
て
、
封
鎖
に
つ
い
て
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
三
か
ら
一
〇
四
に
か
け
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
封
鎖
に
関
す
る
規
定
の
内
、
伝
統
的
要
件
に
関
す
る
も
の
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
三
か
ら
一
〇
一
に
か
け
て
規
定

さ
れ
て
お
り
、
残
り
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
人
道
的
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
に
前
後
し
て
、
各
国
で
も
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
制
定
や
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
軍
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル）
（２３
（

は
、
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル）
（２４
（

は
二
〇
〇
四

年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
殆
ど
で
、
封
鎖
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
様
に
交
通
を
遮
断
す
る
戦
争
の
方

法
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た）
（２（
（

。
た
だ
、
一
九
九
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
み
は
、
封
鎖
を
敵
国
経
済
に
圧
迫
を
加
え
る
戦
争

の
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）
（２６
（

。
以
下
で
は
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
と
、
各
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル）
（２（
（

と
い
っ
た
文
書
を
手

が
か
り
に
、
慣
習
法
上
の
伝
統
的
要
件
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
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（
１
）
封
鎖
の
設
定

　

封
鎖
の
設
定
に
つ
い
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
封
鎖
が
交
戦
国
及
び
中
立
国
に
対
し
て
、﹁
宣
言
及
び
通
告
﹂
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
三
）。
宣
言
に
は
、﹁
封
鎖
開
始
日
、
期
間
、
封
鎖
地
点
及
び
範
囲
、
中
立
国
が
封
鎖
さ
れ

る
沿
岸
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
猶
予
期
間
﹂
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
四
）。
ま
た
、﹁
終
了
や
一
時
的
離
脱
、

再
設
定
、
拡
張
ま
た
は
そ
の
他
の
変
更
﹂
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
三
及
び
九
四
に
従
っ
て
宣
言
及
び
通
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
パ
ラ
グ

ラ
フ
一
〇
一
）。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
規
定
さ
れ
て
い
た
地
方
当
局
へ
の
通
告
を
規
定
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

宣
言
の
要
件
と
し
て
期
間
の
宣
言
を
新
た
に
加
え
て
い
る
。

　

各
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
と
カ
ナ
ダ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
様
に
、
ロ
ン
ド

ン
宣
言
で
要
求
さ
れ
て
い
た
三
つ
の
要
件
に
加
え
て
、
期
間
の
宣
言
を
要
求
し
て
い
る
（
英
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
・
六
六
、
加
パ
ラ
グ
ラ
フ
八

四
五
））
（２８
（

。
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
地
方
当
局
へ
の
通
告
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
封
鎖
設
定
の
要
件
と
し
て
要
求

さ
れ
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
二
）。

（
２
）
封
鎖
の
維
持

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
が
有
効
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
、
実
効
性
は
事
実
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
五
）。
ま
た
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
実
効
性
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
、
部
隊
の
配
備
さ
れ
る
位
置
は
、
軍

事
的
要
求
に
従
う
こ
と
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
六
）、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
定
め
ら
れ
た
規
則
に
反
し
な
い
戦
争
の
方
法
及
び
手
段
に
よ

り
実
施
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
七
）。

　

封
鎖
部
隊
の
一
時
的
離
脱
が
生
じ
た
場
合
に
、
改
め
て
宣
言
及
び
通
告
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
一
）。
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他
方
で
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
規
定
さ
れ
た
荒
天
の
場
合
や
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
主
張
す
る
追
跡
の
場
合
の
、
例
外
と
し
て
の
一
時
的
離
脱
の
場

合
に
つ
い
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。

　

パ
ラ
グ
ラ
フ
九
六
の
規
定
す
る
、
封
鎖
部
隊
の
配
置
に
つ
い
て
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
注
解
は
、
封
鎖
国
が
そ
の
兵
力
を
敵
国
沿
岸

に
近
接
し
て
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
受
け
る
こ
と
へ
の
懸
念
か
ら
生
じ
た
規
定
で
あ
る
と
し
て
い
る）
（２９
（

。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

注
解
は
、
こ
の
規
定
が
封
鎖
海
岸
の
至
近
に
封
鎖
兵
力
の
配
置
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
実
効
性
の
確
保
の
た
め
に
、
封
鎖

海
岸
へ
の
接
近
と
そ
の
水
域
か
ら
の
退
出
が
効
果
的
に
阻
止
さ
れ
る
地
点
へ
の
兵
力
の
配
置
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る）
（３０
（

。
ま
た
、
サ
ン
レ

モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
七
の
注
解
で
、
封
鎖
に
お
け
る
機
雷
の
使
用
に
つ
い
て
、
封
鎖
地
域
へ
の
進
入
を
完
全
に
遮
断
せ
ず
、

例
え
ば
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
や
一
〇
三
に
定
め
ら
れ
た
進
入
が
安
全
に
行
え
る
よ
う
な
場
合
は
問
題
が
な
い
と

規
定
し
た）
（３（
（

。

　

ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
封
鎖
維
持
の
要
件
を
、
封
鎖
設
定
の
要
件
と
並
ん
で
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
以
下
に
規
定

し
て
い
る
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
三
）。
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
封
鎖
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
、
封
鎖
が
実
効
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
三
）。
実
効
性
の
維
持
は
封
鎖
地
域
へ
の
出
入
り
を
危
険
に
晒
す
程
度
で
、
合
法
な

戦
争
の
方
法
及
び
手
段
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
三
）。
そ
し
て
、
封
鎖
侵
破
船

が
生
じ
た
と
し
て
も
実
効
性
の
評
価
に
は
影
響
を
与
え
な
い
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
三
）。
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
・
三
は
、

こ
れ
ら
実
効
性
を
維
持
す
る
部
隊
の
配
備
に
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
五
は
、
今
日
の
兵
器

の
発
達
に
よ
っ
て
封
鎖
地
域
の
沿
岸
か
ら
、
封
鎖
の
実
効
性
を
維
持
す
る
部
隊
が
遠
隔
し
て
配
置
さ
れ
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

同
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
実
効
性
の
維
持
の
手
段
に
関
連
し
て
、
ハ
イ
フ
ォ
ン
港
の
閉
鎖
を
例
と
し
て
、
封
鎖
の
維
持
は
機
雷
の
み
に
よ
っ
て
も

行
い
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
封
鎖
の
維
持
に
関
す
る
規
定
に
加
え
て
、
実
効
性
を
規
定
す
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
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七
・
二
・
三
は
、
実
効
性
維
持
の
例
外
と
し
て
荒
天
の
場
合
、
そ
し
て
侵
破
船
の
拿
捕
と
言
っ
た
理
由
に
基
づ
く
不
在
の
場
合
に
も
実
効
性

が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
軍
と
カ
ナ
ダ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
の
維
持
に
関
し
て
も
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
じ
規
定
を
有
し
て
い
る
（
英

パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
・
六
七
、
加
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
四
六
）。
ド
イ
ツ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
封
鎖
が
実
効
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

封
鎖
が
実
効
的
な
場
合
に
は
長
距
離
に
わ
た
る
封
鎖
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
独
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
五
三
）。
ド
イ
ツ
軍
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
遠
隔
地
で
の
実
施
が
可
能
な
こ
と
を
、﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
ド
イ
ツ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
述
べ

る
﹁
長
距
離
封
鎖
﹂
は
実
効
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
両
次
大
戦
に
お
け
る
連
合
国
の
措
置
と
同
様
の
実
行
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
一
時
的
離
脱
の
場
合
の
実
効
性
の
維
持
に
つ
い
て
、
荒
天
の
際
の
離
脱
が
封
鎖
の
終
了
を
導
か
な
い
こ
と
や
、
機

雷
や
沈
船
に
よ
る
閉
塞
の
場
合
は
封
鎖
に
当
た
ら
な
い
こ
と
も
規
定
し
て
い
る
（
独
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
五
三
）。
イ
タ
リ
ア
軍
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
は
、
封
鎖
に
つ
い
て
ロ
ン
ド
ン
宣
言
に
依
拠
し
、
封
鎖
は
実
効
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
封
鎖
の
実
効
性
が
事
実
の
問
題
で
あ
る

こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
伊
三
八
条
）。

（
３
）
封
鎖
の
実
施
範
囲

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
と
、
封
鎖
は
、
合
法
な
戦
闘
の
方
法
及
び
手
段
に
よ
っ
て
、
維
持
さ
れ
、
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
七
）。
ま
た
、
封
鎖
を
侵
破
し
て
い
る
合
理
的
な
疑
い
（reasonable ground to be breaching a blockade

）
が

あ
る
場
合
に
、
当
該
船
舶
は
捕
獲
さ
れ
る
。
当
該
船
舶
が
、
捕
獲
に
対
し
て
明
確
に
抵
抗
し
た
場
合
は
、
事
前
の
警
告
の
後
に
攻
撃
の
対
象

と
な
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
八
）。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
臨
検
、
捜
索
や
拿
捕
を
攻
撃
に
至
ら
な
い
措
置
と
し
て
明
確
に
攻
撃
と
区

別
し
て
い
る）
（３２
（

。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
、
攻
撃
は
、
厳
格
に
軍
事
目
標
に
対
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
一
）。
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サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
で
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
、
捕
獲
を
封
鎖
艦
隊
に
限
定
し
、
封
鎖
の
地
理
的
範
囲
と
封
鎖
の

実
施
範
囲
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
侵
破
の
場
合
だ
け
で
な

く
、
侵
破
を
意
図
す
る
船
舶
に
対
す
る
捕
獲
を
認
め
て
い
る
（breaching or attem

pting to breach a blockade

）（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
四

六
）。
ま
た
、
封
鎖
へ
の
連
続
航
海
主
義
の
適
用
を
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
否
定
し
て
い
な
い
。

　

封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
各
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
解
は
様
々
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
封

鎖
侵
破
を
意
図
す
る
（attem

pted breach of blockade

）
船
舶
を
、
そ
の
航
海
の
い
か
な
る
地
点
に
お
い
て
も
捕
獲
が
可
能
で
き
る
こ

と
を
規
定
し
、
併
せ
て
、
封
鎖
に
お
け
る
連
続
航
海
主
義
の
適
用
を
認
め
て
い
る
（
米
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
四
）。
ド
イ
ツ
軍
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
遠
隔
地
で
の
封
鎖
の
実
施
を
認
め
て
い
る
。
封
鎖
の
実
施
範
囲
は
、
他
に
、
国
際
法
協
会
が
一
九
九
六
年
の

ヘ
ル
シ
ン
キ
会
期
に
お
い
て
採
択
し
た
、
海
上
中
立
に
関
す
る
ヘ
ル
シ
ン
キ
原
則
が）
（３３
（

、
封
鎖
を
侵
破
す
る
（to be breaching a 

blockade

）、
合
理
的
な
疑
い
の
あ
る
船
舶
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る）
（３４
（

。
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anuel_de_droit_des_conflits_arm
es.pdf, （accessed 18 N

ovem
ber 2014

）.
（
（２（
）　

武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
自
体
は
、
一
国
家
の
慣
行
と
法
的
信
念
の
表
明
で
あ
る
。
実
行
と
し
て
は
他
国
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
国
家
実
行
に
比
べ

る
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
の
み
を
も
っ
て
諸
国
家
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
見
解
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
国
家
実
行
と
し
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
評
価
に
つ
い
て
は
、C

. 

G
arraw

ay, “T
he U

se and A
buse of M

ilitary M
anuals,” Yea

rbook of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

, V
ol.7 （2004

）, p.431.

（
（２８
）　

期
間
の
要
件
は
、
他
に
、
Ａ
Ｍ
Ｗ
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
（A

M
W

 M
a

n
u

a
l, para.148 （a

））。

（
（２９
）　S

R
M

, para.96.1 （C
om

m
entary

）.

（
（３０
）　Ibid

.

（
（３（
）　Ibid

., para.97.1 （C
om

m
entary

）.

（
（３２
）　S

R
M

, p.187.

（
（３３
）　In

tern
ation

al L
aw

 A
ssociation

, “H
elsin

ki P
rin

cip
les on

 th
e L

aw
 of M

aritim
e N

eu
trality,” R

ep
ort of th

e S
ix

ty
-S

even
th

 C
on

feren
ce, 

（1996

）, 

pp.367-389, （H
elsinki P

rinciples

）.

（
（３４
）　H

elsin
ki P

rin
cip

les, para.5.2.10; 
ま
た
、
航
空
封
鎖
の
規
定
だ
が
、
Ａ
Ｍ
Ｗ
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
地
域
内
か
ら
発
進
し
た
航
空
機
お
よ
び
、
封
鎖
地
域
へ
と
針
路
を

と
る
航
空
機
を
、
封
鎖
の
侵
破
を
試
み
る
航
空
機
と
し
て
捕
獲
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
（A

M
W

 M
a

n
u

a
l, para.156.4

（C
om

m
entary

））。

６
．
伝
統
的
要
件
：
ま
と
め

　

以
上
、
封
鎖
の
伝
統
的
要
件
を
確
認
し
て
き
た
。
パ
リ
宣
言
に
お
い
て
、
擬
制
封
鎖
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
、
封
鎖
の
維
持
は
実
力
封
鎖
の

原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
封
鎖
に
お
い
て
守
ら
れ
る
べ
き
要
件
を
詳
細
に
規
定
し
た
。

　

両
次
大
戦
そ
し
て
、
戦
後
の
実
行
を
経
て
、
今
日
に
お
い
て
も
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
規
定
の
多
く
は
妥
当
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特

に
、
封
鎖
設
定
の
要
件
は
、
当
時
か
ら
既
に
電
信
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
宣
言
と
一
般
的
告
知
だ
け
で
も
、
十
分
に
封
鎖
の
存
在
の
了
知

が
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
捕
獲
に
お
い
て
個
別
告
知
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
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同
志
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六
六
巻
六
号�

一
七
七

二
〇
一
七

ュ
ア
ル
や
、
近
年
の
各
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
宣
言
、
告
知
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
に
伴
い
、
事
実
上
の
封
鎖
が
行
い
え
な
く
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
、
技
術
の
進
歩
や
戦
争
の
方
法
の
変
化
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
要
件
は
ロ
ン
ド
ン
宣
言
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
と
は
異
な

る
状
況
下
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
封
鎖
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
。

　

実
効
性
を
維
持
す
る
に
当
た
っ
て
、
も
は
や
、
碇
泊
封
鎖
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
必
要
な
実
効
性
と
は
、
封
鎖
を
侵
破
す
る
船
舶

を
危
険
に
晒
し
う
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
維
持
に
あ
た
る
部
隊
の
具
体
的
な
基
準
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
封
鎖
侵
破
船
が
生

じ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
、
実
効
性
に
欠
く
封
鎖
で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
封
鎖
の
維
持
に
あ
た
る
部
隊
に
欠
く
よ
う
な
封

鎖
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
封
鎖
の
実
効
性
は
、
実
際
に
配
備
さ
れ
た
部
隊
の
規
模
、
侵
破
を
意
図
す
る
船
舶
の
感
じ
る
捕

獲
の
危
険
の
度
合
い
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
先
例
と
の
比
較
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

実
効
性
の
維
持
に
あ
た
り
、
利
用
で
き
る
手
段
は
、
合
法
な
戦
争
の
方
法
及
び
手
段
す
べ
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
上
艦
艇
の
み
で
な
く
、

潜
水
艦
や
航
空
機
に
加
え
、
今
日
で
は
、
Ｕ
Ａ
Ｖ
（U

nm
anned A

erial V
ehicles

）
や
Ｕ
Ｓ
Ｖ
（U

nm
anned Surface V

ehicles

）
に

よ
っ
て
も
、
実
効
性
は
維
持
さ
れ
る）
（３（
（

。
ま
た
、
将
来
的
に
、
サ
イ
バ
ー
的
手
段
に
よ
っ
て
も
、
実
効
性
の
維
持
は
行
わ
れ
う
る
だ
ろ
う）
（３６
（

。
た

だ
、
米
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
の
記
述
に
拘
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
捕
獲
を
行
い
得
な
い
手
段
の
み
に
よ
る
封
鎖
の
維
持
は
認
め

ら
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
封
鎖
側
の
採
り
う
る
手
段
が
技
術
の
発
達
に
よ
り
多
様
に
な
っ
た
よ
う
に
、
防
衛
側
の
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
沿
岸
至
近
で
の

封
鎖
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
に
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
る
沿
岸
か
ら
遠
隔
地
で
の
実
効
性
の
維
持
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
（３（
（

。
こ

の
こ
と
は
、
近
接
し
た
封
鎖
が
ま
す
ま
す
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
実
効
性
の
維
持
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
今
日
、
封
鎖
は
、
そ
の
要
求
さ
れ
る
戦
力
や
危
険
性
と
、
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
を
比
べ
た
場
合
、
も
は
や
合
理
的
な
戦
争
の
方
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六
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巻
六
号�

一
七
八

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
一
八

法
で
は
な
い
お
そ
れ
も
あ
る
。
実
際
、
両
次
大
戦
で
設
定
さ
れ
た
よ
う
な
大
規
模
な
封
鎖
の
設
定
は
も
は
や
困
難
で
あ
り
、
限
定
的
又
は
、

局
地
的
な
紛
争
で
し
か
封
鎖
は
行
い
得
な
い
と
の
主
張
も
あ
る）
（３８
（

。

　

ロ
ン
ド
ン
宣
言
は
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
の
実
施
可
能
な
範
囲
の
問
題
を
、
封
鎖
の
地
理
的
範
囲
を
広
く
と
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
捕
獲

に
あ
た
っ
て
は
封
鎖
線
の
侵
破
を
要
求
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
が
発
効
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
依
然

と
し
て
捕
獲
範
囲
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
両
次
大
戦
の
実
行
で
、
伝
統
的
な
封
鎖
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
後
の

実
行
は
、
限
定
的
な
武
力
紛
争
に
お
け
る
、
近
接
し
た
封
鎖
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
実
行
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
に
基
づ
く
封
鎖
の
実
施

が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

他
方
で
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
依
然
と
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
的
な
封
鎖
の
実
施
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
除
い
て
、
連
続
航
海
主

義
の
適
用
を
明
確
に
規
定
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
規
則
か
ら
、
広
範
な
捕
獲
権
の
行
使
が
示
唆
さ
れ
る
一
方
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
封
鎖

の
実
行
で
広
範
な
捕
獲
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
発
展
に
よ
り
、
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
必
要
性
と
均
衡
性
の
要
件

を
満
た
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
日
、
封
鎖
に
基
づ
く
捕
獲
権
の
行
使
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
一
七
条
に
規
定
す

る
よ
う
な
範
囲
で
し
か
実
施
で
き
な
い
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る）
（３９
（

。

（
（３（
）　H

einegg, su
p

ra
 note 98, pp.362-364.

（
（３６
）　

例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
の
、﹁
サ
イ
バ
ー
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
タ
リ
ン･
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂（T

allinn M
anual on the International L

aw
 applicable to C

yber 

W
arfare

）（
以
下
、
タ
リ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
）（M

. N
. Schm

itt ed., Ta
llin

n
 M

a
n

u
a

l on
 th

e In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 a
p

p
lica

ble to C
yber W

a
rfa

re, （C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 2013

））
は
、
サ
イ
バ
ー
的
手
段
に
よ
る
封
鎖
に
つ
い
て
、
規
則
六
七
及
び
六
八
に
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
リ
ン･

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
サ
イ
バ
ー
的

手
段
が
補
助
的
に
、
海
上
封
鎖
、
航
空
封
鎖
で
用
い
ら
れ
う
る
こ
と
に
加
え
て
、
技
術
の
発
達
が
航
空
封
鎖
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
、
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
地
域
と
の
通
信
を
、
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七
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二
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一
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サ
イ
バ
ー
的
に
遮
断
す
る
サ
イ
バ
ー
封
鎖
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（Ibid

., pp.196-198

）。

（
（３（
）　S

R
M

, para.96.1

（C
om

m
entary

）; C
om

m
a

n
d

er’s H
a

n
d

book, para.7.7.5; G
reen, su

p
ra

 note 96, p.178; H
einegg, su

p
ra

 note 2, p.214; 

ど
こ
ま
で
を
、

封
鎖
地
域
と
で
き
る
か
明
確
で
は
な
い
。

（
（３８
）　C

om
m

a
n

d
er’s H

a
n

d
book, para.7.7.5; G

reen, su
p

ra
 note 96, p.180; H

einegg, su
p

ra
 note 2, p.213; K

alshoven, su
p

ra
 note 39, p.274.

（
（３９
）　H

einegg, su
p

ra
 note 2, p.216.

三
．
人
道
的
要
件

１
．
封
鎖
の
人
道
的
影
響
と
制
限
の
試
み

　

封
鎖
は
、
封
鎖
地
域
と
外
部
と
の
交
通
を
遮
断
す
る
戦
争
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
封
鎖
地
域
の
住
民
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
避
け
え
な
い
。
封
鎖
は
、
海
上
経
済
戦
の
手
段
と
し
て
、
敵
国
の
経
済
を
弱
体
化
さ
せ
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
、
封
鎖
地
域
の
住
民

の
飢
餓
が
戦
争
の
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
両
次
大
戦
で
は
、
戦
争
を
早
期
に
終
結
さ
せ
る
た
め
と
し
て
、﹁
飢
餓
封
鎖
﹂
と

も
称
さ
れ
る
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
で
主
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
住
民
に
生
じ
た
損
害
で
は
な
く
中
立
国

通
商
の
権
利
侵
害
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
封
鎖
に
よ
り
飢
餓
や
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
が
欠
乏
し
た
場
合
で
も
、
交
戦
国
は
、
戦
争

の
必
要
性
や
戦
争
を
早
期
に
終
結
さ
せ
る
た
め
と
い
っ
た
理
由
に
基
づ
き
封
鎖
を
正
当
化
し
た）
（４０
（

。

　

第
二
次
大
戦
後
、
戦
争
の
影
響
か
ら
の
文
民
の
保
護
が
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
飢
餓
の
利
用
を
制
限
す
る
、
又
は
禁
じ
る
規
定
が
国
際
人

道
法
の
中
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
で
は
、
封
鎖
に
よ
る
文
民
へ
の
飢
餓
を
緩
和
す
る
た
め
に
、

文
民
条
約
で
、
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
追
加
議
定
書
で
は
、
よ
り

根
本
的
に
、
戦
争
の
方
法
及
び
手
段
と
し
て
の
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
止
し
た
。
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六
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一
八
〇

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
二
〇

（
（４０
）　

H
. L

au
terp

ach
t, “T

h
e P

roblem
 of th

e R
evision

 of th
e L

aw
 of W

ar,” B
ritish

 Y
ea

r B
ook of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.29, 

（1952

）, p
p

. 374-375; 

L
.N

urick, “T
he D

istinction betw
een C

om
batant and N

oncom
batant in the L

aw
 of W

ar,” A
m

erica
n

 Jou
rn

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
, V

ol.19 （1945

）, 

p.687.

２
．
国
際
人
道
法
に
よ
る
試
み

（
１
）
文
民
条
約
二
三
条

　

戦
争
の
影
響
に
対
す
る
住
民
の
一
般
的
保
護
と
し
て
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
文
民
条
約
二
三
条
は
、﹁
医
療
品
及
び
病

院
用
品
並
び
に
宗
教
上
の
行
事
に
必
要
な
物
品
﹂
や
、﹁
十
五
歳
未
満
の
児
童
及
び
妊
産
婦
に
あ
て
ら
れ
た
不
可
欠
の
食
糧
品
、
被
服
及
び

栄
養
剤
﹂
と
い
っ
た
送
付
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
た
。

　

二
三
条
の
規
定
に
つ
い
て
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
封
鎖
に
よ
る
不
幸
な
結
果
か
ら
文
民
を
救
済
す
る

た
め
の
規
定
で
あ
る
と
し
、
二
三
条
一
項
は
、
自
由
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
、
二
三
条
の
条
件
に
従
う
物
品
に
つ
い
て
捕
獲
で
き
な

い
こ
と
を
規
定
す
る
と
し
て
い
る）
（４（
（

。

　

二
三
条
は
自
由
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
す
る
一
方
で
、
四
項
で
送
付
品
の
通
過
に
あ
た
っ
て
、
技
術
的
条
件
を
課
す
こ
と
を
交
戦
国

に
認
め
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
技
術
的
条
件
の
例
と
し
て
、
送
付
品
の
検
査
、
通
過
の
時
間
及
び
ル
ー
ト
の
指
定
を
挙
げ

て
い
る）
（４２
（

。

　

ま
た
、
文
民
条
約
に
お
け
る
、
送
付
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
二
三
条
の
他
、
占
領
地
域
へ
の
送
付
品
の
通
過
を
認
め
る

義
務
を
規
定
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
五
九
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
も
言
及
が
あ
る）
（４３
（

。
封
鎖
は
、
敵
国
占
領
地
に
設
定
す
る
こ
と
が
出
来
る

た
め
、
占
領
地
域
に
対
し
て
も
封
鎖
は
設
定
さ
れ
う
る
。
五
九
条
は
、
送
付
品
の
検
査
、
通
過
の
時
間
及
び
ル
ー
ト
の
指
定
と
い
っ
た
条
件
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を
救
済
品
の
通
過
国
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
二
三
条
よ
り
も
、
限
定
さ
れ
た
条
件
の
み
を
課
す
こ
と
が
出
来

る
と
す
る
規
定
で
あ
る
。

（
２
）
第
一
追
加
議
定
書
五
四
条
一
項

　

一
九
四
九
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
締
結
さ
れ
た
後
も
、
戦
争
犠
牲
者
保
護
の
枠
組
み
を
拡
大
す
る
試
み
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
よ
り
続
け
ら

れ
、
そ
の
努
力
は
一
九
七
七
年
の
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
第
一
追
加
議
定
書
及
び
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
第
二
追
加

議
定
書
と
し
て
結
実
し
た
。

　

第
一
追
加
議
定
書
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
五
四
条
一
項
が
、﹁
戦
闘
の
方
法
と
し
て
文
民
を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
は
、
禁
止
す
る
﹂

と
し
て
戦
争
の
方
法
及
び
手
段
と
し
て
の
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
両
次
大
戦
で
行
わ

れ
た
よ
う
な
﹁
飢
餓
封
鎖
﹂
は
、
も
は
や
禁
じ
ら
れ
た
と
も
主
張
さ
れ
た）
（４４
（

。

　

し
か
し
、
第
一
追
加
議
定
書
の
条
文
構
成
上
、
五
四
条
一
項
は
封
鎖
へ
の
適
用
に
は
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
五
四
条
一
項
は
第
四

篇
第
一
部
の
規
定
と
し
て
、
適
用
の
範
囲
に
制
限
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
追
加
議
定
書
第
四
篇
第
一
部
の
適
用
に
つ
い
て

四
九
条
三
項
は
、﹁
こ
の
部
の
規
定
は
、
陸
上
の
文
民
た
る
住
民
、
個
々
の
文
民
又
は
民
用
物
に
影
響
を
及
ぼ
す
陸
戦
、
空
戦
又
は
海
戦
に

つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
陸
上
の
目
標
に
対
し
て
海
又
は
空
か
ら
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
攻
撃
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
﹂
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
陸
上
の
目
標
に
対
す
る
海
上
戦
力
に
よ
る
攻
撃
に
加
え
、
海
上
経
済
戦
の
よ
う
に
、
間
接
的
に
文
民
に
影
響
を
及

ぼ
す
戦
争
の
方
法
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
四
九
条
三
項
は
但
書
で
、﹁
こ
の
部
の
規
定
は
、
海
上
又
は
空
中
の
武

力
紛
争
の
際
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
諸
規
則
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
﹂
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
は
た
し
て
、
五
四
条
一
項
を

含
む
第
四
編
一
部
の
規
定
は
、
海
上
経
済
戦
を
規
律
す
る
規
則
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
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Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
五
四
条
一
項
の
封
鎖
へ
の
適
用
に
は
否
定
的
で
あ
る）
（４（
（

。
実
際
、
起
草
過
程
に
お
い
て
、
五
四
条
一
項
を

含
む
、
第
四
篇
一
部
の
海
戦）
（４６
（

へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
見
解
が
多
く
を
占
め
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
を
始
め
と
す
る
海
軍
国
は
、

海
戦
に
第
一
追
加
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
海
上
経
済
戦
ま
で
も
が
規
律
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た）
（４（
（

。
ま
た
、
海
戦
法

規
が
非
常
に
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
簡
明
さ
を
保
持
す
べ
き
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
に
な
じ
ま
な
い
こ
と）
（４８
（

、
海
上
経
済
戦
に
よ
る
文
民

の
影
響
が
、
そ
れ
ら
を
規
律
す
る
慣
習
法
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た）
（４９
（

。

　

起
草
過
程
か
ら
見
る
と
、
但
書
は
、
海
上
経
済
戦
へ
の
追
加
議
定
書
の
適
用
を
避
け
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る）
（（０
（

。

　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
止
す
る
規
定
が
封
鎖
に
適
用
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
封
鎖
の
定
義

や
要
件
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
封
鎖
の
設
定
の
た
め
に
は
期
間
及
び
範
囲
の
宣
言
が
必
要
で
あ
り
、
封
鎖
は
実
効
的
で
公
平
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い）
（（（
（

。
さ
ら
に
、
封
鎖
へ
の
制
限
に
と
し
て
、
封
鎖
が
敵
へ
の
補
給
を
遮
断
す
る
た
め
の
敵
対
行
為
で
あ
り
文
民
の
飢
餓
を
目
的
と

す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
文
民
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
次
に
説
明
す
る
七
〇
条
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る）
（（２
（

。

（
３
）
第
一
追
加
議
定
書
七
〇
条

　

七
〇
条
は
、
占
領
地
域
外
に
お
け
る
救
済
活
動
の
一
環
と
し
て
、
救
済
品
の
通
過
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
七
〇
条
は
、
第
一
追
加
議
定

書
六
九
条
に
規
定
さ
れ
る
、﹁
生
存
に
不
可
欠
な
被
服
、
寝
具
、
避
難
の
た
め
の
手
段
そ
の
他
の
需
品
及
び
宗
教
上
の
行
事
に
必
要
な
物
品
﹂

が
、﹁
適
切
に
供
給
さ
れ
な
い
﹂
時
、﹁
性
質
上
人
道
的
か
つ
公
平
な
救
済
活
動
﹂
が
、﹁
不
利
な
差
別
﹂
な
く
提
供
さ
れ
る
場
合
に
そ
の
通

過
を
認
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

　

文
民
条
約
二
三
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
技
術
的
条
件
の
規
定
は
、
七
〇
条
に
も
引
き
継
が
れ
、
そ
の
内
容
も
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
た）
（（３
（

。

さ
ら
に
、
同
様
の
規
定
を
設
け
た
第
二
追
加
議
定
書
草
案
三
三
条）
（（４
（

の
起
草
過
程
で
は
、
技
術
的
条
件
に
多
く
の
事
項
が
含
ま
れ
て
お
り
、
通
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過
し
た
救
済
品
が
そ
の
目
的
に
反
し
て
配
布
さ
れ
る
場
合
に
も
通
過
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た）
（（（
（

。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー

で
も
、
技
術
的
条
件
の
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
交
戦
国
が
技
術
的
条
件
を
課
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
自
体
が
議
論
の
対
象
と
さ
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
第
一
追
加
議
定
書
七
〇
条
で
は
、
文
民
条
約
二
三
条
の
規
定
と
異
な
り
関
係
国
に
よ
る
受
け
入
れ
の
同
意
が
要
求
さ
れ
る
。

七
〇
条
の
規
定
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
第
四
編
第
一
部
の
規
定
で
な
い
こ
と
か
ら
、
条
約
の
構
成
上
、
四
九
条
の
影
響
を
受
け
ず
、
封
鎖

の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
七
〇
条
の
文
言
上
、
封
鎖
地
域
の
文
民
に
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
明

確
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
（（６
（

。

（
４
）
第
二
追
加
議
定
書
一
四
条

　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
書
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犠
牲
者
保
護
を
目
的
と
し
た
条
約
で
あ
り
、
一
条
に
定

め
ら
れ
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

　

第
二
追
加
議
定
書
一
四
条
二
項
は
、
戦
争
の
方
法
と
し
て
文
民
を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
第
一
追
加
議
定
書
五
四
条

で
、
封
鎖
へ
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
の
と
同
様
に
、
第
二
追
加
議
定
書
一
四
条
の
規
定
が
封
鎖
に
適
用
さ
れ
る
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン

タ
リ
ー
は
説
明
し
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
封
鎖
が
依
然
と
し
て
合
法
な
戦
争
の
方
法
で
あ
り
、
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で
包
囲
す
る
部
隊
が
文
民
を

餓
死
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
る
規
定
は
な
い
と
し
て
い
る）
（（（
（

。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
軍
事
的
必
要
性
に
よ
っ
て
、
文
民
に

対
す
る
飢
餓
の
利
用
が
正
当
化
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、一
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
救
済
活
動
を
認
め
る
義
務
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
四
条
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る）
（（８
（

。
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（
５
）
第
二
追
加
議
定
書
一
八
条

　

第
二
追
加
議
定
書
一
八
条
一
項
は
、
締
約
国
内
の
救
済
団
体
に
よ
る
救
済
活
動
を
、
同
二
項
は
国
際
的
な
救
済
活
動
を
規
定
し
て
い
る
。

一
八
条
二
項
は
、﹁
専
ら
人
道
的
で
公
平
な
性
質
を
有
し
、
か
つ
、
不
利
な
差
別
﹂
の
な
い
救
済
活
動
が
、﹁
文
民
た
る
住
民
が
食
糧
、
医
療

用
品
等
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
の
欠
乏
の
た
め
著
し
い
苦
難
を
被
っ
て
い
る
場
合
﹂
に
関
係
締
約
国
の
同
意
を
条
件
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

一
八
条
は
、
当
事
国
が
同
意
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
条
件
を
課
し
う
る
か
規
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お

い
て
も
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た）
（（９
（

。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
一
八
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
封
鎖
の
場
合
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い）
（６０
（

。

（
（４（
）　J.S.P

ictet, ed., G
en

eva
 C
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ven
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 R
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tive to th

e P
rotection

 of C
ivilia

n
 P
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s in
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im
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a

r: C
om

m
en

ta
ry, （IC

R
C

, 1960

）, pp.178-179, 

181 （G
C

 IV, C
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m
entary

）.

（
（４２
）　Ibid

., p.184.

（
（４３
）　Ibid

., pp.321-322.

（
（４４
）　G

reen, su
p

ra
 note 96, p.179; R

auch, su
p

ra
 note 86, pp.93-94; N

. R
onzitti, “T

he C
risis of the T

raditional L
aw

 R
egulating International A

rm
ed 

C
on

flict at S
ea an

d
 th

e N
eed

 for its R
evision

,” in
 N

. R
on

zitti ed
., “ T

h
e L

a
w

 of N
a

va
l W

a
rfa

re,” 

（N
ijh

off, 1988

）, p
.35; M

. B
oth

e “1977 G
en

eva 

P
rotocol I A

dditional to the G
eneva C

onventions of 12 A
ugust 1949, and R

elating to the P
rotection of V

ictim
s of International A

rm
ed C

onflict-

C
om

m
entary,” in N

. R
onzitti ed., “ T

h
e L

a
w

 of N
a

va
l W

a
rfa

re,” （N
ijhoff, 1988

）.

（
（４（
）　Y. Sandoz, et al., eds., C

om
m

en
ta

ry on
 th

e A
d

d
ition

a
l P

rotocols of 8 Ju
n

e 1977 to th
e G

en
eva

 C
on

ven
tion

s of 12 A
u

gu
st 1949 

（N
ijhoff, 

1987

）, （A
P

I C
om

m
entary

）, para.2092.

（
（４６
）　

通
常
、
海
戦
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
際
に
は
海
上
兵
力
の
間
で
の
戦
闘
や
陸
戦
の
支
援
と
い
っ
た
直
接
の
戦
闘
と
、
敵
国
及
び
中
立
国
に
影
響
を
与
え
る
海
上
経
済
戦
と

い
う
両
方
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
（
榎
本
重
治
﹁
海
戦
﹂
国
際
法
学
会
編
﹃
国
際
法
講
座　

三
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
一
四
五

－

一
四
六
頁
）。
前
者
は
攻
撃
、
つ

ま
り
明
確
な
﹁
暴
力
行
為
﹂
に
よ
り
戦
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
扱
う
国
際
法
上
の
封
鎖
を
含
む
後
者
の
海
上
経
済
戦
は
、
主
と
し
て
捕
獲
を
通
し
て
戦
わ
れ
、﹁
強
制
行
為
﹂（H

. 

M
eyrow

itz, “L
e P

rotocole ad
d

ition
n

el I au
x

 C
on

ven
tion

s d
e G

en
ève d

e 1949 et le d
roit d

e la gu
erre m

aritim
e,” R

ev
u

e gén
éra

le d
e d

roit 
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）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
八
五

二
〇
二
五

in
tern

a
tion

a
l p

u
blic, Tom

e.89 N
o.2 （1985

）, p.261

）
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。（
真
山
全
﹁
一
九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定
書
と
海
戦
︱
四
九
条
を
中
心
に
︱
﹂﹃
甲
南

法
学
﹄
二
七
巻
三
・
四
合
併
号
（
一
九
八
七
年
）
三
三

－

三
四
頁
）。

（
（４（
）　IC

R
C

, O
fficia

l R
ecord

s of th
e D

ip
lom

a
tic C

on
feren

ce on
 th

e R
ea

ffirm
a

tion
 a

n
d

 D
evelop

m
en

t of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 

A
p

p
lica

ble in
 A

rm
ed

 C
on

flicts, 1974-1977, V
ol.14, （1978

）, p.22.

（
（４８
）　Ibid

., p.29.

（
（４９
）　IC

R
C

, O
fficia

l R
ecord

s of th
e D

ip
lom

a
tic C

on
feren

ce on
 th

e R
ea

ffirm
a

tion
 a

n
d

 D
evelop

m
en

t of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 

A
p

p
lica

ble in
 A

rm
ed

 C
on

flicts, 1974-1977, V
ol. 15, （1978

）, p.328.

（
（（０
）　

た
だ
し
、四
九
条
三
項
の
、﹁
文
民
に
影
響
を
及
ぼ
す
﹂
と
い
う
文
言
の
解
釈
か
ら
、第
四
編
第
一
部
の
規
定
が
海
上
経
済
戦
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
主
張
も
あ
る
（R

auch, 

su
p

ra
 note 86, pp.58-60; H

einegg, su
p

ra
 note 2, pp.216-217

）。
ラ
ウ
ホ
は
、
四
十
九
条
の
適
用
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
、
四
九
条
三
項
は
攻
撃
に
加
え
て
、
海
戦

と
い
う
語
を
用
い
て
お
り
、
海
戦
と
い
う
語
に
は
海
上
経
済
戦
を
含
む
す
べ
て
の
海
上
で
の
作
戦
行
動
が
含
ま
れ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
四
九
条
一
項
の
規
定
は
海
上
経
済
戦

を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
四
編
一
部
の
規
定
が
海
上
経
済
戦
に
も
適
用
さ
れ
る
場
合
、
伝
統
的
な
海
上
経
済
戦
措
置
は
、
大
き
な
制
約
が

課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ウ
ホ
は
さ
ら
に
、
四
九
条
四
項
の
規
定
は
第
四
編
一
部
の
規
定
が
海
戦
法
規
に
反
映
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
（R

auch, 

su
p

ra
 n

ote 86, p
.58; E

.R
au

ch
, “L

e d
roit con

tem
p

orain
 d

e la gu
erre m

aritim
e -qu

elqu
es p

roblèm
es créés p

ar le P
rotocole ad

d
ition

n
el I d

e 

1977, ” R
evu

e gén
éra

le d
e d

roit in
tern

a
tion

a
l p

u
blic, Tom

e.89 N
o.4, 

（1985

）, p.968

）。
他
方
で
、
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
、
既
に
述
べ
た
四
九
条
の
起

草
過
程
か
ら
、海
上
封
鎖
に
五
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（M

eyrow
itz, su

p
ra

 note 146, p.254

）。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
も
、

第
一
追
加
議
定
書
第
四
篇
一
部
の
規
定
の
海
戦
へ
の
適
用
範
囲
は
明
確
で
な
く
、
限
定
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（S

R
M

, pp.5, 62

）。

（
（（（
）　A

P
I C

om
m

en
ta

ry, para.2094.

（
（（２
）　Ibid

., para.2095. 

（
（（３
）　Ibid

., p.824.

（
（（４
）　

第
二
追
加
議
定
書
草
案
三
三
条
は
七
〇
条
と
同
様
の
規
定
が
予
定
さ
れ
て
い
た
（IC

R
C

, O
fficia

l R
ecord

s of th
e D

ip
lom

a
tic C

on
feren

ce on
 th

e 

R
ea

ffirm
a

tion
 a

n
d

 D
evelop

m
en

t of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 A
p

p
lica

ble in
 A

rm
ed

 C
on

flicts, 1974-1977, V
ol. 1 （1978

）, p.43

）。

（
（（（
）　IC

R
C

, O
fficia

l R
ecord

s of th
e D

ip
lom

a
tic C

on
feren

ce on
 th

e R
ea

ffirm
a

tion
 a

n
d

 D
evelop

m
en

t of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

 

A
p

p
lica

ble in
 A

rm
ed

 C
on

flicts, 1974-1977, V
ol. 12

（1978

）, p.414.
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社
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学　

六
六
巻
六
号�

一
八
六

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
二
六

（
（（６
）　S

R
M

, para.103.2

（C
om

m
entary

）.
（
（（（
）　A

P
I C

om
m

en
ta

ry, para.4797.
（
（（８
）　Ibid

., para.4798.

（
（（９
）　Ibid

., pp.1475-1487.

（
（６０
）　Ibid

.

３
．
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
け
る
人
道
的
要
件

　

一
九
四
九
年
の
文
民
条
約
は
、
封
鎖
地
域
へ
の
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
第
一
追
加
議
定
書
五
四
条
一
項
が
、
封
鎖
を
含
む

海
上
経
済
戦
に
適
用
さ
れ
る
か
明
確
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

第
一
追
加
議
定
書
の
発
効
後
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
が
慣
習
法
化
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
一
方
で）
（６（
（

、
攻
囲
や
封
鎖
と
い

っ
た
戦
争
の
方
法
に
お
い
て
、
飢
餓
の
利
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る）
（６２
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ン
レ

モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
起
草
時
に
は
、
こ
れ
ら
人
道
規
則
の
発
展
は
海
戦
法
規
に
影
響
を
与
え
、
封
鎖
に
お
い
て
も
人
道
的
要
件
を
満
た
す
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
（６３
（

。

　

一
九
九
四
年
の
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
海
戦
法
規
の
国
際
的
な
成
文
化
文
書
と
し
て
初
め
て
、
封
鎖
に
お
け
る
人
道
的
要
件
を
規
定

し
て
い
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
封
鎖
に
つ
い
て
規
定
し
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
以
下
に
お
い
て
人
道
的
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
、
人
道
的
要
件
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
要
件
の
場
合
と
同
様
に
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
各
国
の
武
力
紛
争
法

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
検
討
し
た
い
。
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際
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に
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け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
八
七

二
〇
二
七

（
１
）
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
封
鎖
に
よ
る
飢
餓
に
基
づ
く
文
民
へ
の
損
害
を
避
け
る
た
め
に
、（
ａ
）
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
（the sole 

purpose
）
と
し
た
封
鎖
の
禁
止
、（
ｂ
）
均
衡
性
を
失
す
る
封
鎖
の
禁
止
を
規
定
す
る
こ
と
で
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
し
た
封
鎖
の
設
定
は
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
意
図
的
な
攻
撃
と
し
て
明
確
に
禁
じ
ら
れ
る）
（６４
（

。
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇

二　
（
ｂ
）
の
規
定
は
、
封
鎖
が
軍
事
的
利
益
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
比
例
原
則
に
反
す
る
過
度
な
損
害
が
生
じ
る
場
合
、

封
鎖
が
違
法
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）
（６（
（

。

　

パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
は
、
第
一
追
加
議
定
書
五
四
条
一
項
に
影
響
を
受
け
た
規
定
で
あ
る）
（６６
（

。
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
全
て
の
飢
餓
を
も
た

ら
す
封
鎖
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
飢
餓
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
三
及
び
一
〇
四
に
規
定
さ
れ
る
、
救
済
品
の
通

過
を
許
可
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
封
鎖
は
合
法
に
維
持
さ
れ
る）
（６（
（

。

　

ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
封
鎖
の
要
件
に
つ
い
て
規
定
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
二
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・

二
・
五
で
、
文
民
を
飢
餓
の
状
態
に
置
く
こ
と
、
ま
た
は
、
文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
を
与
え
な
い
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖

を
禁
じ
て
い
る
。
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
様
の
規
定
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
軍
及
び
、
カ
ナ
ダ

軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
他
に
も
（
英
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
・
七
四
、
加
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
五
〇
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
の
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
お
い
て
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る）
（６８
（

。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
飢
餓
を
唯
一
の
（sole

）
目
的
と
す
る
場
合
だ
け

で
な
く
、
飢
餓
が
主
要
な
（prim

ary

）
目
的
で
あ
る
場
合
に
も
当
該
封
鎖
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る）
（６９
（

。

　

ド
イ
ツ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
第
一
追
加
議
定
書
五
四
条
一
項
に
言
及
し
、
封
鎖
に
お
け
る
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
止
し
て
い

る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
五
一
）。
イ
タ
リ
ア
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
同
様
に
、
封
鎖
に
お
け
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
じ
て
い
る
（
三
八
条
）。
フ
ラ

ン
ス
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
な
い
。
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六
六
巻
六
号�

一
八
八

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
二
八

（
２
） 　

救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
救
済
品
の
通
過
を
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
三
及
び
一
〇
四
で
規
定
し
て
い
る
。
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
三
は
、
文

民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
四
は
、
医
療
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
で
、
封
鎖
国
に
は
、
救
済
品
の
通
過
に
際
し
て
捜
索
を
含
む
技
術
的
条
件
を
課
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
三
は
、
封
鎖
国
に
技
術
的
条
件
の
設
定
に
加
え
て
救
済
品
の
公
正
な
配
分
に
つ
い
て
利
益
保
護
国
や
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
よ
う

な
組
織
に
よ
る
保
証
を
条
件
と
し
て
要
求
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
追
加
議

定
書
の
七
〇
条
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）
（（０
（

。

　

ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
七
・
七
・
三
で
規
定
し
て
い
る
。
同
パ
ラ

グ
ラ
フ
は
、
封
鎖
地
域
を
例
外
的
に
出
入
り
で
き
る
場
合
を
規
定
し
て
お
り
、
救
済
品
通
過
が
技
術
的
条
件
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

許
可
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
封
鎖
に
際
し
て
参
照
す
べ
き
条
文
と
し
て
、

文
民
条
約
の
二
三
条
、
第
一
追
加
議
定
書
の
七
〇
条
を
挙
げ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
軍
及
び
イ
タ
リ
ア
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
も
、
封
鎖
に

お
け
る
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
は
規
定
さ
れ
て
お
り
、ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
が
言
及
さ
れ
て
い
る（
独

パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
五
一
、伊
三
八
条
）。
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
一
様
に
、封
鎖
国
が
技
術
的
条
件
を
課
せ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
（６（
）　M

. J. M
ichael “C

ustom
ary L

aw
 and A

dditional P
rotocol I to the G

eneva C
onventions for P

rotection of W
ar V

ictim
s: F

uture D
irections in L

ight of 

the U
.S. D

ecision N
ot to R

atify,” A
m

erica
n

 S
ociety of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 P

roceed
in

gs A
n

n
u

a
l M

eetin
gs, V

ol.81 

（1987

）, pp.29-30; H
ans-P

eter 

G
asser, “C

ustom
ary L

aw
 and A

dditional P
rotocol I to the G

eneva C
onventions for P

rotection of W
ar V

ictim
s: F

uture D
irections in L

ight of the U
.S. 

D
ecision N

ot to R
atify,” A

m
erica

n
 S

ociety of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 P
roceed

in
gs A

n
n

u
a

l M
eetin

gs, V
ol.81 （1987

）, pp.33-34.
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二
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（
（６２
）　G

. R
oberts, “C

ustom
ary L

aw
 and A

dditional P
rotocol I to the G

eneva C
onventions for P

rotection of W
ar V

ictim
s: F

uture D
irections in L

ight of 

the U
.S. D

ecision N
ot to R

atify, ”A
m

erica
n

 S
ociety of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 P

roceed
in

gs A
n

n
u

a
l M

eetin
gs, V

ol.81 （1987

）, p.40; B
. M

. C
arnahan, 

“C
u

stom
ary L

aw
 an

d
 A

d
d

ition
al P

rotocol I to th
e G

en
eva C

on
ven

tion
s for P

rotection
 of W

ar V
ictim

s: F
u

tu
re D

irection
s in

 L
igh

t of th
e U

.S
. 

D
ecision N

ot to R
atify, ”A

m
erica

n
 S

ociety of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 P
roceed

in
gs A

n
n

u
a

l M
eetin

gs, Vol.81 （1987

）, p.42.

（
（６３
）　H

. S. L
evie, “M

eans and M
ethods of C

om
bat at Sea, ”S

yra
cu

se Jou
rn

a
l of In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 a

n
d

 C
om

m
erce, vol.14 （1987-1988

）, pp.730-732.

（
（６４
）　G

. J. F. van H
egelsom

, “Introductory R
eport: M

ethods and M
eans of C

om
bat, in N

aval W
arfare, ” in W

.H
eintschel v. H

einegg ed., M
eth

od
s a

n
d

 

M
ea

n
s of C

om
ba

t in
 N

a
va

l W
a

rfa
re （U

V
B

-U
niversitätsverlag D

r. N
. B

rockm
eyer, 1992

）, p.46.

（
（６（
）　S

R
M

, para.102.4
（C

om
m

entary

）.

（
（６６
）　Ibid

., para.102.1

（C
om

m
entary

）.

（
（６（
）　Ibid

., para.102.3

（C
om

m
entary

）.

（
（６８
）　Jean

-M
arie H

en
ckaerts an

d
 L

ou
ise D

osw
ald

-B
eck ed

s., C
u

stom
a

ry
 In

tern
a

tion
a

l H
u

m
a

n
ita

ria
n

 L
a

w
 

（C
am

b
rid

ge U
n

iversity P
ress, 

C
am

bridge 2005

）V
ol.2, p.1144; 

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
ペ
ル
ー
軍
の
新
し
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
、
慣
習
国
際
人
道
法
研
究
出
版
後
の
実
行
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
（available at: https://w

w
w

.icrc.org/custom
ary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule53, （accessed 18 N

ovem
ber 2014

））。

（
（６９
）　Ibid

., p.1145; 

Ａ
Ｍ
Ｗ
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
、
同
様
の
規
定
を
有
す
る
（A

M
W

 M
a

n
u

a
l, paras.157 （a

）, 157 （b

））。

（
（（０
）　S

R
M

., para.103.1

（C
om

m
entary

）; 

同
様
の
規
定
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
様
の
規
定
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
軍
、
及
び
カ
ナ
ダ
軍
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
の
み
規

定
さ
れ
て
い
る
（
英
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
三
・
七
五
、
加
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
五
一
）。

４
．
人
道
的
要
件
：
ま
と
め

　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
そ
の
追
加
議
定
書
の
規
定
や
、
二
〇
〇
五
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
編
集
し
、
刊
行
し
た
慣
習
国
際
人
道
法
研
究
の
結

論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
陸
戦
に
お
い
て
は
、
攻
囲
で
あ
っ
て
も
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る）
（（（
（

。
さ
ら
に
、
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
慣
習
国
際
人
道
法
研
究
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
が
、
封
鎖
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る）
（（２
（

。
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現
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国
際
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海
上
封
鎖

二
〇
三
〇

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
各
国
軍
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
こ
の
、
封
鎖
に
お
け
る
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止

を
、
文
民
の
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
及
び
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
封
鎖
の
禁
止
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
封
鎖
に
よ
っ
て
生
じ
る
文
民
へ
の
損
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
封
鎖
国
に
は
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る

義
務
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る）
（（３
（

。

　

問
題
は
、文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
じ
た
規
定
が
実
効
性
に
乏
し
い
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
殆
ど
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
、

封
鎖
の
目
的
の
中
に
飢
餓
が
含
ま
れ
る
こ
と
自
体
を
禁
じ
て
い
な
い
。
実
際
の
封
鎖
に
お
い
て
は
、
敵
軍
の
補
給
の
遮
断
や
敵
国
経
済
の
圧

迫
と
い
っ
た
様
々
な
目
的
が
同
時
に
追
求
さ
れ
、
そ
の
中
に
文
民
へ
の
飢
餓
も
含
ま
れ
う
る
。
そ
の
た
め
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
各

国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
、﹁
唯
一
の
目
的
﹂（the sole purpose

）
の
文
言
で
は
、
こ
う
し
た
複
合
的

な
目
的
を
有
す
る
封
鎖
を
禁
止
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
要
件
が
適
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
非
常
に
高
い
敷
居
が
あ
る
と
い
え
る
。

他
方
で
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
封
鎖
の
禁
止
に
つ
い
て
も
、
規
則
の
明
確
性
に
欠
け
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
特
定

的
な
規
則
や
明
確
性
に
欠
く
規
則
は
、
実
効
性
を
欠
く
恐
れ
が
あ
る）
（（４
（

。

　

人
道
的
要
件
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
人
道
的
要
件
に
反
す
る
封
鎖
の
法
的
効
果
で
あ
る
。
伝
統
的
要
件
で
は
、
例
え
ば
、
有
効

に
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
封
鎖
や
、
実
効
性
に
欠
く
封
鎖
の
場
合
に
、
封
鎖
自
体
が
無
効
と
さ
れ
、
一
切
の
捕
獲
が
違
法
と
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
封
鎖
の
伝
統
的
要
件
の
法
的
効
果
は
、
中
立
国
通
商
の
保
護
と
交
戦
国
の
要
求
の
バ
ラ
ン
ス
の
結
果
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
章

で
検
討
し
た
人
道
的
要
件
は
、
紛
争
犠
牲
者
の
保
護
と
交
戦
国
の
要
求
を
バ
ラ
ン
ス
す
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
要
件
と
は
そ
の
出
自
を
異

に
す
る
。
人
道
的
要
件
に
反
す
る
封
鎖
の
場
合
に
も
、
伝
統
的
要
件
の
場
合
と
同
様
に
要
件
を
満
た
さ
な
い
封
鎖
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
法

的
効
果
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
に
あ
た
る
封
鎖
を
無
効
と
し
、
救
済
品
の
通
過
義
務
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二
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に
反
す
る
捕
獲
を
違
法
な
捕
獲
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
は
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
を
封
鎖
の
有
効

な
設
定
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
扱
い
、
救
済
品
の
通
過
義
務
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
改
め
、
封
鎖
地
域
を
出
入
り
で
き
る
場
合
を
規
定
す
る
パ
ラ
グ

ラ
フ
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。

　

封
鎖
の
人
道
的
要
件
の
法
的
効
果
と
し
て
、
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
封
鎖
や
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
に
至
っ
た
封
鎖
の

法
的
効
果
と
し
て
は
、封
鎖
の
設
定
や
維
持
に
関
す
る
伝
統
的
要
件
に
反
し
た
場
合
と
同
様
に
設
定
さ
れ
た
封
鎖
を
無
効
に
導
く
。
従
っ
て
、

文
民
に
影
響
を
与
え
る
貨
物
を
積
載
す
る
船
舶
だ
け
で
な
く
、
封
鎖
に
基
づ
く
、
全
て
の
捕
獲
が
違
法
な
捕
獲
と
な
る
。
他
方
で
、
救
済
品

を
積
載
し
通
過
の
要
件
を
満
た
す
船
舶
の
捕
獲
は
違
法
な
捕
獲
で
あ
り
、
当
該
船
舶
は
釈
放
の
対
象
と
な
る
が
、
封
鎖
全
体
の
無
効
を
導
く

わ
け
で
は
な
い
。
救
済
品
の
通
過
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
鎖
の
影
響
が
均
衡
原
則
に
反
し
て
初
め
て
封
鎖
は
無
効
と
な
る
。

（
（（（
）　D

instein, su
p

ra
 note 5, pp.150-151.

（
（（２
）　

慣
習
国
際
人
道
法
研
究
は
、
規
則
五
三
で
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
を
確
認
し
て
い
る
。
同
規
則
で
は
、
封
鎖
に
対
し
て
も
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁

止
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（H

enckaerts, su
p

ra
 note 24, pp.186-189

）。

（
（（３
）　

慣
習
国
際
人
道
法
研
究
も
、
規
則
五
三
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、
封
鎖
に
よ
り
文
民
の
間
に
飢
餓
が
生
じ
た
場
合
、
封
鎖
国
は
救
済
品
を
通
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
、
述
べ
て
い
る
（Ibid

., p.189

）。
ま
た
、
封
鎖
国
が
救
済
品
の
通
過
を
認
め
た
実
行
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
二
〇
〇
六
年
の
レ
バ
ノ
ン
進
攻
に
際
し
て
設
定
し

た
封
鎖
で
、
救
済
品
の
通
過
と
外
国
人
の
避
難
を
目
的
と
し
た
﹁
人
道
回
廊
﹂
が
設
定
さ
れ
た
例
が
あ
る
（N

.R
onzitti, “T

he 2006 C
onflict in L

ebanon and 

International L
aw

,” Ita
lia

n
 Yea

rbook of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, V
ol.16 （2006

）, p.14.

）。

（
（（４
）　

特
に
、人
道
的
要
件
は
、伝
統
的
要
件
に
お
け
る
実
効
性
の
要
件
の
場
合
と
は
異
な
り
、参
考
す
る
こ
と
の
出
来
る
実
行
に
欠
け
る
た
め
、問
題
は
よ
り
大
き
い
と
も
言
え
る
。

国
際
法
規
則
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
、
浅
田
正
彦
﹁
国
際
法
に
お
け
る
規
則
の
明
確
性
と
実
効
性--

兵
器
の
使
用
規
制
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
﹄
三
七
巻
一

号
（
一
九
八
七
年
）
八
二

－

九
一
頁
参
照
。
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二
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三
二

四
．「
ガ
ザ
の
自
由
」
船
団
事
件

１
．
事
件
と
そ
の
前
提
と
な
る
事
実

（
１
）
ガ
ザ
回
廊）
（（（
（

の
人
道
状
況

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
〇
六
年
に
ハ
マ
ス
が
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議
会
選
挙
で
過
半
数
を
制
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
ガ
ザ
回
廊
に
対
し
て

一
連
の
政
治
的
、
経
済
的
措
置
を
講
じ
て
い
る）
（（６
（

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
に
、
ハ
マ
ス
が
ガ
ザ
回
廊
を
実
効
的
に
支
配
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
ガ
ザ
回
廊
を
﹁
敵
対
地
域
﹂
と
し
て
宣
言
し
、
ガ
ザ
回
廊
に
お
け
る
﹁
封
鎖
政
策
﹂
を
さ
ら
に
強
化
し
た
。
ガ
ザ
回
廊
の

出
入
り
に
は
、
境
界
線
に
設
け
ら
れ
た
検
問
所
を
通
過
す
る
必
要
が
あ
る
。
検
問
所
は
合
計
で
六
つ
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
五
つ
が
イ
ス
ラ
エ

ル
と
ガ
ザ
回
廊
を
つ
な
ぎ）
（（（
（

、
一
つ
が
エ
ジ
プ
ト
と
ガ
ザ
回
廊
を
結
ん
で
い
る
。
二
〇
〇
九
年
一
月
に
封
鎖
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、
イ
ス
ラ
エ

ル
は
、
そ
れ
ら
五
つ
の
検
問
所）
（（８
（

に
お
け
る
規
制
を
強
化
し
た）
（（９
（

。
ガ
ザ
回
廊
と
エ
ジ
プ
ト
を
結
ぶ
一
つ
の
検
問
所
を
除
き）
（８０
（

、
他
の
全
て
の
検
問

所
は
、
ガ
ザ
回
廊
と
ヨ
ル
ダ
ン
河
西
岸
地
区
を
管
理
す
る
、
政
府
活
動
調
整
官）
（８（
（

の
下
で
ガ
ザ
回
廊
地
方
連
絡
事
務
所
が
運
営
し
て
い
る）
（８２
（

。

　

国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
の
﹁
封
鎖
政
策
﹂
の
影
響
と
し
て
、
ガ
ザ
回
廊
の
住
民
の
う
ち
食
料
供
給
が
不
安
定

な
者
の
割
合
が
二
〇
〇
八
年
時
点
で
の
五
六
％
か
ら
、
二
〇
〇
九
年
に
は
七
五
％
に
上
昇
し
た
と
し
て
い
る
。
ガ
ザ
回
廊
に
お
け
る
食
糧
供

給
は
不
安
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
貧
困
、
農
業
基
盤
の
破
壊
、
そ
し
て
食
料
品
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）
（８３
（

。
加
え

て
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
キ
ャ
ス
ト
リ
ー
ド
作
戦
に
よ
っ
て
三
五
〇
〇
軒
近
く
の
住
居
が
破
壊
さ
れ
、
二
九

〇
〇
軒
近
い
住
居
が
深
刻
な
損
害
を
受
け
た
が
、
建
築
資
材
の
不
足
に
よ
り
再
建
は
な
さ
れ
て
い
な
い）
（８４
（

。

　

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
〇
一
〇
年
の
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
に
お
い
て
、
ガ
ザ
回
廊
の
状
況
に
つ
い
て
、﹁
封
鎖
政
策
﹂
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
計

の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
電
力
供
給
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と
、
下
水
シ
ス
テ
ム
の
能
力
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
公
衆
衛
生
に
懸
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二
〇
三
三

念
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）
（８（
（

。

（
２
）
海
上
封
鎖
の
設
定

　

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
、﹁
敵
対
地
域
﹂
宣
言
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
に
対
し
て
、
ガ
ザ
回
廊
か
ら
ロ
ケ
ッ
ト
及
び
迫

撃
砲
に
よ
る
攻
撃
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
攻
撃
に
用
い
ら
れ
た
武
器
及
び
弾
薬
は
主
と
し
て
海
上
か
ら
持
ち
込
ま
れ
て
い
た）
（８６
（

。

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
で
、
問
題
と
な
る
海
上
封
鎖
の
設
定
以
前
に
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
海
上
か
ら
の
武
器
及
び
弾
薬
の
流
入
を
阻

止
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
区
域
を
設
定
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
二
〇
〇
七
年
に
ガ
ザ
回
廊
の
沿
岸
二
〇
海
里
を
﹁
敵
対
海
域
﹂

（H
ostile Z

one

）
と
指
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、﹁
戦
闘
海
域
﹂（C

om
bat Z

one

）
を
指
定
し
た）
（８（
（

。
二
〇
〇
八
年
八

月
一
三
日
に
発
布
さ
れ
た
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｍ
Ａ
Ｒ
（N
otices to M

ariners

）
）
（８８
（

で
は
、
外
国
船
舶
に
ガ
ザ
回
廊
の
沖
合
へ
の
侵
入
を
止
め
る
よ
う
呼

び
か
け
が
行
わ
れ
た）
（８９
（

。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
こ
れ
ら
一
連
の
措
置
は
そ
の
法
的
根
拠
が
不
明
確
な
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
の

八
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
ガ
ザ
回
廊
へ
と
航
行
す
る
六
隻
の
船
舶
の
通
過
を
許
し
た）
（９０
（

。

　

最
終
的
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
海
上
封
鎖
を
設
定
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
海
上
封
鎖
の

設
定
に
よ
っ
て
、
ガ
ザ
回
廊
の
武
装
集
団
へ
の
、
海
上
を
経
由
す
る
武
器
及
び
弾
薬
の
輸
送
を
遮
断
す
る
こ
と
を
封
鎖
の
目
的
と
し
て
い

る
）
（９（
（

。
他
方
で
、
ト
ル
コ
や
人
権
理
事
会
の
調
査
委
員
会
の
報
告
書
で
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
設
定
の
目
的
に
つ
い
て
、
ガ
ザ
回
廊
の

住
民
に
圧
力
を
加
え
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
目
的
を
達
成
す
る
と
い
っ
た
こ
と
や）
（９２
（

、
ハ
マ
ス
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
罰
で
あ
る
と
い

っ
た
こ
と
も
同
時
に
述
べ
ら
れ
て
い
る）
（９３
（

。

　

問
題
と
な
る
封
鎖
は
、
ガ
ザ
回
廊
か
ら
の
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る）
（９４
（

、
キ
ャ
ス
ト
リ
ー
ド
作
戦
の
一
環
と
し
て
設

定
さ
れ
た）
（９（
（

。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
、
世
界
標
準
時
一
七
時
以
降
ガ
ザ
海
域
に
お
け
る
全
て
の
海
洋
交
通
を
禁
止
し
、
封
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二
〇
三
四

鎖
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る）
（９６
（

。
封
鎖
設
定
の
宣
言
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
運
輸
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
告
知
さ
れ
た
他
、
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｍ

Ａ
Ｒ
及
び
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
（N

avigation Telex

））
（９（
（

、
緊
急
無
線
に
お
い
て
告
知
さ
れ
た）
（９８
（

。
人
道
援
助
物
資
は
ア
シ
ュ
ド
ッ
ド
港
へ
と
荷
揚
げ

さ
れ
、
陸
路
に
よ
っ
て
ガ
ザ
回
廊
へ
と
搬
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た）
（９９
（

。

（
３
）「
ガ
ザ
の
自
由
」
船
団

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
封
鎖
政
策
の
強
化
の
結
果
か
ら
生
じ
て
い
た
、
ガ
ザ
回
廊
の
人
道
状
況）
２００
（

に
対
し
て
、

海
路
に
よ
り
人
道
援
助
物
資
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
運
動）
２０（
（

を
背
景
と
し
て
生
起
し
た
。

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
は
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
運
動
の
八
度
目
の
試
み
で
発
生
し
た
。
こ
の
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
は
、
六
隻
で
構

成
さ
れ
て
い
た）
２０２
（

。
船
団
を
構
成
す
る
船
舶
は
、
異
な
っ
た
日
付
で
、
異
な
っ
た
港
か
ら
出
航
し
、
キ
プ
ロ
ス
か
ら
四
〇
海
里
離
れ
た
海
上
で

会
合
し
た）
２０３
（

。

　

船
団
は
、
会
合
し
た
後
、
エ
ジ
プ
ト
に
向
け
て
進
路
を
と
り
、
そ
の
後
ガ
ザ
を
目
指
す
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
船
団
は
、
二
〇
一
〇
年

五
月
三
〇
日
の
現
地
時
間
一
五
時
五
四
分
に
、
レ
バ
ノ
ン
沿
岸
か
ら
六
五
海
里
の
地
点
に
お
い
て
ガ
ザ
へ
と
そ
の
進
路
を
変
更
し
た）
２０４
（

。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
運
動
に
よ
る
こ
の
航
海
の
意
図
を
事
前
に
察
知
し
て
お
り
、
阻
止
の
た
め
の
部
隊
を
編
成
し

た
）
２０（
（

。
部
隊
は
乗
り
込
み
隊
と
捜
索
隊
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
、
船
舶
の
制
圧
と
回
航
を
行
い
、
後
者
は
、
船
内
の
捜
索
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
た）
２０６
（

。
ト
ル
コ
の
報
告
書
は
、
船
団
の
阻
止
に
あ
た
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
フ
リ
ゲ
ー
ト
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
複
合
艇
（R

igid-H
ulled 

Inflatable B
oat, 

Ｒ
Ｈ
Ｉ
Ｂ
））
２０（
（

、
そ
し
て
潜
水
艦
を
使
用
し
た
と
報
告
し
て
い
る）
２０８
（

。

　

マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
に
対
す
る
拿
捕
は
、
船
団
に
対
す
る
二
度
の
警
告
の
後
に
現
地
時
間
午
前
四
時
三
〇
分
頃
に
、
最
寄
の
沿
岸
か
ら

七
二
海
里
、
封
鎖
地
域
の
外
縁
か
ら
六
四
海
里
の
地
点
で
開
始
さ
れ
た）
２０９
（

。
複
合
艇
に
よ
る
試
み
が
抵
抗
に
よ
り
頓
挫
し
た
後
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
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二
〇
三
五

ー
に
よ
る
乗
り
込
み
が
開
始
さ
れ
た
。
甲
板
に
は
多
数
の
乗
船
者
が
集
結
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
乗
り
込
み
隊
員
に
対
し
て
抵
抗
し

た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
乗
り
込
み
部
隊
は
、
当
初
低
致
死
性
武
器
の
使
用
を
意
図
し
て
い
た
が
、
激
し
い
抵
抗
を
受
け
、
実
弾
を
使
用
し

た
）
２（０
（

。

　

四
五
分
か
ら
五
〇
分
の
作
戦
が
終
了
し
た
時
点
で
、
九
名
の
乗
船
者
が
死
亡
し
、
二
四
名
以
上
が
実
弾
に
よ
り
負
傷
し
た
。
そ
の
他
に
も

多
数
の
乗
船
者
が
低
致
死
性
武
器
に
よ
っ
て
負
傷
し
た）
２（（
（

。

（
（（（
）　

ガ
ザ
回
廊
に
お
け
る
紛
争
の
分
類
に
は
、
多
く
の
要
素
が
関
係
し
て
い
る
。
ガ
ザ
回
廊
及
び
ヨ
ル
ダ
ン
河
西
岸
地
区
を
統
治
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
は
、
一
九
九
四
年

に
オ
ス
ロ
合
意
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
一
三
年
の
時
点
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
は
、
一
三
四
カ
国
か
ら
国
家
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
と
い
っ
た
国
家
か
ら
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
は
、
国
連
の
加
盟
国
で
は
な
い
が
、
二
〇
一
二
年
、
国
連
総
会
で
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
に
、
非
加

盟
国
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
国
家
と
し
て
の
地
位
を
附
与
す
る
総
会
決
議
が
可
決
さ
れ
て
い
る
（G

eneral A
ssem

bly, S
ta

tu
s of P

a
lestin

e in
 th

e U
n

ited
 N

a
tion

s, A
/

R
E

S/67/19, available at:http://w
w

w
.un.org/en/ga/search/view

_doc.asp?sym
bol=

A
/R

E
S/67/19, 

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

））。
ガ
ザ
回
廊
を
含
む
パ
レ

ス
チ
ナ
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
が
国
家
で
無
い
場
合
、
ど
の
国
の
領
土
で
も
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
一
九
六
七
年
以
降
長
年
に
渡
り
ガ
ザ
回
廊
を
占
領
下
に
お
い
て
き
た
が
、
二

〇
〇
五
年
に
そ
の
領
域
内
か
ら
部
隊
を
引
き
揚
げ
、
回
廊
の
統
治
は
現
地
の
パ
レ
ス
チ
ナ
当
局
へ
と
移
管
さ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
、
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議
会
の
選
挙
で
パ
レ
ス
チ

ナ
の
政
党
で
あ
る
ハ
マ
ス
は
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
し
た
。
選
挙
の
結
果
を
受
け
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
議
長
の
率
い
る
フ
ァ
タ
ハ
と
ハ
マ
ス
の
対
立
は
激
化
し
た
。
穏

健
派
と
み
な
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
タ
ハ
と
異
な
り
、
武
装
闘
争
路
線
を
維
持
す
る
ハ
マ
ス
は
、
多
く
の
西
側
諸
国
か
ら
テ
ロ
リ
ス
ト
団
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
一

月
に
、
フ
ァ
タ
ハ
と
ハ
マ
ス
の
連
立
政
権
が
成
立
し
た
が
、
二
〇
〇
七
年
六
月
に
ハ
マ
ス
は
ガ
ザ
回
廊
を
武
力
で
も
っ
て
掌
握
し
、
連
立
政
権
は
崩
壊
し
た
。
二
〇
一
〇
年
五

月
三
一
日
の
時
点
で
、
ガ
ザ
回
廊
は
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
で
は
な
く
、
ハ
マ
ス
が
実
効
的
に
支
配
し
て
お
り
、
ガ
ザ
回
廊
か
ら
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
ロ
ケ
ッ
ト
・
迫
撃

砲
攻
撃
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
複
雑
な
状
況
の
下
で
、
ガ
ザ
回
廊
に
お
け
る
紛
争
の
分
類
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ガ
ザ
回
廊
に
お
け
る
紛
争
の
学
説
や
見
解

を
分
類
す
る
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
二
条
の
適
用
に
基
づ
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
間
の
紛
争
と
し
て
、
ガ
ザ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
り
占
領
さ
れ
て
い
る
と
す

る
説
や
、
ハ
マ
ス
を
国
家
機
関
と
す
る
説
に
基
づ
き
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
す
る
説
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
非
国
家
主
体
で
あ
る
ハ
マ
ス
と
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
す
る

説
に
わ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
の
間
の
武
力
紛
争
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
行
動
が
国
境
を
跨
ぐ
も
の
で
あ
る
た
め
、
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
の
主
張
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も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
マ
ス
が
民
族
解
放
団
体
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ハ
マ
ス
が
民
族
解
放
団
体
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
第
一
追
加

議
定
書
の
締
約
国
で
は
な
い
た
め
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
の
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
を
規
律
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
家
と
民
族
解
放
団
体
と
の
紛
争
に

国
際
的
武
力
紛
争
を
規
律
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る
と
の
慣
習
法
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

ee I. Scobbie, “G
aza,” in E

lizabeth W
ilm

shurst ed., 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 a
n

d
 th

e C
la

ssifica
tion

 of C
on

flicts （O
xford U

niversity P
ress, 2012

）, pp.280-316

）。
二
〇
一
四
年
一
一
月
六
日
に
公
表
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
報
告
書
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ガ
ザ
回
廊
は
依
然
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
で
あ
る
と
し
て
い
る
（IC

C
 R

ep
ort, paras.27-29

）。
ま
た
、
封
鎖
法
の
適
用
可

能
性
に
関
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、
黙
示
的
交
戦
団
体
承
認
に
基
づ
い
て
国
際
的
武
力
紛
争
を
規
律
す
る
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
封

鎖
と
黙
示
的
交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
は
注
二
四
を
参
照
。

（
（（６
）　A

/H
R

C
/12/48, para.312.

（
（（（
）　

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ガ
ザ
回
廊
の
境
界
に
は
エ
レ
ツ
、
ナ
ハ
ル
・
オ
ズ
、
カ
ラ
ニ
、
ケ
レ
ム
・
シ
ャ
ロ
ム
、
ス
フ
ァ
の
検
問
所
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
エ
レ
ツ
は
人
、
ナ
ハ
ル
・
オ

ズ
は
燃
料
、
カ
ラ
ニ
は
穀
物
、
そ
し
て
ケ
レ
ム
・
シ
ャ
ロ
ム
と
ス
フ
ァ
は
貨
物
の
行
き
来
が
あ
る
（Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.66

）。

（
（（８
）　

検
問
所
の
運
営
に
つ
い
て
は
、Ibid

., para.64.

（
（（９
）　A

/H
R

C
/12/48, para.314.

（
（８０
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.64.

（
（８（
）　

政
府
活
動
調
整
官
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
防
衛
省
の
部
局
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
、
国
際
機
関
、
外
交
官
及
び
パ
レ
ス
チ
ナ
当
局
と
の
間
で
、
民
間
の
事
項

に
つ
い
て
調
整
す
る
部
局
で
あ
る
。

（
（８２
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, paras.65-66.

（
（８３
）　O

C
H

A
, L

ook
ed

 in
 th

e H
u

m
a

n
ita

ria
n

 Im
p

a
ct of T

w
o Y

ea
rs of B

lock
a

d
e on

 th
e G

a
za

 S
trip

, p
.3, available at h

ttp
://w

w
w

.och
aop

t.org/

docum
ents/O

cha_opt_G
aza_im

pact_of_tw
o_years_of_blockade_A

ugust_2009_english.pdf,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）.

（
（８４
）　Ibid

., p.3.

（
（８（
）　

IC
R

C
, “ G

a
za

 closu
re: n

ot a
n

oth
er y

ea
r!,” h

ttp
://w

w
w

.icrc.org/en
g/resou

rces/d
ocu

m
en

ts/u
p

d
ate/p

alestin
e-u

p
d

ate-140610.h
tm

,

（accessed
 18 

N
ovem

ber 2014

）.

（
（８６
）　

例
え
ば
二
〇
〇
五
年
五
月
に
拿
捕
さ
れ
た
サ
ン
ト
リ
ニ
号
に
は
、
大
量
の
対
戦
車
ロ
ケ
ッ
ト
や
小
火
器
が
積
載
さ
れ
て
い
た
。
他
に
も
二
〇
〇
三
年
五
月
の
ア
ブ
・
ハ
ッ
サ

ン
号
の
場
合
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
ロ
ケ
ッ
ト
の
信
管
や
武
器
が
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
一
月
三
日
の
カ
リ
ネ
・
Ａ
号
の
場
合
に
は
、
迫
撃
砲
や
ロ
ケ
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現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
九
七

二
〇
三
七

ッ
ト
、
対
戦
車
ミ
サ
イ
ル
と
い
っ
た
武
器
が
五
〇
ト
ン
近
く
発
見
さ
れ
た
。Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.22.
（
（８（
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.75, 286-287.

（
（８８
）　

日
本
語
で
は
﹁
水
路
通
報
（
航
路
告
示
）﹂
と
も
称
さ
れ
る
。
安
全
な
航
海
の
た
め
の
情
報
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
定
期
的
に
更
新
さ
れ
る
。
日
本
で
は
毎
週
金
曜
日

に
更
新
さ
れ
、
印
刷
物
が
発
行
さ
れ
る
他
、
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も
発
信
さ
れ
て
い
る
（P

eter K
em

p ed., T
h

e O
x

ford
 

C
om

p
a

n
ion

 to S
h

ip
s &

 th
e S

ea
 （O

xford U
niversity P

ress, 1979

）, p.608; 

四
之
宮
博
﹃
英
和　

海
洋
航
海
用
語
辞
典
﹄（
成
山
堂
書
店
、一
九
九
八
年
）
一
九
七
頁
、

海
上
保
安
庁
﹁
航
海
安
全
情
報
﹂、http://w

w
w
1.kaiho.m

lit.go.jp/K
A

N5/tuho/tuho2.htm

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
八
日
））。

（
（８９
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.25.

（
（９０
）　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、﹁
戦
闘
海
域
﹂
で
軍
事
作
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
船
舶
の
通
過
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
（Ibid

., para.53

）。
通
過
し
た
船
舶
の
内
、
五
隻

は
ヨ
ッ
ト
で
あ
り
、
武
器
及
び
弾
薬
を
運
ぶ
余
裕
は
無
い
と
し
て
通
過
が
許
可
さ
れ
た
（Ibid

., para.25

）。

（
（９（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, paras. 48, 49.

（
（９２
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.66-67, 74;

ま
た
、
封
鎖
に
、
ガ
ザ
回
廊
に
対
す
る
経
済
的
圧
力
を
加
え
る
目
的
が
あ
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
府
の
関
係
者

に
よ
っ
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.50.

（
（９３
）　A

/H
R

C
/15/21, para.54.

（
（９４
）　B

B
C

, “Q
&

A
: G

aza conflict, ” available at: http://new
s.bbc.co.uk/2/hi/m

iddle_east/7818022.stm
, （accessed 18 N

ovem
ber 2014

）.

（
（９（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.26.

（
（９６
）　

該
当
す
る
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｍ
Ａ
Ｒ
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹁N
O

. 1/2009 B
lockade of G

aza Strip 

C
reated: 06 January 2009 

1.Subject: B
lockade of G

aza Strip

2.Source: Israeli N
avy
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同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
九
八

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
三
八

A
ll m

ariners are advised that as of 03 January 2009, 1700 U
T

C
, G

aza m
aritim

e area is closed to all m
aritim

e trafic and is under blockade im
posed by 

Israeli N
avy until further notice.

M
aritim

e G
aza area is enclosed by the follow

ing coordinates:

31 35.71 
N

 
34 29.46 

E

31 46.80 
N

 
34 10.01 

E

31 19.39 
N

 
34 13.11 

E

31 33.73 
N

 
33 56.68 

E

﹂available at: 

http://asp.m
ot.gov.il/en/shipping/notice2m

ariners/547-no12009

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）.

（
（９（
）　

沿
岸
を
航
海
す
る
船
舶
向
け
に
、航
海
に
関
す
る
安
全
情
報
を
送
信
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、主
と
し
て
沿
岸
か
ら
三
〇
〇
海
里
の
範
囲
の
船
舶
に
対
し
て
送
信
さ
れ
る
（
日

本
海
運
集
会
所
﹁
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｔ
Ｅ
Ｘ
﹂、http://w

w
w

.jseinc.org/abbreviation/detail/n/navtex_detail.htm
l

（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
八
日
））。

（
（９８
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.26.

（
（９９
）　Ibid

., para.26.

（
２００
）　O

C
H

A
, su

p
ra

 note 184, p.3.

（
２０（
）　

ガ
ザ
回
廊
へ
と
人
道
援
助
物
資
を
載
せ
た
船
舶
を
送
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
自
由
船
団
運
動
は
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
運
動
が
主
導
し
て
い
た
。
本
件
で
阻
止
さ
れ
た

船
団
も
同
団
体
が
同
様
の
目
的
で
編
成
し
た
船
団
で
あ
り
、
同
時
に
ガ
ザ
に
設
定
さ
れ
た
封
鎖
の
侵
破
を
目
標
と
し
て
い
た
。
同
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
封
鎖
の
設
定
以
前
に
も
二
〇
〇
八

年
八
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
五
度
の
航
海
を
成
功
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
の
六
度
目
の
航
海
は
イ
ス
ラ
エ
ル
海
軍
に
阻
止
さ
れ
、
そ
の
結
果
七
度
目

の
航
海
は
中
止
さ
れ
た
（A

/H
R

C
/15/21, para.76

）。
二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
に
封
鎖
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
貨
物
船
イ
ラ
ン
・
シ
ャ
ヘ
ッ
ド
号
と
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
イ
テ
ィ
号
は
進
路
を
変
更
し
、
ガ
ザ
回
廊
へ
の
航
海
を
取
り
や
め
た
（Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.26

）。
二
〇
〇
九
年
二
月
と
同
年
六
月
に
も
、
二

隻
の
船
舶
が
ガ
ザ
回
廊
へ
の
到
着
を
目
的
と
し
て
出
航
し
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
り
捕
獲
さ
れ
た
。
両
船
は
、
ア
シ
ュ
ド
ッ
ド
港
へ
と
引
致
さ
れ
捜
索
を
受
け
た
後
解
放

さ
れ
た
。
積
ん
で
い
た
貨
物
の
う
ち
人
道
援
助
物
資
は
陸
路
を
通
し
て
ガ
ザ
回
廊
へ
と
届
け
ら
れ
た
（Ibid

., para.27

）。﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
運
動
は
二
〇
〇
九
年
四
月
に

一
度
、
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
ー
号
に
よ
っ
て
封
鎖
の
侵
破
に
成
功
し
て
い
る
（Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, p.75

）。
以
上
の
試
み
の
後
、
事
件
の
起
き
た
八
度
目
の
航
海
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代
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際
法
に
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け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

一
九
九

二
〇
三
九

で
は
﹁
ガ
ザ
の
自
由
運
動
﹂
は
幅
広
い
連
携
を
目
指
し
ト
ル
コ
の
非
政
府
団
体
で
あ
る
人
権
と
自
由
と
人
道
援
助
の
た
め
の
連
盟
（
Ｉ
Ｈ
Ｈ
（T

he F
oundation for H

um
an 

R
ights and F

reedom
s and H

um
anitarian R

elief

、
ト
ル
コ
語
で
はİnsan H

ak ve H
ürriyetleri ve İnsani Yardım

 V
akfı

））
と
も
提
携
し
封
鎖
侵
を
試
み
た
。
事

件
の
起
き
た
航
海
で
は
、
そ
の
他
に
も
多
数
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
参
加
し
て
い
た
。
船
団
は
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
と
呼
称
さ
れ
た
（A

/H
R

C
/15/21, para. 78

）。
こ
の
船
団
の
目

的
は
、
ガ
ザ
の
人
道
的
状
況
と
封
鎖
の
影
響
に
世
論
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
、
封
鎖
を
侵
破
す
る
こ
と
、
ガ
ザ
に
人
道
援
助
物
資
を
届
け
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
（Ibid

., 

para. 79
）。

（
２０２
）　

船
団
は
コ
モ
ロ
船
籍
の
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
、
ト
ー
ゴ
船
籍
の
ス
フ
ェ
ン
ド
ニ
号
、
ア
メ
リ
カ
船
籍
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
一
号
、
ト
ル
コ
船
籍
の
ガ
ッ
ゼ
・
一
号
、
ギ
リ

シ
ャ
船
籍
の
エ
レ
フ
テ
リ
・
メ
ソ
ゲ
イ
オ
号
、
キ
リ
バ
ス
船
籍
の
デ
フ
ネ

－
Ｙ
号
で
構
成
さ
れ
て
い
た
（Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, p.15

）。

（
２０３
）　A

/H
R

C
/15/21, para.91.

（
２０４
）　Ibid

., para.92.

（
２０（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.121.

（
２０６
）　Ibid

., para.121.

（
２０（
）　

所
謂
ゴ
ム
ボ
ー
ト
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
フ
レ
ー
タ
ブ
ル
ボ
ー
ト
の
船
底
を
強
化
繊
維
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
Ｆ
Ｒ
Ｐ
：F

iber R
einforced P

lastics

）
に
よ
っ
て
強
化
し
た
も
の
。

日
本
で
は
複
合
艇
と
も
称
さ
れ
る
。

（
２０８
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.17-18

（
２０９
）　A

/H
R

C
/15/21, paras.112-113.

（
２（０
）　Ibid

., paras. 114-116.

（
２（（
）　Ibid

., para. 128.
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二
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〇

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
四
〇

ガ
ザ

回
廊

に
設

定
さ

れ
た

封
鎖

海
域
（

C
arol M

igdalovitz, Isra
el’s B

locka
d

e of G
a

za
, th

e 
M

a
vi M

a
rm

a
ra

 In
cid

en
t, a

n
d

 Its A
fterm

a
th

, （
C

ongressional R
esearch Service, 2010） 

p
.16, available at: h

ttp
://assets.op

en
crs.com

/rp
ts/R41275_20100623.p

d
f, （

accessed
 18 

N
ovem

ber 2014）
よ
り
一
部
転
載
）
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社
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六
六
巻
六
号�

二
〇
一

二
〇
四
一

「
ガ

ザ
の

自
由

」
船

団
の

航
路

、
及

び
封

鎖
の

実
施

地
点
（

IH
H

, P
a

lestin
e O

u
r R

ou
te H

u
m

a
n

ita
ria

n
 

A
id

 ou
r L

oa
d

 F
lotilla

 C
a

m
p

a
ign

 S
u

m
m

a
ry R

ep
ort, p.18, available at: http://w

w
w

.ihh.org.tr/
uploads/2010/insaniyardim

-filosu-ozet-raporu_en.pdf, （
accessed 18 N

ovem
ber 2014））。
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同
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学　

六
六
巻
六
号�

二
〇
二

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
四
二

２
．「
ガ
ザ
の
自
由
」
船
団
事
件
に
お
け
る
封
鎖
法
の
評
価

（
１
）
伝
統
的
要
件

　
（
ａ
）　

封
鎖
の
設
定

　

実
力
封
鎖
の
原
則
の
下
、
封
鎖
の
設
定
に
宣
言
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
の
封
鎖
の

設
定
を
宣
言
し
て
い
た
が
、
期
間
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
問
題
は
、
今
日
の
宣
言
の
要
件
と
し
て
、
期
間
の
宣
言
が
必
要
で
あ
る
か
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
宣
言
が
、
期
間
の
宣
言
の
要
件
を
満
た
す
の
か
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
タ
ー
ケ
ル
委
員
会
は
、
期
間
の
宣
言
を
要
求
す
る
一
致
し
た
慣
行
が
無
い
こ
と
か
ら
、
期
間
の
宣
言
の
要
求
を
国
際
慣
習

法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
進
行
中
の
紛
争
に
お
い
て
、
明
確
な
期
間
の
宣
言
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら

も）
２（２
（

、
期
間
の
宣
言
は
必
要
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ル
マ
ー
委
員
会
の
報
告
書
は
、
追
補
で
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
封
鎖
の
期

間
が
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
武
力
紛
争
が
終
わ
る
ま
で
設
定
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る）
２（３
（

。

　

他
方
で
、
ト
ル
コ
の
調
査
委
員
会
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
四
に
基
づ
き
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
宣
言
に
お
い
て
、

期
間
の
宣
言
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
宣
言
を
無
効
な
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る）
２（４
（

。
ト
ル
コ
の
報
告
書
は
、
封
鎖
期
間
の
宣
言
が

必
要
な
理
由
を
、
定
期
的
に
封
鎖
の
人
道
的
影
響
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
為
で
あ
る
と
し）
２（（
（

、
人
道
的
要
請
に
基
づ
く
規
定
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
そ
の
注
解
に
お
い
て
も
期
間
の
要
件
の
そ
の
よ
う
な
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
ら
ず
、

封
鎖
宣
言
の
要
件
を
自
明
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）
２（６
（

。

　

ど
の
よ
う
な
宣
言
が
、
期
間
の
宣
言
の
要
件
を
満
た
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
進
行
中
の
紛
争
に
お
け
る

期
間
の
設
定
の
困
難
性
を
指
摘
し
た
上
で）
２（（
（

、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宣
言
に
お
け
る
﹁
更
な
る
指
示
が
あ
る
ま
で
﹂
と
い
う
文
言
で
、
期
間
明
示
の

要
件
を
十
分
満
た
し
て
い
る
と
し
て
い
る）
２（８
（

。
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（
ｂ
）　

実
効
性
の
維
持

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
実
効
性
の
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
実
力
の
程
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
今
日
、
実
効
性
の
確
保
は
、

巡
航
封
鎖
に
よ
る
。
そ
し
て
、
封
鎖
の
維
持
に
必
要
な
実
効
性
の
程
度
は
、
封
鎖
侵
破
船
に
危
険
を
も
た
ら
す
程
度
で
あ
る
と
さ
れ
る）
２（９
（

。
問

題
と
な
る
の
は
、
ど
の
程
度
の
危
険
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
報
告
書
は
、
実
効
性
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
、
ガ
ザ
回
廊
へ
の
船
舶
の
出
入
り
が
事
実
上
遮
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
し
て
い
る）
２２０
（

。
封
鎖
侵
破
船
が
出
た
場
合
に
、
封
鎖
の
実
効
性
が
維
持
さ
れ
る
か
、

同
報
告
書
は
言
及
し
て
い
な
い
。
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
追
補
で
、
船
舶
の
出
入
り
に
危
険
を
及
ぼ
す
場
合
、
封
鎖
が
実
効
的
で
あ
る
と
し
て

い
る）
２２（
（

。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
当
時
の
部
隊
の
配
備
状
況
で
十
分
に
実
効
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
し
た）
２２２
（

。

　

一
方
、
ト
ル
コ
の
報
告
書
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
封
鎖
の
実
効
性
を
封
鎖
設
定
宣
言
以
前
の
﹁
敵
対
海
域
﹂
や
、﹁
戦
闘
海
域
﹂
の
設

定
の
時
点
か
ら
検
討
し
た
上
で
、
事
実
と
し
て
多
く
の
船
舶
が
侵
破
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
部
隊
配
備
は
実
効

性
に
欠
く
と
し
、
封
鎖
を
無
効
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）
２２３
（

。

　

学
説
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
り
、
封
鎖
の
実
効
性
は
有
効
に
維
持
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る）
２２４
（

。

　
（
ｃ
）　

封
鎖
の
実
施
範
囲

　

封
鎖
の
実
施
可
能
な
範
囲
は
、
今
日
で
も
明
確
で
は
な
い
。﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
に
お
い
て
、
捕
獲
は
封
鎖
線
か
ら
六
四
海
里
近

く
離
れ
た
地
点
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
報
告
書
は
、
慣
習
法
に
お
い
て
、
船
舶
が
封
鎖
水
域
に
進
路
を
と
っ
て
い

る
場
合
、
ま
た
は
封
鎖
線
の
そ
ば
で
封
鎖
部
隊
を
回
避
す
る
た
め
に
停
泊
し
た
り
、
遊
弋
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
封
鎖
の
侵
破
に
あ
た
る
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と
し
て
い
る）
２２（
（

。
さ
ら
に
、
同
報
告
書
は
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
規
定
を
参
照
し）
２２６
（

、
船
団
が
封
鎖
の
存
在
を
知
り
つ
つ
封

鎖
水
域
へ
と
進
路
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
封
鎖
に
基
づ
く
合
法
な
捕
獲
の
対
象
と
な
っ
た
と
し
た）
２２（
（

。
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
封
鎖
の
実
施

範
囲
に
つ
い
て
、
封
鎖
侵
破
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
船
舶
が
捕
獲
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る）
２２８
（

。
パ

ル
マ
ー
報
告
書
は
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
の
、
イ
ギ
リ
ス
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
対
立
が
解
消
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
日
に
お
い
て

も
ど
ち
ら
の
主
義
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
明
確
で
は
な
い
と
し
て
い
る）
２２９
（

。
加
え
て
、
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

規
定
に
つ
い
て
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
の
一
七
条
が
規
定
す
る
よ
り
も
、
広
い
範
囲
で
の
封
鎖
の
実
施
を
認
め
て
い
る
と
解
し
て
い
る）
２３０
（

。

　

ト
ル
コ
の
報
告
書
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
封
鎖
線
外
で
の
封
鎖
の
実
施
に
つ
い
て
、
封
鎖
侵
破
に
時
間
的
猶
予
が
あ
る
と
し
て
よ
り
穏

便
な
阻
止
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る）
２３（
（

。
し
か
し
、
同
報
告
書
は
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
、
封
鎖
法
上
の
検

討
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　

封
鎖
の
実
施
可
能
な
範
囲
は
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
を
扱
っ
た
論
文
の
多
く
で
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ヘ
イ
ネ
グ
は
、
侵

破
船
が
侵
破
の
意
図
を
表
明
し
、
実
際
に
侵
破
す
る
航
路
を
と
っ
て
い
る
場
合
、
当
該
船
舶
を
侵
破
船
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

そ
し
て
、
侵
破
船
と
み
な
さ
れ
た
船
舶
は
臨
検
と
捜
索
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
侵
破
船
は
、
抵
抗
し
た
場
合
、
攻

撃
の
対
象
に
な
る
。
そ
し
て
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
で
は
、
拿
捕
に
着
手
す
る
段
階
で
封
鎖
侵
破
の
意
図
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た

と
し
た）
２３２
（

。
グ
イ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
船
団
が
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
八
に
い
う
封
鎖
侵
破
を
意
図
し
て
い
る
合
理
的
な
疑

い
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
公
海
に
お
け
る
捕
獲
が
封
鎖
線
の
実
際
の
侵
破
以
前
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
合
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
封
鎖
が
実
効
的
で
あ
れ
ば
、
封
鎖
侵
破
を
意
図
す
る
船
舶
に
対
す
る
、
封
鎖
線
の
侵
破
以
前
の
、
遠
隔
地
で
の
実
施
に
つ
い
て
違
法

で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る）
２３３
（

。

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
で
の
、
封
鎖
線
の
六
四
海
里
手
前
に
お
け
る
封
鎖
の
実
施
は
、
実
施
の
時
点
に
お
い
て
、
船
団
が
ガ
ザ
回
廊
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に
対
す
る
封
鎖
侵
破
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
及
び
明
確
に
ガ
ザ
回
廊
へ
と
進
路
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
て

い
る
。
封
鎖
の
実
施
範
囲
に
つ
い
て
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
実
行
は
概
ね
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。

（
２（２
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.59.

（
２（３
）　P

a
lm

er R
ep

ort, appendix I para.26.

（
２（４
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.64-65.

（
２（（
）　Ibid

., p.65.

（
２（６
）　S

R
M

, para.94.1

（C
om

m
entary

）; 

期
間
の
要
件
は
第
一
追
加
議
定
書
の
五
四
条
一
項
に
関
す
る
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
期
間
の

宣
言
の
意
義
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
２（（
）　Ibid

., para.75.

（
２（８
）　P

a
lm

er R
ep

ort, para.75.

（
２（９
）　Ibid

., A
ppendix I para.30.

（
２２０
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.61.

（
２２（
）　P

a
lm

er R
ep

ort, A
ppendix I para.30; 

ま
た
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
荒
天
の
場
合
の
一
時
的
離
脱
に
よ
っ
て
実
効
性
は
失
わ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

（
２２２
）　Ibid

, para.76.

（
２２３
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.62-67.

（
２２４
）　J. K

raska, “R
ule Selection in the C

ase of Israel’s N
aval B

lockade of G
aza,” Yea

rbook of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

, V
ol.13 （2010

）, p.383; 

R
. B

uchan, “T
he International L

aw
 of B

lockade and Israel’s Interception of the M
avi M

arm
ara,” N

eth
erla

n
d

s In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 R
eview

, V
ol.58, 

N
o.2 （2011

）, pp.215-216; R
. B

uchan, “T
he P

alm
er R

eport and the L
egality of Israel’s N

aval B
lockade of G

aza,”  In
tern

a
tion

a
l a

n
d

 C
om

p
a

ra
tive 

L
a

w
 Q

u
a

rterly, V
ol.61, N

o.1 （2012

）, p.266.

（
２２（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para.173.

（
２２６
）　C

om
m

a
n

d
er’s H

a
n

d
book, para.7.7.4.
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（
２２（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, para173.
（
２２８
）　P

a
lm

er R
ep

ort, A
ppendix I para.43.

（
２２９
）　Ibid

., A
ppendix I paras.48-50.

（
２３０
）　Ibid

., A
ppendix I para.51.

（
２３（
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.89, 93.

（
２３２
）　H

einegg, su
p

ra
 note 24, p.230.

（
２３３
）　G

uilfoyle, su
p

ra
 note 24, pp.196-197.

（
２
）
人
道
的
要
件

　
（
ａ
）　

文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止

　

文
民
に
対
す
る
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
意
図
的
な
飢
餓
を
目
的
と
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
均

衡
原
則
に
基
づ
き
、
文
民
に
対
し
て
過
度
な
損
害
を
も
た
ら
す
封
鎖
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
で
も
、
文
民
に
対
す
る
飢

餓
の
利
用
が
封
鎖
に
お
い
て
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）
２３４
（

。

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
封
鎖
が
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
に
あ
た
る
の
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
委
員
会
の
報
告
書
は
、
本
件
海
上
封
鎖

が
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
し
な
い
封
鎖
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
海
上
封
鎖
を
均
衡
原
則
に
基
づ
き
評
価
し
て
い
る
。
均
衡
原
則
の
評
価
に
あ

た
っ
て
同
報
告
書
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
の
目
的
が
安
全
保
障
に
あ
る
と
し
て
お
り
、
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
南
部
へ
の
ロ
ケ

ッ
ト
攻
撃
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
を
も
っ
て
明
確
な
軍
事
的
利
益
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る）
２３（
（

。
同
報
告
書
は
、
封
鎖
に
よ
る
軍
事
的
利
益

を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
陸
上
の
検
問
所
を
通
過
す
る
人
や
物
資
の
移
動
を
制
限
す
る
﹁
封
鎖
政
策
﹂
に
よ
る
影
響
も
、
海
上
封
鎖
に
よ

る
影
響
と
関
連
付
け
て
評
価
し
て
い
る）
２３６
（

。
他
方
で
、
文
民
へ
の
損
害
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
ガ
ザ
回
廊
へ
の
人
道
的
支



（　
　
　
　

）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

二
〇
七

二
〇
四
七

援
機
構
を
運
営
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
海
上
封
鎖
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
ガ
ザ
回
廊
へ
の
﹁
封
鎖
政
策
﹂

が
強
化
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
か
ら
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る）
２３（
（

。
最
終
的
に
報
告
書
は
二
〇
一
〇
年
六
月
以
降
の
海
上
封

鎖
の
緩
和
も
考
慮
に
含
め
て
、
二
〇
〇
九
年
一
月
に
設
定
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
海
上
封
鎖
を
含
む
一
連
の
﹁
封
鎖
政
策
﹂
が
全
体
と

し
て
均
衡
性
を
失
し
て
い
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る）
２３８
（

。

　

パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
海
上
封
鎖
が
安
全
保
障
を
そ
の
主
要
な
目
的
と
し
て
い
る
た
め
に
、
当
該
封
鎖
が
サ
ン
レ
モ
・
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
（
ａ
）
の
禁
止
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る）
２３９
（

。
続
く
均
衡
原
則
の
評
価
で
、
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
イ

ス
ラ
エ
ル
の
委
員
会
の
報
告
書
と
同
様
に
、
海
上
封
鎖
に
よ
る
軍
事
的
利
益
を
ロ
ケ
ッ
ト
発
射
を
抑
制
で
き
た
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
他

方
で
、
パ
ル
マ
ー
報
告
書
は
、
タ
ー
ケ
ル
委
員
会
と
異
な
り
、
海
上
封
鎖
の
文
民
へ
の
損
害
に
つ
い
て
、
海
上
封
鎖
と
﹁
封
鎖
政
策
﹂
を
関

連
付
け
な
か
っ
た
。
同
報
告
書
は
、
ガ
ザ
に
有
力
な
港
湾
設
備
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
海
上
封
鎖
は
ガ
ザ
の
人
道
的
状
況
に
さ
し
て
大
き

な
影
響
を
与
え
て
お
ら
ず
、
海
上
封
鎖
に
よ
る
文
民
へ
の
損
害
が
過
度
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る）
２４０
（

。

　

人
権
理
事
会
の
設
立
し
た
事
実
調
査
委
員
会
の
報
告
書
も
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
に
則
っ
て）
２４（
（

、
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る

封
鎖
の
禁
止
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
報
告
書
は
、
本
件
海
上
封
鎖
を
、
飢
餓
が
目
的
で
あ
る
封
鎖
と
せ
ず
、
均
衡
原
則
に
基
づ
く

検
討
を
行
っ
て
い
る）
２４２
（

。
同
報
告
書
は
、均
衡
性
の
検
討
で
、何
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
的
利
益
に
あ
た
る
の
か
検
討
せ
ず
、海
上
封
鎖
を
﹁
封

鎖
政
策
﹂
と
関
連
付
け
た
う
え
で
文
民
に
過
度
の
損
害
を
も
た
ら
す
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る）
２４３
（

。
ま
た
、
同
報
告
書
は
、
ガ

ザ
回
廊
に
お
い
て
食
糧
及
び
そ
れ
を
購
入
す
る
手
段
が
欠
乏
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
武
力
紛
争
法
上
の
飢
餓
に
該
当
す
る
と
し

て
い
る）
２４４
（

。
人
権
理
事
会
の
報
告
書
は
、
人
道
規
則
に
反
す
る
封
鎖
の
法
的
効
果
に
も
言
及
し
て
お
り
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
に
あ
た

る
封
鎖
は
継
続
で
き
な
い
と
し
て
い
る）
２４（
（

。

　

ト
ル
コ
の
委
員
会
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ガ
ザ
回
廊
に
設
定
し
た
海
上
封
鎖
が
、
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
だ
と
は
し
て
い
な
い
も
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の
の
、
一
五
〇
万
人
も
の
住
民
の
食
糧
事
情
を
脅
か
す
本
件
海
上
封
鎖
が
、
飢
餓
を
意
図
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
て
い

る
）
２４６
（

。

　

さ
ら
に
、
委
員
会
が
ガ
ザ
回
廊
の
居
住
者
の
栄
養
事
情
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
十
分
な
食
糧
供
給
に
欠
け
る
と
し
、
今
日
こ
う
し
た
封
鎖

は
軍
事
的
利
益
が
あ
る
と
し
て
も
正
当
化
で
き
な
い
と
し
て
い
る）
２４（
（

。
そ
し
て
、
同
報
告
書
は
、
封
鎖
に
よ
る
文
民
へ
の
損
害
が
イ
ス
ラ
エ
ル

の
軍
事
的
利
益
に
比
し
て
、
不
均
衡
で
あ
る
こ
と
を
国
連
機
関
や
国
際
団
体
が
確
認
し
て
い
る
と
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
回
廊
の
封

鎖
が
均
衡
原
則
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）
２４８
（

。
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
有
す
る
軍
事
的
利
益
の
評
価
に
関
し
て
、
同
報
告
書
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
が
安
全
保
障
の
み
で
な
く
、
ガ
ザ
回
廊
の
住
民
が
ハ
マ
ス
に
対
し
て
、
不
満
感
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
も
目
的
と
し

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）
２４９
（

。

　

学
説
に
お
い
て
も
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
じ
る
と
い
う
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
合
意
が
あ
る
。
他
方
で
、
既
に
見
た
よ

う
に
、
ど
の
よ
う
な
封
鎖
が
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
に
該
当
す
る
の
か
、
あ
て
は
め
に
お
い
て
対
立
が
あ
る
。

　

文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
の
評
価
は
、
主
と
し
て
均
衡
原
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
均
衡
原
則
の
評
価
の
前
提
と
し
て
、
海

上
封
鎖
と
﹁
封
鎖
政
策
﹂
の
関
連
性
の
評
価
に
争
い
が
あ
る）
２（０
（

。﹁
封
鎖
政
策
﹂
と
海
上
封
鎖
を
関
連
付
け
て
均
衡
性
の
評
価
を
行
う
べ
き
と

す
る
見
解
で
は
、﹁
封
鎖
政
策
﹂
と
封
鎖
が
統
一
的
な
政
策
の
下
に
導
入
さ
れ
た
た
め
、
ガ
ザ
回
廊
か
ら
の
攻
撃
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
軍

事
的
利
益
が
両
者
の
複
合
的
な
効
果
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
均
衡
性
の
評
価
に
つ
い
て
も
、﹁
封
鎖
政
策
﹂
と

海
上
の
封
鎖
を
分
離
し
て
扱
わ
ず
、
そ
の
総
合
的
な
影
響
に
基
づ
い
て
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た）
２（（
（

。
ま
た
、
前
提
と
し
て

は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
的
利
益
と
そ
れ
に
対
す
る
ガ
ザ
回
廊
の
付
随
的
損
害
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
に
つ
い
て
は
、
ガ
ザ
回
廊
へ
の
武
器
・
弾
薬
の
流
入
阻
止
に
大
き
な
軍
事
的
利
益
が
存
在
す
る
と

い
う
主
張
が
あ
る）
２（２
（

。
他
方
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
ロ
ケ
ッ
ト
攻
撃
が
実
際
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
主
張
す
る
よ
う
な
安
全
保
障
上
の
脅
威
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に
該
当
し
な
い
た
め
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
海
上
封
鎖
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
軍
事
的
利
益
が
存
在
し
な
い
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る）
２（３
（

。

　
（
ｂ
）　

救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務

　

封
鎖
国
は
、
技
術
的
条
件
を
課
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
救
済
品
の
通
過
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
や
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
封
鎖
が
禁
じ
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
で
も
述
べ
ら
れ

て
い
る）
２（４
（

。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
委
員
会
と
パ
ル
マ
ー
委
員
会
は
、
封
鎖
国
が
捜
索
と
い
っ
た
技
術
的
条
件
を
課
せ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
今
回
の
事

件
に
お
け
る
拿
捕
を
、
捕
獲
の
実
施
で
あ
り
、
攻
撃
で
は
な
い
と
し
て
い
る）
２（（
（

。
他
方
で
、
ト
ル
コ
の
委
員
会
は
拿
捕
を
攻
撃
で
あ
る
と
み
な

し
、
違
法
で
あ
る
と
し
て
い
る）
２（６
（

。

　

学
説
に
お
い
て
も
、
救
済
品
を
通
過
さ
せ
る
義
務
が
封
鎖
国
に
あ
る
と
の
認
識
は
共
有
さ
れ
て
い
る）
２（（
（

。

　

救
済
品
は
、
そ
の
通
過
を
認
め
る
義
務
に
加
え
て
、
第
一
追
加
議
定
書
の
七
〇
条
及
び
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇

三
の
規
定
か
ら
、
飢
餓
が
生
じ
た
場
合
に
封
鎖
国
に
は
、
封
鎖
地
域
に
文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
の
供
給
義
務
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ

れ
た）
２（８
（

。

　

グ
イ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
食
糧
の
供
給
に
つ
い
て
、
封
鎖
国
に
そ
れ
を
妨
げ
る
権
利
も
制
限
す
る
権
利
も
無
い
と
し
た）
２（９
（

。
食
糧
は
一
定
の
技

術
的
条
件
に
服
す
る
ほ
か
は
遅
滞
無
く
通
過
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ
イ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
注
解
の
ほ
か

に
、
文
民
条
約
の
五
九
条
を
引
用
し
、
食
料
の
供
給
義
務
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
グ
イ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
救
済
品
の
通
過
に
関
す
る
規
定

が
守
ら
れ
な
い
こ
と
自
体
が
、
一
般
的
に
封
鎖
を
無
効
な
も
の
と
し
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
一
〇
二
に
規
定
さ
れ
た
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
事
態
に
お
い
て
、
救
済
品
の
通
過
に
関
す
る
規
定
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
封
鎖
は
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無
効
な
も
の
と
な
る）
２６０
（

。
今
日
の
封
鎖
に
お
い
て
、
何
の
通
過
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ス
カ
は
、
文
民
に
対
す
る

飢
餓
の
利
用
の
禁
止
に
言
及
し
た
上
で
、
封
鎖
国
に
は
戦
争
遂
行
物
資
の
捕
獲
し
か
認
め
ら
な
い
と
し
た）
２６（
（

。
た
だ
し
、
ク
ラ
ス
カ
は
同
時
に
、

戦
争
遂
行
物
資
の
定
義
が
極
め
て
広
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
ガ
ザ
回
廊
へ
の
封
鎖
で
は
シ
ナ
モ
ン
と
い
っ
た
贅
沢
品
や
セ
メ
ン
ト
と
い

っ
た
民
間
利
用
も
軍
事
利
用
も
可
能
な
物
品
が
捕
獲
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る）
２６２
（

。

　

こ
う
し
た
救
済
品
の
通
過
の
自
由
通
過
を
認
め
る
義
務
が
確
認
さ
れ
た
。
他
方
で
、
封
鎖
国
に
は
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ
れ

て
い
る
よ
う
に）
２６３
（

、
捜
索
と
い
っ
た
技
術
的
条
件
を
課
す
権
利
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
２６４
（

。
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２３４
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方
で
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ブ
キ
ャ
ン
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、
援
助
船
に
よ
る
物
資
の
陸
揚
げ
が
不
可
能
で
な
い
こ
と
か
ら
、
商
業
港
の
有
無
が
封
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の
人
道
的
影
響

の
評
価
に
影
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を
与
え
る
こ
と
は
な
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と
主
張
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る
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p
ra

 note 224, p.233.

（
２（２
）　H

einegg, su
p

ra
 note 24, p.230.

（
２（３
）　B

uchan （2012

）, su
p

ra
 note 224, p.218.

（
２（４
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, paras.36, 61, 81; P
a

lm
er R

ep
ort, para.80, A

ppendix I para.35; Tu
rkish

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, p.83.

（
２（（
）　Tu

rkel C
om

m
ission

 R
ep

ort, paras. 176, 177; P
a

lm
er R

ep
ort, para.109.

（
２（６
）　Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.83-84.

（
２（（
）　H

einegg, su
p

ra
 note 24, pp.230-231; D

instein, su
p

ra
 note 2, pp.48-49; K

raska, su
p

ra
 note 224, pp.382-383; G

uilfoyle su
p

ra
 note 24, p.198; A

. 

S
an

ger, “T
h

e C
on

tem
p

orary L
aw

 of B
lockad

e an
d

 th
e G

aza F
reed

om
 F

lotilla,” Y
ea

rbook of In
tern

a
tion

a
l H

u
m

a
n

ita
ria

n
 L

a
w

, V
ol.13 （2010

）, 

pp.417-420.

（
２（８
）　W

. H
eintschel von H

einegg, “T
he L

aw
 of A

rm
ed C

onflict at Sea,” in D
. F

leck ed., T
h

e H
a

n
d

book of th
e In

tern
a

tion
a

l H
u

m
a

n
ita

ria
n

 L
a

w

（O
xford U

niversity P
ress, 2008

）, p.555.

（
２（９
）　S

R
M

, para.103.3

（C
om

m
entary

）.

（
２６０
）　G

uilfoyle, su
p

ra
 note 24, pp.199-200.

（
２６（
）　K

raska, su
p

ra
 note 224, p.382.

（
２６２
）　Ibid
., p.383.

（
２６３
）　S

R
M

, paras. 103, 104.

（
２６４
）　H

einegg, su
p

ra
 note 24, pp.230-231; G

uilfoyle, su
p

ra
 note 24, p.223.
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（
３
）　

小
括

　

以
上
、
封
鎖
制
度
の
発
展
を
概
観
し
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
で
そ
れ
ら
の
規
則
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
た
か
を
分
析
し
た
。
伝

統
的
要
件
に
つ
い
て
、
封
鎖
が
一
般
的
な
宣
言
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
、
実
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
特
に
争
い
は
無
い
。
た
だ
、
封

鎖
設
定
の
要
件
に
は
争
い
が
あ
り
、
ま
た
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
に
対
し
て
多
く
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
規
定
さ
れ
た
期
間
の
宣
言
に
つ
い
て
、
報
告
書
及
び
学
説
で
は
、
ト
ル
コ
の
報
告
書
を
除
い
て
、
こ
の
要
件

が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
期
間
の
宣
言
が
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
を
述
べ
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
封
鎖
設
定
の
要
件
と
し
て
期
間
の
宣
言
に
言
及
の
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

本
事
件
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
捕
獲
は
、
封
鎖
線
か
ら
六
四
海
里
の
地
点
で
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
捕
獲
は
封
鎖
の
侵
破
を
意
図
す
る

船
舶
に
対
す
る
捕
獲
で
あ
る
と
し
て
、
概
ね
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
今
日
の
封
鎖
に
お
い
て
予
防
権
の
行
使
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
問
題
は
や
は
り
、﹁
現
行
﹂
の
解
釈
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
捕
獲
が
実
施
さ
れ
た
地
点
が
、
封
鎖
線
か
ら
六
四
海
里
離
れ
て
い
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ト
ル
コ

の
報
告
書
は
こ
の
距
離
で
の
拿
捕
に
つ
い
て
、
マ
ヴ
ィ
・
マ
ル
マ
ラ
号
の
速
力
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
一
〇
時
間
近
く
の
時
間
的
余
裕
が
存

在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る）
２６（
（

。
他
方
で
、
船
団
の
捕
獲
が
合
法
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
は
、
封
鎖
侵
破
の
意
図
が
事
前
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
加
え
、
明
ら
か
に
封
鎖
線
を
侵
破
す
る
針
路
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
根
拠
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
本
件
は
時
間
的
、
地
理
的
に
封
鎖

線
に
あ
る
程
度
近
接
し
た
地
点
で
、
明
確
に
封
鎖
を
侵
破
す
る
針
路
を
取
っ
て
い
る
船
舶
の
捕
獲
で
あ
っ
た
。
事
件
で
、
封
鎖
線
侵
破
以
前

の
捕
獲
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
に
基
づ
い
て
、
一
般
論
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
主
義
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
な
予
防
権
の
行
使

が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
は
難
し
い
。
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イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
回
廊
の
封
鎖
は
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
の
事
件
の
後
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は

二
件
、
公
海
上
で
ガ
ザ
回
廊
向
け
の
武
器
及
び
弾
薬
を
輸
送
し
て
い
た
船
舶
に
対
す
る
拿
捕
が
行
わ
れ
、
当
該
船
舶
は
引
致
さ
れ
た）
２６６
（

。

　

こ
の
措
置
は
、
直
接
ガ
ザ
回
廊
を
目
指
し
て
い
た
船
舶
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
船
舶
に
積
載

さ
れ
て
い
た
武
器
及
び
弾
薬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
地
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
後
、
ガ
ザ
回
廊
へ
と
陸
路
な
い
し
は
他
の
手
段
で
運
ば
れ
る
計
画

が
あ
っ
た
と
の
説
明
が
行
わ
れ
た）
２６（
（

。
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
船
主
の
同
意
の
下
、
国
際
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
臨
検
と
捜
索
は
と
も
か
く
、
発
見
さ
れ
た
武
器
及
び
弾
薬
を
押
収
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
捕

獲
と
押
収
は
、
封
鎖
に
基
づ
く
場
合
、
連
続
航
海
主
義
の
適
用
と
な
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
、
日
常
的
な
ガ
ザ

へ
の
武
器
流
入
を
阻
止
す
る
任
務
の
一
環
で
あ
る
と
説
明
し）
２６８
（

、
ま
た
、
押
収
に
お
い
て
捕
獲
審
検
を
行
っ
て
い
な
い
。

　

封
鎖
は
、
封
鎖
の
対
象
と
な
る
地
域
の
文
民
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
避
け
え
な
い
戦
争
の
方
法
で
あ
る
。
今
日
に
い
た
る
人
道
規
則
の

発
展
に
よ
っ
て
、
封
鎖
に
お
い
て
も
、
封
鎖
そ
の
も
の
が
違
法
な
戦
争
の
方
法
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
全
て
の
封
鎖
が
許
容

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
。
も
は
や
、
両
次
大
戦
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
﹁
飢
餓
封
鎖
﹂
は
、
合
法
な
戦
争
の
方
法
で
は
な
い
と
も
主
張

さ
れ
て
い
る）
２６９
（

。

　

実
際
、
海
戦
法
規
に
お
い
て
も
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
を
禁
じ
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
封
鎖
国
は
、
一
定
の
条
件

の
下
で
救
済
品
の
通
過
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
文
民
に
飢
餓
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封

鎖
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
文
書
で
は
、
文
民
に
飢
餓
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
、
救
済
活
動
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
も
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
で
も
、
同
様
に
、
事
件
の
報
告
書
や
学
説
に
お
い
て
は
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
、
封
鎖
に
お
け
る
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
規
定
、
及
び
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
が
、
慣
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習
法
と
し
て
封
鎖
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
海
戦
に
も
人
道
規
則
が
適
用
さ
れ
、
封
鎖
に
お
い
て
も
、
人

道
的
要
件
と
し
て
そ
の
有
効
性
を
左
右
す
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
規
定
上
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
意
図
を
有
す
る
全
て
の
封
鎖
が
禁
じ
ら
れ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
事
件
の
検
討
に

お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ガ
ザ
回
廊
の
文
民
の
生
存
に
不
可
欠
な
物
資
の
遮
断
を
、
軍
事
的
利
益
を
得
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
が
、
同
時
に
、
武
器
弾
薬
の
供
給
の
遮
断
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
（
ａ
）
で
禁
じ
ら
れ
た
封
鎖
に
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
。
実
際
上
、
人
道
的
要
件
の
評
価
は
、
主
と
し
て
均

衡
原
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
事
件
に
対
し
て
行
わ
れ
た
検
討
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
封
鎖
が
連
座
罰
と
し
て
違
法
で
あ
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る）
２（０
（

。
人
道
規
則
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
の
利
用
の
禁
止
以
外
で
も
、
封
鎖
の
有
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
す

可
能
性
が
あ
る
。
ブ
キ
ャ
ン
が
、
連
座
罰
に
該
当
す
る
封
鎖
を
、
サ
ン
レ
モ･

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
〇
二
に
該
当
す
る
封
鎖
で
あ

る
と
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る）
２（（
（

。
パ
ル
マ
ー
報
告
書
の
補
遺
に
お
い
て
も
、
封
鎖
は
、
他
の
人
道
規
則
を
遵
守
し
て
維
持
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）
２（２
（

。
連
座
罰
と
し
て
設
定
さ
れ
た
封
鎖
は
、
文
民
に
対
す
る
意
図
的
な
攻
撃
と
し
て
、
封
鎖
の
無
効

を
導
き
う
る
。

　

封
鎖
の
合
法
性
は
、
飢
餓
以
外
の
要
素
を
含
ん
だ
幅
広
い
人
道
的
要
素
の
検
討
に
よ
っ
て
、
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２６（
）　Tu
rkish

 C
om

m
ission

 R
ep

ort, p.89.

（
２６６
）　

二
〇
一
一
年
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
号
の
阻
止
に
つ
い
て
は
、C

N
N

, Isra
el: V

essel la
d

en
 w

ith
 G

a
za

-bou
n

d
 w

ea
p

on
s in

tercep
ted

, available at http://edition.

cnn.com
/2011/W

O
R

L
D

/m
east/03/15/israel.ship.w

eapons/index.htm
l,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）; T
h

e Telegra
p

h
, 50 ton

s of w
ea

p
on

s seized
 

by Isra
el, available at http://w

w
w

.telegraph.co.uk/new
s/w

orldnew
s/m

iddleeast/israel/8385847/50-tons-of-w
eapons-seized-by-Israel.htm

l,

（accessed 



（　
　
　
　

）

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

二
一
五

二
〇
五
五

18 N
ovem

ber 2014

）;

二
〇
一
四
年
の
Ｋ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
︱
Ｃ
の
阻
止
に
つ
い
て
は
、B

B
C

, Isra
el h

a
lts ‘w

ea
p

on
s sh

ip
m

en
t from

 Ira
n

, ’available at  http://w
w

w
.bbc.

com
/new

s/w
orld-m

iddle-east-26451421,

（accessed 18 N
ovem

ber 2014

）; 

阻
止
の
後
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
号
は
ア
シ
ュ
ド
ッ
ド
に
（C

N
N

, su
p

ra
 note 266

）、
Ｋ

Ｌ
Ｏ
Ｓ
︱
Ｃ
号
は
エ
イ
ラ
ー
ト
に
回
航
さ
れ
た
（T

he T
im

es of Israel, U
N

: K
los-C

 w
ea

p
on

s ca
m

e from
 Ira

n
, w

ere in
ten

d
ed

 for S
u

d
a

n
, available at 

http://w
w

w
.tim

esofisrael.com
/klos-c-w

eapons-cam
e-from

-iran-says-un/, （accessed 18 N
ovem

ber 2014

））。

（
２６（
）　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
号
は
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
港
（C

N
N

, su
p

ra
 note 266

）、
Ｋ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
︱
Ｃ
号
は
ス
ー
ダ
ン
の
ポ
ー
ト･

ス
ー
ダ
ン
へ
の
航
海
の
途
上
で
あ
っ

た
（B

B
C

, su
p

ra
 note 266

）。

（
２６８
）　C

N
N

, su
p

ra
 note 266.

（
２６９
）　H

einegg, su
p

ra
 note 2, p.216.

（
２（０
）　A

/H
R

C
/15/21, para.54; Tu

rkish
 C

om
m

ission
 R

ep
ort, pp.78-81.

（
２（（
）　B

uchan

（2011

）, su
p

ra
 note 224, pp.234-235; 

サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
起
草
過
程
で
は
、
文
民
に
対
す
る
飢
餓
を
目
的
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
、
文
民
に
対

す
る
意
図
的
な
攻
撃
に
該
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（H

egelsom
, su

p
ra

 note 164, p.46

）。

（
２（２
）　P

a
lm

er R
ep

ort, A
ppendix I para.37.

五
．
結
び
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
封
鎖
の
伝
統
的
要
件
に
お
け
る
か
つ
て
の
対
立
の
多
く
が
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

宣
言
や
告
知
は
、
一
般
的
な
も
の
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
効
性
の
基
準
も
、
か
つ
て
の
よ
う
な
碇
泊
封
鎖
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
巡
航
封
鎖
に
よ
っ
て
実
効
性
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
確
認
し
た
よ
う
に
、
封
鎖
へ
の
人
道
的
要
件
の
適
用
に
争
い
は
な
い
。
今
日
、
封
鎖
の
人
道
的
要
件
と
し
て
、
文
民
に
対
す
る

飢
餓
の
利
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
実
と
し
て
、
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
の
禁
止
規
定
は
、
実
効
性
に
乏
し
く
、
明
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確
性
に
欠
き
、
文
民
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
封
鎖
の
制
限
は
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
封
鎖
の
禁
止
規
定
に
よ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
封
鎖
国
に
は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
救
済
品
の
通
過
を
認
め
る
義
務
が
あ
る
。

　

人
道
的
要
件
の
法
的
効
果
と
し
て
、
文
民
の
飢
餓
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
封
鎖
、
均
衡
原
則
に
反
す
る
封
鎖
、
一
切
の
救
済
品
の
通
過
を

認
め
な
い
封
鎖
は
、
違
法
な
封
鎖
と
し
て
無
効
な
封
鎖
と
な
る
。
ま
た
、
救
済
品
を
積
載
す
る
船
舶
の
捕
獲
は
、
封
鎖
の
無
効
を
導
か
な
い

と
し
て
も
、
違
法
な
捕
獲
と
し
て
、
当
該
捕
獲
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

伝
統
的
要
件
に
よ
る
場
合
も
、
人
道
的
要
件
に
よ
る
場
合
も
、
無
効
な
封
鎖
で
は
、
封
鎖
国
に
敵
国
の
港
や
沿
岸
へ
と
航
海
す
る
、
ま
た
、

そ
れ
ら
か
ら
出
航
し
た
、
と
い
う
理
由
で
い
か
な
る
船
舶
を
捕
獲
す
る
権
利
も
生
じ
さ
せ
な
い
。

　

現
代
の
封
鎖
法
で
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
対
立
の
多
く
が
解
消
さ
れ
、
ま
た
、
人
道
的
要
件
の
追
加
と
い
う
大
き
な
変
化
も
、
対
立
無
く
受

容
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）
２（３
（

。
封
鎖
に
つ
い
て
は
、
相
当
程
度
統
一
的
な
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
他

方
で
、
封
鎖
法
に
お
け
る
伝
統
的
要
件
に
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
連
続
航
海
主
義
の
適
用
の
可
否
を
含

む
、
封
鎖
に
基
づ
く
合
法
な
捕
獲
の
実
施
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。

　

第
二
次
大
戦
後
の
実
行
は
、
軍
事
作
戦
上
の
要
請
に
基
づ
く
、
限
定
的
な
範
囲
で
の
捕
獲
が
大
部
分
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ヘ
イ
ネ
グ
の
よ

う
に
、
今
日
、
予
防
権
の
行
使
や
無
制
限
の
追
跡
権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
連
続
航
海
主
義
の
適
用
に
も
否
定
的
な
学
説
も
あ
る
。

し
か
し
、
敵
国
経
済
の
圧
迫
を
目
的
と
し
た
封
鎖
は
、
戦
後
の
実
行
に
よ
る
裏
付
け
が
乏
し
い
と
言
え
ど
も
、
依
然
と
し
て
否
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
広
範
囲
で
の
捕
獲
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
サ
ン
レ
モ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
規
定
や
、
各
国
の
武
力
紛
争
法
マ
ニ

ュ
ア
ル
、
特
に
ア
メ
リ
カ
海
軍
指
揮
官
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
規
定
は
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
か
つ
て
の
英
仏
両
主
義

の
よ
う
な
対
立
が
今
も
っ
て
継
続
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
、
封
鎖
法
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
、
実
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際
の
封
鎖
侵
破
や
そ
の
現
行
を
求
め
、
さ
ら
に
停
泊
封
鎖
を
要
求
し
た
こ
と
か
ら
、
捕
獲
の
実
施
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
や
そ
の
後
の
実
行
、
兵
器
の
発
達
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
、
巡
航
封
鎖
に
よ
る
実
効
性
の
維
持
が
、
統
一

的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
封
鎖
兵
力
の
配
備
も
、
軍
事
上
の
要
求
を
満
た
す
範
囲
で
、
遠
方
に
配
備
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
今
日
で
は
、
法
的
に
は
限
定
的
な
範
囲
で
の
捕
獲
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
も
、
技
術
の
発
展
に
よ
り
、

広
範
囲
で
捕
獲
を
実
施
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
封
鎖
は
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
一
七
条
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
封
鎖
に
き

わ
め
て
近
い
と
も
言
え
る
。
他
方
で
、
か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
主
義
の
よ
う
な
、
広
範
な
捕
獲
を
認
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
状

況
は
変
化
し
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
紛
争
の
多
く
は
、
限
定
的
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
封
鎖
は
、
敵
国
経
済
や
戦
意
の
破
壊
で
は

な
く
、
敵
兵
力
の
移
動
を
妨
げ
る
と
い
っ
た
、
作
戦
上
の
目
的
で
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
下
、jus 

ad bellum

の
制
限
の
下
で
、
必
要
性
と
均
衡
性
の
要
件
を
満
た
す
必
要
か
ら
、
広
範
囲
で
の
、
無
制
限
の
捕
獲
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
な

っ
た
と
い
え
る
。
広
範
な
捕
獲
権
の
行
使
が
な
し
う
る
と
し
て
も
、
封
鎖
の
実
施
範
囲
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
こ
のjus ad bellum

上

の
制
限
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
に
お
け
る
、
捕
獲
の
実
施
範
囲
の
解
釈
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

封
鎖
線
外
で
の
捕
獲
を
合
法
と
す
る
意
見
で
は
、
船
団
が
繰
り
返
し
封
鎖
侵
破
の
意
図
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
、
実
際
に
封
鎖
線
へ
と
針
路

を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
理
由
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
捕
獲
範
囲
は
、
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と

も
、﹁
ガ
ザ
の
自
由
﹂
船
団
事
件
の
評
価
を
み
る
限
り
、
船
団
の
と
っ
た
よ
う
な
行
動
は
、
封
鎖
侵
破
の
﹁
現
行
﹂
に
該
当
し
、
捕
獲
が
認

め
ら
れ
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
今
日
の
、
海
洋
監
視
技
術
の
発
達
は
、
こ
の
状
況
を
さ
ら
に
後
押
し
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
六
巻
六
号�

二
一
八

現
代
国
際
法
に
お
け
る
海
上
封
鎖

二
〇
五
八

（
２（３
）　L

. D
osw

ald-B
eck, “San R

em
o M

anual on International L
aw

 A
pplicable to A

rm
ed C

onflict at Sea,” In
tern

a
tion

a
l R

eview
 of th

e R
ed

 C
ross, N

o. 

309, （1995

）, p.593.




